
第3章 	健康寿命の延伸に向けた最近の取組み
第1章では、明治期（1860年代）から21世紀初頭までの健康に関する施策について概

観し、第2章で、我が国における健康をめぐる現状や健康に関する意識について探ってき
た。

第3章では、現在、健康寿命の延伸に向けて、どのように取組みを進めているのかを概
観する。第1節では国がどのような方向性を打ち出そうとしているのか、自治体や企業、
団体に対してどのような取組みを期待しているのかを説明する。第2節から第4節までで
は、国が打ち出した方向性を踏まえて、自治体や企業、団体は、どのような特色ある取組
みを行っているのかについて好事例を紹介する。

最後に、第5節では特色ある取組みを行っている自治体、企業、団体が一定の成果を得
ることができた要因を探る。この白書をご覧の方々が新しい取組みを始めるに当たっての
ヒント、きっかけになればと考えている。

	 第1節	 国の取組み

ここでは、2012（平成24）年前後の国の施策、特に健康日本21（第二次）（「21世紀
における第二次国民健康づくり運動」）＊1を中心に関連する施策などについて説明する。

	1	 健康日本21（第二次）
（1）健康日本21の最終評価

2000（平成12）年から2012（平成24）年までを対象期間とする健康日本21で掲げ
た目標（9分野59項目）について、その達成状況を5段階で評価し、2011（平成23）年
10月に公表した（図表3-1-1）。「目標値に達した」と「目標値に達していないが改善傾
向にある」を合わせ、全体の約6割で一定の改善が見られた。

例えば「メタボリックシンドロームを認知している国民の割合の増加」や「80歳で20
歯以上・60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加」については目標に達したとされ、

「食塩摂取量の減少」や「意識的に運動を心がけている人の増加」については目標値に達
していないが改善傾向にあるとされた。一方で「日常生活における歩数の増加」や「糖尿
病合併症の減少」については、悪化している結果となった。

＊1	 ここでは、2000（平成12）年度から2012（平成24）年度まで行われた「21世紀における国民健康づくり運動」を「健康日本21」
とし、2013（平成25）年度から2022（平成34）年度までを期間とする「21世紀における第二次国民健康づくり運動」を「健康日本
21（第二次）」とする。
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図表3-1-1 健康日本21の最終評価（2011年10月）
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E 評価困難 1.7%
【主な項目】
A（目標値に達した）

・メタボリックシンドロームを認知している国民の割
合の増加

・高齢者で外出について積極的態度をもつ人の増加
・80歳で20歯以上、60歳で24歯以上の自分の歯を

有する人の増加

B（目標値に達していないが改善傾向）
・食塩摂取量の減少
・意識的に運動を心がけている人の増加
・喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及
・糖尿病やがん検診の促進

C（変わらない）
・自殺者の減少、多量に飲酒する人の減少
・メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少
・高脂血症の減少

D（悪化している）
・日常生活における歩数の増加
・糖尿病合併症の減少

E（評価困難）
・特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上
　（平成20年からの2か年のデータに限定されたため）

9 分野のうちの 59 項目の達成状況は、「目標値に達した」と「目標値に達していないが
改善傾向にある」を合わせ、全体の約 6 割で一定の改善がみられた。

（2）最終評価を踏まえた、健康日本21（第二次）の基本的な方向
健康日本21は、国民、企業等に健康づくりの取組みを浸透させていき、一定程度の時

間をかけて、健康増進の観点から、理想とする社会に近づけることを目指す運動である。
健康日本21の改定に当たって、2011（平成23）年10月から厚生労働省の審議会＊2で

議論を開始し、同年12月には、10年後を見据えた目指す姿や基本的方向性について議論
を行った（図表3-1-2）。

10年後に目指す姿としては、「全ての国民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる社会」
という総論的な意見のほか、ライフステージに応じた健康づくりを進めるべきとの観点に
立った意見が多かった。また、基本的な方向性として多く出た意見は、健康日本21は個
人の生活習慣に着目して作られているが、社会環境に関する課題についても併せて明確に
すべきというものであった。

これらの意見を踏まえて、審議会では、目指すべき姿を「全ての国民が共に支え合い、
健やかで心豊かに生活できる活力ある社会」とし、健康日本21（第二次）の基本的な方
向として、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②主要な生活習慣病の発症予防と重症化
予防の徹底、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健康を支え、守るた
めの社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔
の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善、の5つを示した（図表3-1-3）。

＊2	 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会及び部会の下に設置された次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会
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図表3-1-2 健康日本21（第二次）策定の背景と10年後に目指す姿

日本における近年の社会経済変化とともに、急激な少子高齢化が進む中で、
10年後の人口動態を見据え、「目指す姿」を明らかにする。

〈背景〉
○経済状況は停滞し、完全失業率は5％まで上昇。非正規雇用が増加し、若年者の雇用情勢も依然として厳
しい状況。
○総人口は減少し、急速に高齢化が進行。
○平均寿命、健康寿命ともに、世界のトップクラスを維持。
○単身世帯が増加し、高齢者の単身世帯も増加。
○出生数は減少。生涯未婚率の増加、離婚件数の増加など、家族形態は変化。
○進学率は向上し、2人に1人が大学進学する状況。一方、小中学校での不登校児童数は10万人を超える
状況。
○児童虐待相談対応件数は増加の一途を辿り、５万件を超える状況。
○がん等の生活習慣病が増加。医療費は30兆円を超える状況。
○自殺者数は３万人程度で推移。過労死など働く世代にみられる深刻な課題。
○相対的貧困率は16.0％。生活保護受給者数は過去最高の205万人。
○国民の７割が日常生活に悩みや不安を感じ、老後の生活設計や自分の健康についての悩みや不安が多い。

10年後に目指す姿
○すべての国民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる社会
・子どもも大人も希望のもてる社会
・高齢者が生きがいをもてる社会
・希望や生きがいをもてる基盤となる健康を大切にする社会
・疾患や介護を有する方でもそれぞれに満足できる人生を送ることのできる社会
・地域の相互扶助や世代間の相互扶助が機能する社会
・誰もが社会参加でき、健康づくりの資源にアクセスできる社会
・社会環境の改善を図り、健康格差の縮小を実現できる社会

[出典]第34回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会資料（2012（平成24）年6月）

図表3-1-3 健康日本21（第二次）の概要

○平成25年度から平成34年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康
の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成15年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

○第1次健康日本21（平成12年度～平成24年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標
の実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。

健康の増進に関する基本的な方向

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小
・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、医療連携体制
の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る環境を
整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び
社会環境の改善
・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。
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この5つの基本的方向性に対応して、53項目にわたる具体的な目標を設定し、2012
（平成24）年7月に「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成
24年厚生労働省告示第430号）を公表した。これまでの健康日本21に比べて、目標数が
絞り込まれているが、これは、審議会で、目標とする指標の相互関係を整理し、客観的か
つエビデンスに裏付けられた、実行可能性のある目標を精選すべきとの意見が多くあった
ことを踏まえたものである＊3。

これを受けて、2013（平成25）年度から2022（平成34）年度を計画期間とする健康
日本21（第二次）がスタートした。

（3）分野別の目標及び関連施策について
1健康寿命の延伸と健康格差の縮小
「健康寿命の延伸」は、健康日本21（第二次）の中心課題であり、指標として盛り込む

ことは不可欠である。目標値の設定に当たっては、平均寿命と健康寿命（日常生活に制限
のない期間）との差に着目することにした（図表3-1-4）。

平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味し、2010
（平成22）年で、男性9.13年、女性12.68年であった。

今後、平均寿命の延伸に伴い、こうした健康寿命との差が拡大すれば、医療費や介護給
付費用を消費する期間が増大することになる。疾病予防と健康増進、介護予防などによっ
て、平均寿命と健康寿命の差を短縮することができれば、個人の生活の質の低下を防ぐと
ともに、社会保障負担の軽減も期待できる。このように持続可能な社会保障制度にも資す
る新たな国民健康づくり運動を展開するという視点から、健康寿命に関する目標は、「平
均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」とした。

図表3-1-4 健康寿命の定義と平均寿命との差

79.55 79.55 

86.30 86.30 

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

平均寿命

健康寿命

平均寿命

健康寿命

9.13年9.13年

12.68年12.68年

（年）

男
性

女
性

70.42 70.42 

73.62 73.62 

資料：平均寿命（平成22年）は、厚生労働省大臣官房統計情報部「完全生命表」
健康寿命は（平成22年）は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果
に関する研究」

（注）：健康寿命：人の寿命において「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」

＊3	 このほか、健康日本21の目標期間や目標数値は、厚生労働省健康局長通知（2003（平成15）年4月30日健発0430002号）において
示していたが、健康日本21（第二次）では、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成24年厚生労働省告示
第430号）に盛り込まれ、厚生労働省として一体的に取り組むこととしたことも特徴である。
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また、「地域や社会状況の違いによる集団における健康状態の差」と定義される「健康
格差」については、データの蓄積度や、各自治体の自主的な取組みを促進する観点などを
踏まえ、地域格差に重点を置くこととした。（図表3-1-5）

具体的には、健康寿命の最も長い都道府県（男性は愛知県の71.74年、女性は静岡県の
75.32年。いずれも2010（平成22）年＊4）の数値を目標として、各県において健康寿命
の延伸を図るよう取り組み、都道府県格差を縮小することを目指している。

図表3-1-5 都道府県別　日常生活に制限のない期間の平均（2010年）

健康寿命の最も長い都道府県の数値を目標として、各県において健康寿命の延伸を図るよう取り組み、都
道府県格差を縮小することを目指す
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男性 女性

（年） （年）

最長と最短の差　2.79年 最長と最短の差　2.95年

資料：厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

＊4	 資料：厚生労働科学研究補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」
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図表3-1-6 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標

項目 現状 目標

①健康寿命の延伸
（日常生活に制限のない期間の平均の延伸）

男性　70.42年
女性　73.62年

（2010（平成22）年）

平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増加

（2022（平成34）年度）
②健康格差の縮小
（日常生活に制限のない期間の平均の都道
府県格差の縮小）

男性　 2.79年
女性　 2.95年
（2010年）

都道府県格差の縮小
（2022年度）

（注） 上記①の目標を実現するに当たっては、「日常生活に制限のない期間の平均」のみならず、「自分が健康であると自覚
している期間の平均」についても留意することとする。
また、上記②の目標を実現するに当たっては、健康寿命の最も長い都道府県の数値を目標として、各都道府県におい
て健康寿命の延伸を図るよう取り組むものである。

2主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
我が国の主要な死亡原因であるがんや循環器疾患への対策に加え、患者数が増加傾向に

あり、かつ、重大な合併症を引き起こすおそれのある糖尿病や、後述する死亡原因として
急速に増加すると予測される慢性閉塞性肺疾患（COPD）への対策は、国民の健康寿命
の延伸を図る上で重要な課題である。このため、これらの4分野で目標項目を設定した。

がんについては、2012（平成24）年6月に閣議決定した「がん対策推進基本計画」で
目標値とされている75歳未満の年齢調整死亡率＊5の減少とがん検診の受診率の向上を目
標とした。＊6（図表3-1-7）

図表3-1-7 主要な生活習慣病予防と重症化予防の徹底に関する目標①「がん」

項目 現状 目標
①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（10万人当たり）

84.3
（2010（平成22）年）

73.9
（2015（平成27）年）

②がん検診の受診率の向上

胃がん 男性　36.3％

50％
（胃がん、肺がん、

大腸がんは当面40％）
（2016（平成28）年度）

女性　28.3％
肺がん 男性　26.4％

女性　23.0％
大腸がん 男性　28.1％

女性　23.9％
子宮頸がん 女性　37.7％
乳がん 女性　39.1％

（2010年）

（注） がん検診の受診率の算定に当たっては、40歳から69歳まで（子宮頸がんは20歳から69歳まで）を対象とする。

循環器疾患については、脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少、高血圧の
改善、メタボリックシンドロームの該当者と予備群の減少、特定健康診査・特定保健指導
の実施率の向上などを目標とした。（図表3-1-8）

＊5	 日本における人口当たりのがんの死亡率の推移をみると、男女ともに一貫して上昇傾向が認められるが、これは平均寿命の延びと出生率
の低下に伴い、がんになる確率の高い高齢者の人口比率が増加していることが影響している。こうした高齢化の影響を除いてがんの死亡
率の年次推移を観察する際には、一定の年齢構成を仮定したモデル人口に調整した年齢調整死亡率が有用である。さらに、75歳以上の
死亡を除くことで、壮年期がん死亡の現状や動向を高い精度で評価することができる。これは、75歳以上の高齢者が様々な疾病を合併
しやすく、死因分類の精度が必ずしも高くないためである。

＊6	 なお、2013（平成25）年12月に、がん医療・がん検診の質の向上、がんの予防の推進や国民へのがんに関する情報提供の充実等を科
学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施、これに係る情報の利用・提供や保護、院内がん登録（病院内における登録）の推
進に関する事項等について定めた「がん登録等の推進に関する法律」が公布された。この法律は、公布から3年を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行される。
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＊7

図表3-1-8 主要な生活習慣病予防と重症化予防の徹底に関する目標②「循環器疾患」

項目 現状 目標

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡
率の減少（10万人当たり）

脳血管疾患
男性　49.5
女性　26.9

虚血性心疾患
男性　36.9
女性　15.3
（2010年）

脳血管疾患
男性　41.6
女性　24.7

虚血性心疾患
男性　31.8
女性　13.7

（2022（平成34）年度）

②高血圧の改善
（収縮期血圧の平均値の低下）

男性　138mmHg
女性　133mmHg

（2010年）

男性　134mmHg
女性　129mmHg

（2022年度）

③脂質異常症の減少

総コレステロール
240mg/dl以上の者の割合

男性　13.8％
女性　22.0％

LDLコレステロール
160mg/dl以上の者の割合

男性　 8.3％
女性　11.7％
（2010年）

総コレステロール
240mg/dl以上の者の割合

男性　10％
女性　17％

LDLコレステロール
160mg/dl以上の者の割合

男性　6.2％
女性　8.8％

（2022年度）
④メタボリックシンドロームの該当者及び予

備群の減少
1,400万人

（2008（平成20）年度）
2008年度と比べて25％減少
（2015（平成27）年度）

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

特定健康診査の実施率
41.3％

特定保健指導の実施率
12.3％

（2009（平成21）年度）

2013（平成25）年度から開始
する第2期医療費適正化計画に

合わせて設定＊7

（2017（平成29）年度）

糖尿病については、糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少、血糖コントロー
ル指標におけるコントロール不良者の割合の減少、糖尿病有病者の増加の抑制などを目標
とした。（図表3-1-9）

＊8＊9

図表3-1-9 主要な生活習慣病予防と重症化予防の徹底に関する目標③「糖尿病」

項目 現状 目標
①合併症（糖尿病腎症による年間新規透析導

入患者数）の減少
16,247人

（2010年）
15,000人

（2022年度）

②治療継続者の割合の増加 63.7％
（2010年）

75％
2022年度）

③血糖コントロール指標におけるコントロール
不良 者の割合の減 少（HbA1c＊8がJDS値
8.0％（NGSP値8.4％＊9）以上の者の割合の
減少）

1.2％
（2009年度）

1.0％
（2022年度）

④糖尿病有病者の増加の抑制 890万人
（2007年）

1,000万人
（2022年度）

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予
備群の減少（再掲）

1,400万人
（2008年度）

2008年度と比べて25％減少
（2015年度）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向
上（再掲）

特定健康診査の実施率
41.3％

特定保健指導の実施率
12.3％

（2009年度）

2013（平成25）年度から開始
する第2期医療費適正化計画に

合わせて設定
（2017年度）

＊7	 第2期全国医療費適正化計画（平成25～29年度）では、特定健診の実施率について2011（平成23）年度の44.7％から70％に、特定
保健指導の実施率について2011年度の15.0％から45％にする目標を掲げた。

＊8	 HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）は、過去1～2か月間の平均血糖値を反映するものである。血糖値が高い状態が続くと上がり、血
糖値が低い状態が続くと下がる。

＊9	 これまで日本で使用されていたHbA1c値であるJDS値「HbA1c（JDS）」は、世界の大部分の国で使用されているNGSP値「HbA1c
（NGSP）」に比べ約0.4%低い値となっていた。HbA1c表記の国際標準化を図るため、2013（平成25）年度以降の特定健診等では
HbA1cのNGSP値を使うこととした。
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COPDは、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患である。せき・
たん・息切れが症状であり、徐々に呼吸障害が進行するが、大多数の患者が未診断、未治
療の状況にあり＊10、疾患名の認知度が低い状況にあることから、その認知度の向上を目標
とした。（図表3-1-10）

図表3-1-10 主要な生活習慣病予防と重症化予防の徹底に関する目標④「COPD」

項目 現状 目標

①COPDの認知度の向上 25％
（2011年）

80％
（2022年度）

3社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標
社会生活を営むために必要な機能を維持する上で、身体の健康とともに重要なものが、

こころの健康である。こころを健全な状態で維持することは、個人の生活の質を大きく左
右するものであり、自殺等の社会的損失を防止するためにも欠かせない。

また、将来を担う次世代の健康を支えるため、妊婦や子どもの健康増進が重要であるほ
か、高齢化に伴う機能の低下を遅らせるためには、高齢者の健康に焦点を当てた取組みを
強化する必要がある。このため、こころの健康、次世代の健康、高齢者の健康の3分野に
ついて目標項目を設定した。

こころの健康については、自殺の原因としてうつ病などのこころの病気の占める割合が
高いことも踏まえ、自殺者の減少を掲げた。

さらに、自殺者のうち、「勤務問題」を自殺の原因の一つとしている人が一定程度いる
こと、精神障害による労災認定件数が増加傾向にあることから、職場でのメンタルヘルス
対策に取り組んでいる事業所の割合を増加させることなどを目標とした。（図表3-1-11）

＊11

図表3-1-11 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標①「こころの健康」

項目 現状 目標
①自殺者の減少
　（人口10万人当たり）

23.4
（2010（平成22）年）

自殺総合対策大綱の見直しの
状況を踏まえて設定＊11

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛
を感じている者の割合の減少

10.4％
（2010年）

9.4％
（2022（平成34）年度）

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる
職場の割合の増加

33.6％
（2007（平成19）年）

100％
（2020（平成32）年）

④小児人口10万人当たりの小児科医・児童
精神科医師の割合の増加

小児科医 94.4
（2010年）

児童精神科医 10.6
（2009（平成21）年）

増加傾向へ
（2014（平成26）年）

次世代の健康については、食生活が、心身を育む上で不可欠な生活習慣であり、幼少時
の食習慣は、成人期の食習慣に影響を与えることを踏まえて、朝・昼・夕の三食を必ず食

＊10	「2000年の日本における、40歳以上のCOPD有病率は、8.6％、患者数530万人と推定されており、先進諸国における有病率にほ
ぼ匹敵する。一方、2008年患者調査によると、医療機関に入院又は通院しているCOPD患者数（治療患者数）は約17万3千人に過ぎ
ない。」（健康日本21（第二次）の推進に関する参考資料（2012（平成24）年7月）、60ページ）

＊11	 2012（平成24）年8月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」では、数値目標自体（2016（平成28）年までに、自殺死亡率を
2005（平成17）年と比べて20％以上減少させる）には変更を加えないが、参考として「平成17年の自殺死亡率は24.2であり、それ
を20%減少させると19.4となる。なお、22年の自殺死亡率は23.4となっている。自殺死亡率は人口10万人当たりの自殺者数なので、
人口が増減するとその数値も変動してしまう。仮に、23年10月1日現在の推計人口（1億2,618万人）のまま人口が一定だとすると、
目標を達成するためには自殺者数は2万4,428人以下となる必要がある。」と大綱の欄外に記載している。
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べることに気をつけて食事をしている子どもの割合の増加を目標とした。
また、健康な運動習慣を有する子どもの割合を増やすことで、健康で活力に満ちた長寿

社会の実現につなげることが重要という観点から、運動やスポーツを習慣的にしている子
どもの割合の増加、子どもの肥満が将来の肥満や生活習慣病に結び付きやすいという考え
方から、肥満傾向にある子どもの割合の減少などを目標とした。（図表3-1-12）

図表3-1-12 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標②「次世代の健康」

項目 現状 目標
①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

ア　朝・昼・夕の三食を必ず食べることに
気をつけて食事をしている子どもの割合
の増加

小学5年生
89.4％

（2010年度）
100％に近づける

（2022（平成34）年度）

イ　運動やスポーツを習慣的にしている子
どもの割合の増加

（参考値）週に3日以上 
小学5年生

男子 61.5％
女子 35.9％
（2010年）

増加傾向へ
（2022年度）

②適正体重の子どもの増加

ア　全出生数中の低出生体重児の割合の減少 9.6％
（2010年）

減少傾向へ
（2014年）

イ　肥満傾向にある子どもの割合の減少

小学5年生の
中等度・高度肥満傾向児の割合

男子 4.60％
女子 3.39％
（2011年）

減少傾向へ
（2014年）

高齢者の健康については、就労や社会参加を促進するとともに、虚弱化を予防し、先送
りすることが重要である。介護保険サービスの利用者数の増加傾向は続くと推測される
が、生活習慣の改善、介護予防の取組みの推進により、要介護状態となる時期を遅らせる
ことができると期待される。こうした観点から、介護保険サービスの利用者の増加の抑制
を目標とするとともに、運動器＊12の障害のために自立度が低下し、介護が必要となる危
険性の高い状態と定義される「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」を認知して
いる国民の割合を増加させることを目標とした。

このほか、少子高齢化を背景として、高齢者が労働力となることへの期待が高まってい
ることなどから、高齢者の社会参加の促進等を目標とした。（図表3-1-13）

＊12	運動器とは、身体運動に関わる骨、筋肉、関節、神経などの総称をいう。
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「ロコモティブシンドローム」（運
動器症候群）、略して「ロコモ」。ま
だあまりご存じない方も多いのでは
ないだろうか。これは近年注目され
始めた用語で、「運動器の障害のた
めに自立度が低下し、介護が必要と
なる危険性の高い状態」を指す。

我が国では、実に毎年5万人もの
人が「運動不足」が原因で亡くなっ
ており、喫煙、高血圧に次いで第3
位との報告もある 1。また、今後、
高齢化が急速に進展する中、健康寿
命を延ばし、できる限り日常生活に
制限なく生活を続けられるようにす
るためには、介護予防などを通じた
ロコモ対策は極めて重要である。

このため、まずは「ロコモ」の認
知度を上げようと、健康日本21（第
二次）では、2022（平成34）年度
に向けて、その認知度を80％にす
ることを目標に掲げている。ロコモ
という概念とともに、その予防の重

ロコモティブシンドロームコラム

図表3-1-13 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標③「高齢者の健康」

項目 現状 目標

①介護保険サービス利用者の増加の抑制 452万人
（2012年度）

657万人
（2025年度）

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の
向上

0.9％
（2009年）

10％
（2022年度）

③ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
を認知している国民の割合の増加

（参考値）17.3％
（2012年）

80％
（2022年度）

④低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割
合の増加の抑制

17.4％
（2010年）

22％
（2022年度）

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少
（1,000人当たり）

男性　218人
女性　291人
（2010年）

男性　200人
女性　260人
（2022年度）

⑥高齢者の社会参加の促進
（就業又は何らかの地域活動をしている高
齢者の割合の増加）

(参考値)何らかの地域活動を
している高齢者の割合

男性　64.0％
女性　55.1％
（2008年）

80％
（2022年度）

（注） ①の目標については、社会保障・税一体改革大綱（平成24年２月17日閣議決定）の策定に当たって試算した結果に
基づき設定したものである。

1	 THE LANCET 日本特集号（2011年9月）日本：国民皆保険達成から50年「なぜ日本国民は健康なのか」より

0 20 40 60 80 100 120 140

野菜果物の低摂取

過体重・肥満

悪玉コレステロール高値

飲酒

食塩摂取

高血糖

運動不足

高血圧

喫煙

循環器疾患

悪性新生物

糖尿病

呼吸器系疾患

その他の非感染性疾病

外因

運動不足 ５万人死亡！

わが国では運動不足が原因で毎年5万人が死亡！！

2007年の我が国における危険因子に関連する非感染症疾病と外因による死亡数

出典）THE LANCET 日本特集号（2011年9月）日本：国民皆保険達成から50年 「なぜ日本国民は健康なのか」

死亡数, 千人

メ タ ボ から ロ コ モ、 認知度向上へ！！
ロコモティブシンドロームに関する認知度を80％に設定！！

ロコモ予防の
重要性が
認知される

個々人の
行動変容が
期待できる

国民全体とし
て運動器の健
康が保たれる

介護が必要と
なる国民の割
合が減少する

健康寿命
の延伸

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは？
→ 運動器の障害のために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態

目標項目
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を
認知している国民の割合の増加

現 状 （参考値）17.3％（平成24年）

目 標 80％（平成34年度）

データ
ソース

日本整形外科学会による
インターネット調査（※）

まずはロコモティブシンドローム
という言葉・概念の認知度を
高める必要があることから、
健康日本21（第二次）において

指標として設定

認知度の
向上

【健康日本２１（第二次）の目標項目】

※インターネット調査で「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も知っていたし、
意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった」又は
「言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった」と回答した者の割合。

健康日本21（第一次）では、
国民のメタボの認知度を80%
に上げることを目標に設定。

→→92.7%に上昇(Ｈ21年度)
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4健康を支え、守るための社会環境の整備
健康づくりの取組みは、従来、住民全体を広く対象としてきたが、健康に無関心な層、

社会経済的に不利な層などへの働きかけが十分に行われてきたとは言えない。今後は、こ
のような個人への取組みでは解決できない地域社会の健康づくりに取り組むことが必要と
なる。

また、健康でかつ医療費が少ない地域には、「いいコミュニティ」の存在が指摘されて
いることもあり、地域のつながりの強化（ソーシャル・キャピタル＊13の水準を上げるこ
と）を目標とした。

さらに、従来の行政主導型の健康づくりの場だけでなく、住民が楽しく主体性を発揮で
きる健康づくりの場が必要との考え方の下、健康づくりを目的とした活動に主体的に関
わっている国民の割合を増加させることなどについて目標を設定した。（図表3-1-14）

＊13	ソーシャル・キャピタルについては、 3 （1）2で説明している。

要性が広く知られるようになれば、
それに伴い個々人の行動が変わるこ
とが期待され、その結果、要介護者
の割合の減少、ひいては健康寿命の
延伸につながると考えられる。

それでは、ロコモ対策として重要
なものは何であろうか。それはやは
り適切な運動である。2013（平成
25）年3月に公表された「健康な人
のための身体活動量の新基準」では
3つの年齢層に分け、それぞれ必要
な身体活動量を示している。特に、
子どもの頃から運動習慣を確立して
おくことは、大人になってからの運
動の習慣化につながるため、ロコモ
予防の観点から重要と考えられる。

まずは無理のない範囲で、「プラ
ス・テン」、すなわち毎日今よりプラ
ス10分、体を動かすことから始めて
みてはいかがだろうか。

身体活動量 （＝生活＋運動）

65歳以上
強度を問わない身体活動を毎日40分

（例：ラジオ体操10分＋歩行20分＋植物水やり10分)

18～64歳
3メッツ以上の強度の身体活動を毎日60分

(例：歩行30分＋ストレッチ10分＋掃除20分)

18歳未満 楽しく体を動かすことを毎日60分以上

健康な人のための身体活動量の新基準

ボウリング

3.0メッツ

※健康診断などでいずれかに異常が見つかった場合は、
自治体の保健指導、又は、かかりつけ医師の指導のもと、
身体の安全に留意して運動を行いましょう。 （健康づくりのための身体活動基準2013より）

植物の水やり
2.5メッツ

ストレッチング

普通の歩行

自体重を使った
軽い筋力トレ

3.5メッツ

水泳（クロール）
8.3メッツ

2.3メッツ

健康日本21(第二次)
に対応

3.0メッツ
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図表3-1-14 健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標

項目 現状 目標

①地域のつながりの強化（居住地域でお互いに
助け合っていると思う国民の割合の増加）

（参考値）
自分と地域のつながりが

強い方だと思う割合
45.7％

（2007（平成19）年）

65％
（2022（平成34）年度）

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関
わっている国民の割合の増加

（参考値）
健康や医療サービスに関係した

ボランティア活動をしている割合
3.0％

（2006（平成18）年）

25％
（2022年度）

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発
的に情報発信を行う企業登録数の増加

420社
（2012（平成24）年）

3,000社
（2022年度）

④健康づくりに関して身近で専門的な支援・
相談が受けられる民間団体の活動拠点数の
増加

（参考値）
民間団体から報告のあった

活動拠点数
7,134

（2012年）

15,000
（2022年度）

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加（課
題となる健康格差の実態を把握し、健康づ
くりが不利な集団への対策を実施している
都道府県の数）

11都道府県
（2012年）

47都道府県
（2022年度）

5 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活
習慣及び社会環境の改善に関する目標
生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸するためには、国民の健康の増進を形成す

る基本的要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健
康に関する生活習慣の改善が重要であることから、これらについて目標項目を設定した。

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康で幸福
な生活を送るために欠くことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予防のほか、生
活の質の向上及び社会機能の維持・向上の観点から重要である。具体的には、適正体重を
維持している者の増加（肥満、やせの減少）、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1
日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合の増加、食塩摂取量の減少、野菜と果物の摂取量の
増加などを目標とした。（図表3-1-15）
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図表3-1-15 栄養・食生活の改善に関する目標

項目 現状 目標

①適正体重を維持している者の増加（肥満
（BMI25以上）、やせ（BMI18.5未満）の
減少）

20歳～60歳代男性の
肥満者の割合 31.2％
40歳～60歳代女性の
肥満者の割合 22.2％

20歳代女性の
やせの者の割合 29.0％
（2010（平成22）年）

20歳～60歳代男性の
肥満者の割合 28％

40歳～60歳代女性の
肥満者の割合 19％

20歳代女性の
やせの者の割合 20％

（2022（平成34）年度）
②適切な量と質の食事をとる者の増加

ア　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割
合の増加

68.1％
（2011（平成23）年）

80％
（2022年度）

イ　食塩摂取量の減少 10.6g
（2010年）

8g
（2022年度）

ウ　野菜と果物の摂取量の増加

野菜摂取量の平均値
282g

果物摂取量100g未満の者の割合
61.4％

（2010年）

野菜摂取量の平均値
350g

果物摂取量100g未満の者の割合
30％

（2022年度）

③共食の増加
（食事を１人で食べる子どもの割合の減少）

朝食　小学生 15.3％
　　　中学生 33.7％
夕食　小学生 2.2％
　　　中学生 6.0％

（2010年度）

減少傾向へ
（2022年度）

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品
企業及び飲食店の登録数の増加

食品企業登録数　14社
飲食店登録数　17,284店舗

（2012（平成24）年）

食品企業登録数 100社
飲食店登録数　30,000店舗

（2022年度）

⑤利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養
の評価、改善を実施している特定給食施設
の割合の増加

（参考値）
管理栄養士・栄養士を

配置している施設の割合
70.5％

（2010年）

80％
（2022年度）
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1　国立健康・栄養研究所とは？
国民の健康の保持増進と、国民の栄養・食

生活に関する研究を行っている「独立行政法
人国立健康・栄養研究所」について、研究内
容や施設の様子を中心に紹介する。

国立健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所には、47名（役員
4名、事務職員11名、常勤研究員32名）の
役職員と162名の特別研究員等が在籍して
おり（2014（平成26）年4月現在）、医学、
栄養学、薬学、農学などの専門家が日々健康
や栄養について研究をしている。

2　どんな研究をしているの？
国立健康・栄養研究所が主に取り組んでい

ることは①生活習慣病の予防、②健康・栄養
に関する調査研究、③健康食品の評価の3つ
である。その他、法定業務として①国民健
康・栄養調査の集計業務、②特別用途食品 2

等の試験業務がある。
①生活習慣病の予防

②健康・栄養に関する研究

③健康食品の評価

①国民健康・栄養調査の集計業務

②特別用途食品等の試験業務

調査研究業務

法定業務

（1）　生活習慣病の予防
生活習慣病を予防するためには、食事と運

動が大事と言われていることから、それらの
併用効果について科学的に解明し、生活習慣
病の予防に役立てようとする研究である。
（2）　健康・栄養に関する調査研究

日本人の食生活の多様化と健康への影響と
食生活改善に関する集団を対象とした研究を
行うものである。日本においては「食生活の
欧米化」などが指摘されており、食生活の変
化が健康に及ぼす影響などについて研究して
いる。
（3）　健康食品の評価

健康に良いとされる健康食品の食品成分の
有効性はあるのか、健康への影響はないのか
等について研究している。また、最近、注目
を浴びている「トクホ」（特定保健用食品）
の成分分析等も行っている。

3　研究所の主な実験設備
（1）　エネルギー代謝研究室

「24時間代謝測定室」（写真右上・左上）
は、被験者に中に入ってもらい長時間にわ
たって生活をした場合のカロリーの消費量

（酸素の消費量から推定）を測定する実験設
備である。実験の状況は、写真右下にあるパ
ソコンのモニターで記録・監視される。写真
左下のオレンジ色の道具は、活動時の酸素の
消費量を計測するのに必要な呼気を入れるた
めの袋である。

健康・栄養の研究
～独立行政法人国立健康・栄養研究所 1の取組み～コラム

1	 2014（平成26）年5月に、独立行政法人医薬基盤研究所と独立行政法人国立健康・栄養研究所を統合し、医薬品及び健康・栄
養に関する研究等を実施する独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所とすることを定めた「独立行政法人医薬基盤研究所法の
一部を改正する法律」が成立した。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

2	 特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示する
ものである。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要がある。
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（2）　身体活動評価研究室
定期的に運動した場合の身体への影響や体

に負荷を掛けた場合に身体にどのような変化
があるかを測定するための実験施設（写真）
である。運動の負荷を掛けて心拍数等を測定
したり、呼気の成分分析などを行う。

4　主な研究成果
主な研究成果としては、肥満者を対象とし

た肥満克服プログラム（長野県佐久市）にお
いて、1年間の運動と食事の指導が、体重の
増加を抑えることを明らかにしたものがあ
る。下のグラフは、野菜の抗酸化力を数値に
したもので、抗酸化力の高い食品を摂取した
場合に疾病予防効果があるかどうかを研究す
るための基礎的な資料となる。

野菜の抗酸化力
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5　社会貢献
（1）　国民健康・栄養調査の集計業務

健康増進法に基づき「国民健康・栄養調
査」の集計を行っている。国民の身体の状
況、栄養摂取量、生活習慣の状況を集計し年
度比較することで、食生活の変化やそれに対
する疾病状況の変化などを知ることができ
る。下のグラフは、「国民健康・栄養調査」
による食塩摂取量の推移を示したグラフであ
る。

食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上）

12.7

12.1
12.4 12.2 12.0 11.9

11.6 11.4 11.4 11.3
10.9

10.5 10.7 10.5 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6

11.7
11.2

11.5
11.2 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4

9.6

10.4

8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5

H24（年）

総数
女性
男性

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

（g/日）

（2）　健康・栄養情報の収集と世界への発信
栄養管理に必須の「日本人の食事摂取基

準」の基となる研究を実施するとともに、関
連する成果を世界中から収集し、蓄積してい
る。また、世界中の研究者が日本の食生活に
ついて研究することができるように食事摂取
基準を英語に翻訳している。情報収集や英語
翻訳をすることで、日本の食生活に関する研
究が一段と進むことが期待される。
（3）　健康食品に関するデータベースの作成

国立健康・栄養研究所では、「健康食品の
安全性・有効性情報」というサイトで、ビタ
ミンやミネラル等の各成分の情報を提供して
いる。また、一般の人にもサプリメントの正
しい知識を持ってほしいと、「サプリメント
クイズ」なども用意している。ぜひ一度チャ
レンジしてみてほしい。

（参照）
○国立健康・栄養研究所ホームページ　URL：http://www0.nih.go.jp/eiken/
○健康食品の安全性・有効性情報ホームページ　URL：https://hfnet.nih.go.jp/
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身体活動＊14・運動＊15を多くする人は、不活発な人と比較して循環器疾患やがんなどの
NCD（非感染性疾患）の発症リスクが低いことが実証されており、日常生活での歩数の
増加、運動習慣者の割合の増加等を目標とした。（図表3-1-16）

図表3-1-16 身体活動・運動の改善に関する目標

項目 現状 目標

①日常生活における歩数の増加

20歳～64歳
男性　7,841歩
女性　6,883歩

20歳～64歳
男性　9,000歩
女性　8,500歩

65歳以上
男性　5,628歩
女性　4,584歩
（2010年）

65歳以上
男性　7,000歩
女性　6,000歩
（2022年度）

②運動習慣者の割合の増加

20歳～64歳
男性　26.3％
女性　22.9％

20歳～64歳
男性　36％
女性　33％

65歳以上
男性　47.6％
女性　37.6％
（2010年）

65歳以上
男性　58％
女性　48％

（2022年度）
③住民が運動しやすいまちづくり･環境整備

に取り組む自治体数の増加
17都道府県
（2012年）

47都道府県
（2022年度）

休養は、こころの健康を保つため、そして、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す
ための重要な要素の一つであることから、睡眠による休養を十分とれていない者の減少、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少を目標とした。（図表3-1-17）

図表3-1-17 休養の改善に関する目標

項目 現状 目標
①睡眠による休養を十分とれていない者の割

合の減少
18.4％

（2009（平成21）年）
15％

（2022年度）
②週労働時間60時間以上の雇用者の割合の

減少
9.3％

（2011（平成23）年）
5.0％

（2020年）

飲酒について、まず、多量飲酒者＊16の存在があげられる。アルコールに関連した健康
問題や飲酒運転を含めた社会問題の多くは、この多量飲酒者によって引き起こされたと推
定されており、この多量飲酒者の低減に向けて引き続き努力をする必要がある。また、生
活習慣病を始めとする様々な身体疾患やうつ病等の健康障害のリスク要因であることか
ら、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少、未成年者や妊娠中の
飲酒をなくすことを目標とした。＊17（図表3-1-18）

＊14	安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費するすべての動きを指す。
＊15	身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として計画的・意図的に行われるものを指す。
＊16	「健康日本21」において純アルコール量で「1日平均60グラムを超える飲酒者」と定義した。（第1章第3節 2 の＊23参照）
＊17	なお、2013（平成25）年12月に「アルコール健康障害対策基本法」が制定され、国や地方公共団体は、アルコール関連問題に関

する知識の普及やアルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害
の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとされた。
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図表3-1-18 飲酒の改善に関する目標

項目 現状 目標
①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒して

いる者（1日当たりの純アルコール摂取量
が男性40g以上、女性20g以上の者）の割
合の減少

男性　15.3％
女性　 7.5％

（2010（平成22）年）

男性　13％
女性　6.4％

（2022（平成34）年度）

②未成年者の飲酒をなくす

中学3年生
男子　10.5％
女子　11.7％

高校3年生
男子　21.7％
女子　19.9％
（2010年）

0％
（2022年度）

③妊娠中の飲酒をなくす 8.7％
（2010年）

0％
（2022年）

たばこによる健康被害は、国内外の多数の科学的知見により因果関係が確立しており、
具体的には、がん、循環器疾患、呼吸器疾患（COPDなど）、糖尿病の原因である。この
ため、成人の喫煙率の減少、未成年者や妊娠中の喫煙をなくすことのほか、受動喫煙の機
会を有する者の割合低下を目標とした＊18。（図表3-1-19）

図表3-1-19 喫煙の改善に関する目標

項目 現状 目標
①成人の喫煙率の減少
（喫煙をやめたい者がやめる）

19.5％
（2010年）

12％
（2022年度）

②未成年者の喫煙をなくす

中学1年生
男子　1.6％
女子　0.9％
高校3年生

男子　8.6％
女子　3.8％
（2010年）

0％
（2022年度）

③妊娠中の喫煙をなくす 5.0％
（2010年）

0％
（2014（平成26）年）

④受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・
医療機関）の機会を有する者の割合の減少

行政機関　16.9％
医療機関　13.3％

（2008（平成20）年）
職場　64％

（2011（平成23）年）
　家庭　10.7％
飲食店　50.1％

（2011年）

行政機関　0％
医療機関　0％
（2022年度）

職場 受動喫煙の無い職場の実現
（2020（平成32）年）

家庭　3％
飲食店　15％
（2022年度）

歯・口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要であり、生活の質の
向上にも大きく寄与していることから、80歳で20歯以上の自分の歯＊19を有する者の割
合の増加、過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加等を目標とした。＊20（図表
3-1-20）

＊18	なお、職場における労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とすること
等を内容とする「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を2014（平成26）年3月に国会に提出した。

＊19	成人の永久歯の本数は、一般的に32本（うち4本は第三大臼歯（いわゆる親知らず））である。
＊20	なお、2011（平成23）年8月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定され、国や地方公共団体は、歯科口腔保健に関する

知識の普及啓発や定期的に歯科検診を受けることの勧奨について、必要な施策を講じることとされている。
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図表3-1-20 歯・口腔の健康の改善に関する目標

項目 現状 目標
①口腔機能の維持・向上（60歳代における

咀嚼（そしゃく）良好者の割合の増加）
73.4％

（2009（平成21）年）
80％

（2022年度）
②歯の喪失防止

ア　80歳で20歯以上の自分の歯を有する
者の割合の増加

25.0％
（2005（平成17）年）

50％
（2022年度）

イ　60歳で24歯以上の自分の歯を有する
者の割合の増加

60.2％
（2005年）

70％
（2022年度）

ウ　40歳で喪失歯のない者の割合の増加 54.1％
（2005年）

75％
（2022年度）

③歯周病を有する者の割合の減少
ア　20歳代における歯肉に炎症所見を有

する者の割合の減少
31.7％

（2009年）
25％

（2022年度）
イ　40歳代における進行した歯周炎を有

する者の割合の減少
37.3％

（2005年）
25％

（2022年度）
ウ　60歳代における進行した歯周炎を有

する者の割合の減少
54.7％

（2005年）
45％

（2022年度）
④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

ア　3歳児でう蝕がない者の割合が80％以
上である都道府県の増加

6都道府県
（2009年）

23都道府県
（2022年度）

イ　12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満
である都道府県の増加

7都道府県
（2011年）

28都道府県
（2022年度）

⑤過去1年間に歯科検診を受診した者の割合
の増加

34.1％
（2009年）

65％
（2022年度）

	2	「スマート・ライフ・プロジェクト」
（1）「健康寿命をのばしましょう」をスローガンに

厚生労働省では、より多くの国民の生活習慣を改善し、健康寿命をのばすことを目的と
して「スマート・ライフ・プロジェクト」を2011（平成23）年2月に開始した。これは
企業・団体・自治体と厚生労働省が連携し、国民の健康づくりを応援・推進する運動であ
る。（図表3-1-21）

具体的には、プロジェクトに参画した企業等に対して、生活習慣病予防に直接つながる
3つの行動「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」について、従業員・職員の方への呼
びかけ、地域でのイベントの実施や協力、商品やサービスを通じた消費者への呼びかけな
どを行ってもらうものである。（図表3-1-22）
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図表3-1-21 「スマート・ライフ・プロジェクト」のロゴマークとスローガン

ロゴマーク・スローガンはこちら！！

☆ プロジェクト名の「スマート」には「形がいい」のほかに、「賢い」という意味もあり、
「すこやかな生活習慣」を「スマート・ライフ」と表現しています。

☆ 国民の皆様に、「健康寿命」という概念を意識していただくために、スローガンとして
「健康寿命をのばしましょう」というフレーズを入れました。

☆ 人型のロゴデザインは、伸びやかに羽ばたいている姿をイメージしたデザインと
なっていて、「すこやかな生活習慣の爽快感」を体現するイメージとして描いています。

ロゴ・スローガンにはこんな意味があります！

図表3-1-22 「スマート・ライフ・プロジェクト」が提案する3つのアクション

「スマート・ライフ・プロジェクト」が提案する３つのアクション

“健康寿命をのばしましょう”を

スローガンに、「運動、食生活、

禁煙」で具体的なアクションを

呼びかけます。象徴的なアク

ションを設定し、そのネーミング

とロゴを作成しました。

運動

食生活 禁煙

推奨するアクション例（メッセージ）
例えば、毎日１０分の運動を。
通勤時。苦しくならない程度のはや歩き。
それは、立派な運動になります。
１日に１０分間の運動習慣で健康寿命を延ばしましょう。

例えば、 日プラス７０ｇの野菜を。
日本人は 日 ｇの野菜を採っています。
１日にあと＋ ｇの野菜を食べること、朝食をしっかり
食べることで健康寿命を延ばしましょう。

例えば、禁煙の促進。
タバコを吸うことは健康を損なうだけでなく、
肌の美しさや若々しさを失うことにも繋がります。
タバコをやめて健康寿命を延ばしましょう。

こうした取組みの普及啓発を図るために、プロジェクトに参加する企業等が掲示できる
ポスターなどを作成する（図表3-1-23）とともに、健康づくりに熱心に取り組む企業等
を顕彰するため「健康寿命をのばそう！アワード」を創設した。
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図表3-1-23 健康増進普及月間啓発用ポスター

（2）「健康寿命をのばそう！アワード」
「健康寿命をのばそう！アワード」は、厚生労働省が2012（平成24）年度から、生活

習慣病予防の啓発活動の奨励・普及を図るために創設した表彰制度である。これは、「ス
マート・ライフ・プロジェクト」が掲げる、適度な運動・適切な食生活・禁煙の3つの
テーマを中心に、企業・団体・自治体による健康づくりの取組みとして優良な事例を表彰
し、広く周知することを目的としている。

こうして周知した取組みは、健康づくりにいまだ踏み出せていない企業・団体・自治体
にとって参考・モデルとなり、実践につながっていく。そして国民的な取組みとなること
を後押ししていこうとするものである。

具体的には、厚生労働大臣賞として最優秀賞（1件）と優秀賞（企業、団体、自治体部
門で各1件）、厚生労働省健康局長賞として優良賞（各5件以内）を選考し、表彰するこ
ととしている。2013（平成25）年3月に第1回目、同年11月に第2回目の表彰式を行っ
ており、受賞数はこれまでで38件となっている。（図表3-1-24、図表3-1-25）

図表3-1-24 健康寿命をのばそう！アワード「厚生労働大臣賞受賞一覧」

表彰名 事業者・団体名 応募対象名

最優秀賞
静岡県 健康寿命日本一に向けたふじのくにの挑戦
株式会社タニタ 「集団健康づくりパッケージ『タニタの健康プログラム』の展開」

企業部門
優秀賞

三菱電機株式会社 三菱電機グループヘルスプラン21（略称：MHP21）ステージⅡ
株式会社
大和証券グループ本社 「人事部・健保組合・産業保健スタッフが一体となった健康増進の取り組みについて」

団体部門
優秀賞

医療法人社団　鉄祐会
祐ホームクリニック石巻
一般社団法人
高齢先進国モデル構想会議

在宅医療から被災地・石巻の健康・生活復興への挑戦

東京都職員共済組合 「大規模保険者『東京都職員共済組合』の生活習慣病予防への挑戦

自治体部門
優秀賞

松本市 「健康寿命延伸都市・松本」をめざして
呉市（広島県） 「呉市糖尿病性腎症等重症化予防事業/はじめよう！減塩生活」
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図表3-1-25 健康寿命をのばそう！アワード「厚生労働省健康局長賞受賞一覧」

表彰名 事業者・団体名 応募対象名

企
業
部
門
　
優
良
賞

株式会社政策投資銀行 DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付
三井化学株式会社 全社で一体となった健康増進活動
ファイザー株式会社 禁煙啓発プロジェクト
一正蒲鉾株式会社 水産練り製品における美味しい減塩商品の開発と積極的販売活動の推進
株式会社くまもと健康支援研究所 医商連携まちづくり「うえきモデル」

エームサービス株式会社 「『メタボリCare』（低エネルギー・低コレステロール・高食物繊維を基
本としたバランスの良いセットメニュー）の推進」

株式会社グローバルダイニング 「お客様と従業員に健康と喜びを」
株式会社フジクラ／フジクラ健康保険組合 「『社員が生き生きと働いている会社』を目指して」
第一生命保険株式会社 「第一生命の健康経営　～DSR経営と安心の絆～」
ローソン健康保険組合 「健康診断結果に基づく、事業所と連携した健康増進施策」

団
体
部
門
　
優
良
賞

特定非営利活動法人　健康保養ネットワーク ICTを活用した生活習慣病予防・改善事業
全国健康保険協会　栃木支部 栃の葉ヘルシープロジェクト
全国農業協同組合中央会 JA健康寿命100歳プロジェクト
特定非営利活動法人　熊野で健康ラボ 熊野古道健康ウォーク

延岡市健康長寿推進市民会議 健康長寿のまちづくり市民運動～めざせ天下一！健康長寿のべおか
1に運動・2に食事・3にみんなで健診受診～

企業組合　であい村　蔵ら 「『企業組合　であい村　蔵ら』が夢の華咲かせます！～人も町も元気も
りもりプロジェクト～」

くまもと禁煙推進フォーラム 「キツエンからキンエンに。―熊本県における禁煙推進活動―」

公益財団法人　愛知県健康づくり振興事業団 「愛知県内の小中学校への学校教育支援事業～こころとからだの健康教
育～」

公益財団法人　日本対がん協会 「らくらく禁煙コンテスト」
JA山梨厚生連健康管理センター 「延ばそう！健康寿命『つなげる、やさしさ。』プロジェクト」

自
治
体
部
門
　
優
良
賞

横手市（秋田県） 健康の駅よこて
多治見市（岐阜県） 「たじみ健康ハッピープラン」に基づく地域ですすめる喫煙対策
藤枝市（静岡県） めざそう！“健康・予防　日本一”　ふじえだプロジェクト

東海市（愛知県） いきいき元気推進事業 ―市民一人ひとりが主体的に健康づくりができる
環境づくり―

岡山市（岡山県） ソーシャルキャピタルの醸成による「健康市民おかやま21」の推進

大府市（愛知県） 「大府健康長寿サポート事業 ―運動等を通して、認知症（介護）を予防
できるまちを目指して―」

坂戸市（埼玉県） 「地域資源と連携した市民との協働による健康づくり運動」
小豆島町（香川県） 「オリーブを用いた健康長寿の島づくり活動」
妙高市（新潟県） 「『総合健康都市妙高』の実現に向けた市民主体の健康づくり」

和光市（埼玉県） 「高齢者が住み慣れた地域・住まいで生活できる仕組みづくり及び介護
予防　要介護者減少のための包括的な取組み」

152 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



「社員の健康」を会社の経営方針として重
視する会社が広まりつつある。すなわち、社
員の健康管理を経営課題としてとらえ、社員
の健康増進を図ることにより、併せて会社の
業績向上につなげる、という経営スタイルで
ある。経営戦略の柱として位置付けるなど正
面から取組みを進めようとする点で、従来の
福利厚生などとは異なるものと言えるだろ
う。

本白書においても、企業の従業員に対する
健康支援の取組みについて掲載している（第
3節参照）が、実際様々な取組みが行われて
いる。例えば健康診断の受診率100％を目
指し、受診しない社員だけでなくその上司に
ついても賞与の減額措置があるという取組み
や、社員食堂でバランスのよいセットメ
ニューを提供する試み、禁煙を強力に推進す
る取組み、メンタルヘルスチェック・長時間
労働対策の積極的推進などがあげられる。

こうした動きが出てきている背景の1つと
しては、2008（平成20）年の特定健診の
導入が挙げられるだろう。自社員に対する健
康意識が向上するとともに健診項目の統一化
やデータの電子化も進み、今やこうしたデー
タを活用して社員の健康対策をきめ細かく実
施することも可能になってきている。また、
社員が健康になり医療費が節減できれば健康
保険組合、企業としての負担も軽くなる。

さらに、こうした企業の取組みを融資面で
支援する動きがある。（株）日本政策投資銀
行（Development Bank of Japan）では、
2012（平成24）年から「DBJ健康格付」
を実施している。これは約120にも及ぶ項

目により、企業の従業員に対する健康配慮へ
の取組みを評価し、その評価に応じて金利を
優遇するというもので、世界初の融資メ
ニューであるという。ランクは「特に優れて
いる」「優れている」「十分」の3つに分けら
れ、認定されればそれに応じたロゴマークを
使用することができ、さらに上位2つに該当
すればそれぞれの特別金利を受けることがで
きる。2014（平成26）年3月末までに17
社に対して合計400億円超の融資を実施し
ており、融資期間にわたってモニタリングを
実施することとしている。担当の方によれ
ば、企業にとってのメリットは金利だけでは
なく、CSR（企業の社会的責任）面でのア
ピール効果も期待できるとのことであり、ま
た各企業の取組みは今のところまだトップの
判断によるところが大きいが、今後も普及啓
発に力を入れていきたいという。

社員の健康を重視する取組みは国としても
後押しする方向であり、今後ますますこうし
た動きが広がっていくことが期待される。

2014年版のAランク（特に優れている）のロゴマーク

DBJ健康格付コラム
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（3）健康・予防元年から始める「健康づくり大キャンペーン」
厚生労働省では、例年9月を食生活改善普及運動・健康増進普及月間として、各種行事

を開催し、国民に広く健康づくりを啓発している。特に2013（平成25）年は、健康日本
21（第二次）が始まる年であり、「健康寿命をのばそう！アワード」を新たに始めるなど、
健康づくりの機運を高めるには絶好の状況であった。

そこで、2013年の健康増進普及月間を開催する直前の8月に「健康づくり大キャン
ペーン」の実施を発表し、2013年を「健康・予防元年」という姿勢でその積極的な展開
を図っている。

その柱の一つは「いきいき健康大使」の任命である。これは、各種健診を定期的に受診
することの必要性を説くなど、国民の健康への関心を十分に喚起し、国民一人一人の健康
づくりに対する意識を変革するため、各年齢層を代表するオピニオンリーダーとして活躍
している方を「いきいき健康大使」として任命し、様々なイベントなどへの参加を通じ
て、健康づくりの普及・啓発をしてもらうというものである。

もう一つの柱は、2013年9月、厚生労働省内に「健康づくり推進本部」を設置したこ
とである。健康づくりに関しては、「国民の健康寿命が延伸する社会」を目指すに当たり、
予防サービスの充実等により、国民の医療・介護需要をできる限り抑えつつ、より質の高
い医療・介護を提供する必要があるなど、対応する施策が多岐にわたることから、厚生労
働大臣を本部長として、省内横断的な組織として本部を設置し取組みを進めていくことと
した。

図表3-1-26 「いきいき健康大使」の任命

2013年9月17日 左から平原綾香氏、有森裕子氏、三浦雄一郎氏、田村憲久厚生労働大臣、 
とかしきなおみ前厚生労働大臣政務官、丸川珠代前厚生労働大臣政務官 

いきいき健康大使 
Goodwill Ambassador of Active Health 
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	3	 地域での健康づくりに関する国の指針について
前述したとおり、健康づくりの担い手は、国、企業など多岐にわたる中で、地方公共団

体は、保健師・管理栄養士等が中心となって、地域住民に対し、健康の保持・増進を目的
とした様々な取組みを行っている。

地方公共団体が、健康づくりなどの地域保健対策を行うに当たっての指針として、国は
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」を定めるとともに、保健師が地域で保健活
動を行うに当たっての指針として、「地域における保健師の保健活動に関する指針」を定
めている。

また、地方公共団体において地域住民に対する栄養指導等に従事する行政栄養士が、地
域の健康づくりや栄養・食生活の改善に取り組むに当たっての指針として、国は「地域に
おける行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」を定めている。

（1）地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正	
～ソーシャル・キャピタルの考え方の導入～

1「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」とは
この指針の目的は、地域保健体系の下で、市町村等が取り組むべき方向を示すことによ

り、地域保健対策の円滑な実施と総合的な推進を図ることである。
具体的には、地域保健対策を推進する担い手である保健所、市町村保健センター、地方

衛生研究所の連携を一層進めること、地域の特性を生かしつつ、社会福祉等の関連施策と
の有機的なつながりを強固にすること、科学的な根拠に基づく地域保健対策を推進するこ

健康日本21（第二次）では、①健康寿命
と平均寿命の差である「日常生活に制限のあ
る期間」は、女性の方が長いこと、②妊娠中
の喫煙は、妊婦自身の喫煙による健康被害と
ともに、胎児に対する「受動喫煙」による健
康被害が明らかにされていること、③子宮頸
がんや乳がんの予防や早期発見が重要である
ことなど、女性特有の健康問題が存在するこ
とから、その対策を講ずる必要があるとして
いる。

これらを踏まえ、厚生労働省では、女性の
健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く
健康課題に対する社会的関心の喚起を図るた
め、毎年3月1日から8日までを「女性の健
康週間」とした。これにより女性の健康づく
りを国民運動とし、国・地方公共団体・関係
団体等社会全体が一体となって、各種の啓発
事業や行事等を展開することで、女性が生涯

を通じて健康で明るく、充実した日々を自立
して過ごすことを総合的に支援している。

2008（平成20）年から数えて7回目とな
る2014（平成26）年の女性の健康週間で
は、「女性の健康週間イベント」（主催：愛知
県大府市、共催：スマート・ライフ・プロ
ジェクト（厚生労働省）、公益財団法人愛知
県健康づくり振興事業団）が開催され、いき
いき健康大使で女子マラソン五輪メダリスト
の有森裕子氏による講演や、愛知健康の森健
康科学総合センター長の津下一代氏と有森裕
子氏によるトークセッションが行われ、約
230名が参加し、盛会のうちに終了した。

この他、全国各地で女性の健康に関する
リーフレット等による広報や、女性の健康相
談、健康教室等が実施され、女性の健康づく
りについて普及啓発が進められている。

「女性の健康週間」コラム
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とがあげられる。これらの取組みにより、地域住民の健康の保持・増進を図るとともに地
域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ることが可能になる。

この指針は、1994（平成6）年に定められてから、その時々の社会情勢の変化に応じ
て、改正を行ってきた。最近では、近年の地域保健を取り巻く社会的背景を踏まえて、
2012（平成24）年7月に改正を行ったが、その大きな特徴は、次に説明する「ソーシャ
ル・キャピタルの活用」である。

2ソーシャル・キャピタルの活用
これまで、地域保健については、個人を対象に保健と福祉サービスの一体的な提供を行

う方向で施策を進めてきた。
しかし、少子高齢化の進展などによる住民生活のスタイルの多様化に伴い、地域保健へ

のニーズも多様化してきた。一方で、地域保健を担う地方公共団体も、財政状況や人材の
関係から、その全てのニーズに応えることに限界がある。

そこで着目したのは、「ソーシャル・キャピタル」という考え方である。ソーシャル・
キャピタルの議論に大きな影響を与えているとされるアメリカの政治学者ロバート・パッ
トナム（Robert David Putnam）教授によれば、人々の協調行動を活発にすることに
よって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社
会組織の特徴をソーシャル・キャピタルと定義している。

この定義を踏まえて、指針の中では具体的にソーシャル・キャピタルを「地域に根ざし
た信頼や社会規範、ネットワークといった社会資本等」とし、地域保健対策の推進に当
たっては、これらを活用して、住民による共助（例えば、市民ボランティアによる市民の
健康づくりの普及啓発など）への支援を推進することとした。

これ以外にも、医療、介護、福祉等の連携強化、地域の健康危機管理体制の確保、学校
保健との連携などを盛り込んでいる。

（2）地域における保健師の保健活動に関する指針の改正
地域での健康づくりの中心は保健所であり、その保健所を拠点にして地域に密着して活

動するのが保健師である。地域で保健師が保健活動を行うに当たっての参考として、「地
域における保健師の保健活動について」（厚生労働省健康局長通知）を発出し、地方公共
団体に技術的助言を行っている。

この通知は、1949（昭和24）年に初めて示されて以降、1960（昭和35）年、1998
（平成10）年、2003（平成15）年と保健師に期待される役割や周辺環境の変化に応じて
その都度発出したが、2003年以降、地域包括ケアシステムの推進、特定健康診査・特定
保健指導の導入、がん対策、自殺対策、肝炎対策、虐待防止対策などの法整備が進められ
たことにより、保健師の活動をめぐる状況が大きく変化した。

また、健康日本21（第二次）が策定され、地域保健対策の推進に関する基本的な指針
も改まる中で、生活習慣病対策をはじめとして、保健、医療、福祉、介護等の各分野との
連携や関係機関、住民等との協働がますます重要とされたことなどから、2013（平成
25）年4月に2003年の通知を全面改正した。

改正のポイントは、保健師による地区担当制の推進等を明示するとともに、保健師が個
人及び地域全体の健康の保持・増進と疾病の予防を図るため、所属する組織や部署にかか
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わらず、保健師として活動する際の留意点として、①「予防的介入の重視」として、生活
習慣病等の疾病の発症・重症化予防を徹底し、要医療や要介護状態になることの防止等を
図ること、②「地区活動に立脚した活動の強化」として、訪問指導、健康相談、健康教
育、地区組織の育成などを通じて積極的に地域に出向き、地区活動により、住民の生活の
実態や健康問題の背景にある要因を把握することなど10項目に整理したことがあげられ
る。

（3）地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本
指針

この指針は、行政栄養士が、地方公共団体における健康日本21（第二次）の推進を踏
まえつつ、健康づくりや栄養・食生活の改善に取り組むための基本的な考え方とその具体
的な内容を技術的助言として示すため、2013（平成25）年3月に厚生労働省健康局がん
対策・健康増進課長通知として発出したものである。

具体的には、予算や行政栄養士数などの資源が限られている中で、施策の成果が最大に
得られるようにする観点から、例えば、以下の項目を示している。

1生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のための施策の推進
都道府県では市町村や保険者等の協力を得て、特定健診・特定保健指導等の結果を共有

するとともに、その情報を集約・整理して市町村の状況の差に関する情報を還元する仕組
みづくりを進めることとしている。

保健所設置市・特別区・市町村では集団全体の健康・栄養状態の特徴を特定健診・特定
保健指導の結果や、レセプトデータ、介護保険データ等に基づいて分析し、優先的に取り
組む健康・栄養課題を明確にして、効果が期待できる目標を設定し、効率的かつ効果的に
栄養指導を実施することとしている。

2食を通じた社会環境の整備の促進
都道府県では、飲食店によるヘルシーメニューの提供等の促進、地域の栄養ケア等の拠

点の整備、健康増進に資する食に関する多領域の施策の推進などに向けて取り組むことと
された。

保健所設置市・特別区、市町村では、食育推進ネットワークの構築として、健康増進が
多領域の施策と有機的かつ効果的に推進されるよう、食育計画の策定、実施及び評価等に
ついて、関係部局と調整を図ること、住民主体の活動やソーシャル・キャピタルを活用し
た健康づくり活動を推進するため、ボランティア組織の育成や活動の活性化が図られるよ
う、関係機関等との幅広いネットワークの構築を図ることなどが示された。

平成26年版　厚生労働白書 157

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



	4	 政府一丸となった「健康寿命の延伸」
（1）日本再興戦略

2013（平成25）年6月に閣議決定した「日本再興戦略」では、成長戦略を実行・実現
するものとして、政権を挙げて優先的に取り組むべき施策を厳選した3つのアクションプ
ランを定めた。このうち、戦略市場創造プランのテーマとして「国民の「健康寿命」の延
伸」があげられた。2030（平成42）年のあるべき姿を「予防サービスの充実等により、
国民の医療・介護需要の増大をできる限り抑えつつ、より質の高い医療・介護を提供する
ことにより「国民の健康寿命が延伸する社会」を目指すべき」とし、そのあるべき姿に向
けて整理した「中短期工程表」では、「2020年までに国民の健康寿命を1歳以上延伸」と
いう目標を掲げている。

（2）健康・医療戦略
2013（平成25）年6月に関係閣僚による申合せとして取りまとめ、上記（1）の「日

本再興戦略」と一体的に推進することとされた「健康・医療戦略」は、「世界に先駆けて
超高齢化社会を迎えつつある我が国にあって、政府は、世界最先端の医療技術・サービス
を実現し、健康寿命世界一を達成すると同時に、健康・医療分野に係る産業を戦略産業と
して育成し、我が国経済の成長に寄与することにより、我が国を課題解決先進国として、
超高齢化社会を乗り越えるモデルを世界に拡げなければならない」とした上で、これらの
課題に対応するため、健康・医療分野の成長戦略の実現に向けて取り組む施策をまとめた
ものであり、基本的理念の一つに「健康長寿社会の実現」が掲げられている。

	5	「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予防・健康管理に関する取組の推進
厚生労働省では、日本再興戦略等を踏まえ、2013（平成25）年8月、いわゆる団塊の

世代が75歳となる2025（平成37）年に向けて、「「国民の健康寿命が延伸する社会」に
向けた予防・健康管理に関する取組の推進」を取りまとめ、公表した。

ここでは、①高齢者への介護予防等の推進、②現役世代からの健康づくり対策の推進、
③医療資源の有効活用に向けた取組の推進により、5兆円規模の医療費・介護費の効果額
を目標としている。

これら施策の実施に当たっての特徴としては、①レセプト・健診情報等のデータを最大
限活用した効果的な取組みの推進、②先に述べた健康づくり推進本部を中心に厚生労働省
内で横断的な体制で推進すること、③推計が可能な取組みは、それぞれの取組みの目標と
しての効果額を提示したことがあげられ、具体的には、以下の施策を実施することとした。

①「高齢者への介護予防等の推進」として、介護・医療情報の「見える化」等を通じた
介護予防等の更なる推進、認知症早期支援体制の強化、高齢者の肺炎予防の推進等

②「現役世代からの健康づくり対策の推進」として、レセプト・健診情報等を活用した
データヘルスの推進＊21、特定健診・特定保健指導等を通じた生活習慣病予防の推進、

＊21	現役世代から健康づくり対策を推進する視点からは、レセプトと健診情報等を活用し、加入者の健康づくりや疾病予防、重症化予
防につなげる「データヘルス」を進めていくことが重要である。これは、医療保険加入者の医療費の内容や傾向の分析により得た医療費
データと健診データ等を突き合わせることで、個々の加入者の健康状態などを把握し、効率的な保健事業を実施していくというものであ
る。

 今後、各医療保険者に対して、2014（平成26）年度中にデータに基づいた「データヘルス計画」を策定し、2015（平成27）年度か
ら事業に取り組んでもらうことを予定している。
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たばこをやめたい人を支援するたばこ対策の推進、日本人の長寿を支える「健康な食
事」の推進等

③「医療資源の有効活用に向けた取組の推進」として、後発医薬品の使用促進、ICT
活用による重複受診・重複検査等の防止等

また、複数の関係部局にまたがる議題で、特に、重点的に進捗管理を行うものについ
て、①高齢者への介護予防等の更なる推進、②生涯現役社会の実現に向けた検討、③地域
職域連携の推進等による特定健診・がん検診の受診率向上、④地域・職域におけるこころ
の健康づくりの推進、⑤医療資源の有効活用に向けた取組の推進の5つのワーキンググ
ループを設置し、集中的に検討を行っている。

これらについては、厚生労働省内での横断的な検討体制としての「健康づくり推進本
部」において推進しつつ、効果的な取組みに向けた検討を進めてきたところであり、今後
各施策の工程表に基づき、計画的に取組みを進めていくこととしている。
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図表3-1-27 「『国民の健康寿命が延伸する社会』に向けた予防・健康管理に関する取組の推進」の概要

１．趣旨
○日本再興戦略等を踏まえ、2025（平成37）年に向け、『国民の健康寿命が延伸する社会』の構築を目指して予防・健
康管理等に係る具体的な取組を推進。
　・高齢者への介護予防等の推進
　・現役世代からの健康づくり対策の推進
　・医療資源の有効活用に向けた取組の推進
○これらの取組を推進することにより、5兆円規模の医療費・介護費の効果額を目標。

２．取組のポイント
①レセプト・健診情報等のデータを最大限活用した効果的な取組の推進
②健康づくり推進本部を中心に省内横断的な体制で推進
③推計が可能な取組は、それぞれの取組の目標としての効果額を提示
　（注：効果額は各取組で重複があるため単純に足し上げられるものではないことに留意が必要。）

３．主な取組の内容

①介護・医療情報の「見える化」等を通じた介護予防等の更なる推進 （※取組の推進により介護費約0.6兆円の効果額を目標）
・地方自治体が地域の実情に応じて効果的・効率的な介護予防・保健事業を行えるよう、地域単位での介護・医療
関連情報の「見える化」等による介護予防等の推進。

②認知症早期支援体制の強化 （※取組の推進により医療費約0.1兆円の効果額を目標）
・認知症の人が住み慣れた環境で暮らし続けられるよう、医療・介護で早期支援体制の構築

③高齢者の肺炎予防の推進 （※取組の推進により医療費約0.7兆円の効果額を目標）
・高齢者の誤嚥性肺炎の予防に向けた口腔ケア、成人用肺炎球菌ワクチン接種の推進

④生涯現役社会の実現に向けた環境整備等
・高齢者と地域社会のニーズの有効なマッチングの仕組みの整備等を支援、シルバー人材センターの活用

Ⅰ 高齢者への介護予防等の推進

①レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進 （※①～③の取組の推進により医療費約2.4兆円強の効果額を目標）
・医療保険者におけるレセプト・健診情報等を活用したデータヘルス計画の策定、効果的な保健事業の実施

②特定健診・特定保健指導等を通じた生活習慣病予防の推進 （※①～③の取組の推進により医療費約2.4兆円強の効果額を目標）
・健康づくり大キャンペーン、特定健診とがん検診の同時実施など、健診受診率向上に向けた取組の推進
・メタボ該当者の減少や糖尿病有病者の増加の抑制、糖尿病の重症化予防、非肥満の高血圧対策の実施

③たばこをやめたい人を支援するたばこ対策の推進 （※①～③の取組の推進により医療費約2.4兆円強の効果額を目標）
・たばこクイットラインによる禁煙相談や禁煙支援、技術支援の推進

④日本人の長寿を支える『健康な食事』の推進
・日本人の長寿を支える『健康な食事』の基準を策定。コンビニ、宅配食業者等と連携した普及方策の実施

⑤がん検診の受診率向上によるがんの早期発見
・特定健診とがん検診の同時実施、被用者保険者と市町村のがん検診情報の共有に向けた連携の推進

⑥こころの健康づくりの推進
・こころの健康に関する普及啓発、職場のメンタルヘルス対策の推進、うつ病の早期発見・早期治療の実施

⑦妊産婦や乳幼児期からの健康づくりの推進
・発達・発育の段階の把握や疾患の早期発見のための妊産婦や乳幼児に対する健診の推進

Ⅱ 現役世代からの健康づくり対策の推進

①後発医薬品の使用促進 （※取組の推進により医療費約1.0兆円の効果額を目標）
・ロードマップの推進、医療保険者による差額通知等の取組を拡大

②ICT活用による重複受診・重複検査等の防止 （※取組の推進により医療費約0.1兆円の効果額を目標）
・ICTを活用した地域医療等ネットワークの推進、医療保険者において、医療機関と連携しつつレセプトデータ
等を活用した保健指導の推進

Ⅲ 医療資源の有効活用に向けた取組の推進
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	6	「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の成立等
（1）「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の成立

社会保障と税の一体改革の中では、2012（平成24）年8月に成立した「社会保障制度
改革推進法」において、政府は、「健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的
に促進する」こととされた。また、この法律に基づいて設置された社会保障制度改革国民
会議は、2013（平成25）年8月に報告書を取りまとめた。その報告書では、社会保障の
機能充実と給付の重点化・効率化、負担増大の抑制が述べられるとともに、QOL

（Quality of Life）を高め、社会の支え手を増やす観点から、国民の健康の維持増進、疾
病の予防、早期発見等を積極的に促進する必要性が指摘された。

この報告書の考え方に基づき、2013年の臨時国会で「持続可能な社会保障制度の確立
を図るための改革の推進に関する法律」が成立した。（図表3-1-28）

この法律の中で、健康に関しては、
○「人口の高齢化が急速に進展する中で、（中略）健康寿命の延伸により長寿を実現す

ることが重要であることに鑑み、（中略）高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわり
なく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等
に努める」こと（第2条第1項）、

○「個人の選択を尊重しつつ、個人の健康管理、疾病の予防等の自助努力が喚起される
仕組みの検討等を行い、個人の主体的な健康の維持増進への取組を奨励する」こと

（第4条第2項）、
○「健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進すること」（同条第3

項）、
○「個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行

い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励する」こと（第5条第1項）
とされている。

この法律は、今後の社会保障改革の全体像と進め方を明示するものであるが、その中
で、健康長寿社会の重要性や個人による健康管理、疾病予防、介護予防の取組みを支援し
進めていくという方向性についても示している。

また、この法律を受けて、2014（平成26）年常会に社会保障と税の一体改革関連法案
を合計5本＊22提出した。このうち、以下では、第1章第3節で述べた介護保険制度（介護
予防等）に関する動向について概観する。

＊22	①「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」、②「雇用保険法の
一部を改正する法律案」、③「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」、④「難病
の患者に対する医療等に関する法律案」、⑤「児童福祉法の一部を改正する法律案」
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図表3-1-28 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の概要

【法律の趣旨等】

○社会保障制度改革国民会議の審議の結果等を踏まえ、「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく
「法制上の措置」の骨子について」を閣議決定（平成25年8月21日）
○この骨子に基づき、「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するものとして
提出（平成25年12月5日成立、同13日公布・施行）

【法律の主な概要】

■講ずべき社会保障制度改革の措置等
　受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革につい
て、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにするもの
○少子化対策（既に成立した子ども・子育て関連法、待機児童解消加速化プランの着実な実施　等）
○医療制度（病床機能報告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病床機能の分化及び連携、国保の
保険者・運営等の在り方の改革、後期高齢者支援金の全面総報酬割、70～ 74歳の患者負担・高額療養費の見直
し、難病対策　等）

○介護保険制度（地域包括ケアの推進、予防給付の見直し、低所得者の介護保険料の軽減　等）
○公的年金制度（既に成立した年金関連法の着実な実施、マクロ経済スライドの在り方　等）
※医療サービスの提供体制、介護保険制度及び難病対策等については平成26年通常国会に、医療保険制度につい
ては平成27年通常国会に、必要な法律案を提出することを目指すものと規定。

■改革推進体制
　上記の措置の円滑な実施を推進するとともに、引き続き、中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保
障制度を確立するための検討等を行うため、関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部、有識者からなる社会保障
制度改革推進会議を設置

■施行期日
　公布の日（平成25年12月13日）（一部を除く。）

（2）地域包括ケアの推進と介護予防に関する最近の取組み
12012年介護保険法改正

2012年介護保険制度改正では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地
域包括ケアシステム」の構築に向けた体制整備が行われた。特に介護予防の観点からは、
保険者の判断により、要支援認定者と要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認め
られた高齢者である二次予防事業対象者を切れ目なく支援する「介護予防・日常生活支援
総合事業」を地域支援事業に創設した。（図表3-1-29）
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図表3-1-29 2012年介護保険法改正後の地域支援事業の主な内容

（1）介護予防事業　※（3）を実施する市町村は（3）の事業の中で実施

ア　二次予防事業（二次予防事業の対象者に対する事業）
二次予防事業の対象者把握事業／通所型介護予防事業／訪問型介護予防事業
二次予防事業評価事業

イ　一次予防事業（全ての第1号被保険者を対象とする事業）

介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業
※ボランティア等の人材育成、地域活動組織の育成・支援　等
一次予防事業評価事業

（2）包括的支援事業
ア　介護予防ケアマネジメント業務
イ　総合相談支援業務
　　※地域の高齢者の実態把握、生活支援サービスとの調整　等

ウ　権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
エ　包括的・継続的マネジメント支援業務
　　※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、地域のケアマネジャーのネットワークづくり　等

（3）介護予防・日常生活支援総合事業
ア　要支援者及び二次予防事業対象者に係る事業

予防サービス事業（通所型、訪問型等）／生活支援サービス事業（配食、見守り等）
ケアマネジメント事業／二次予防事業対象者の把握事業／評価事業

イ　一次予防事業
（4）任意事業

介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、配食・見守り等

2地域包括ケアシステムの構築に向けて
社会保障審議会介護保険部会が、2013（平成25）年12月に取りまとめた「介護保険

制度の見直しに関する意見」において、介護予防の推進については、機能回復訓練などの
高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できる
ような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチが重要である
とされた。このため、元気高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく、住民運営
の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大
していくような地域づくりを推進するなど、機能強化を図る必要があるとされた。

この意見を踏まえ、そして、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進
に関する法律」に基づく措置として、地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続
可能性の確保等を図る「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係
法律の整備に関する法律案」が第186回国会に提出されている。

この法律案では在宅医療・介護連携の充実と併せ、全国一律の予防給付（訪問介護・通
所介護）を地域支援事業に移行することとしている。この見直しは、高齢者は様々な生活
支援サービスのニーズと社会参加のニーズがあること等を踏まえ、市町村が中心となって
支え合いの体制づくりを推進し、地域の実情に応じた多様な担い手による多様なサービス
提供が行われることを目指している。これにより様々なニーズを有する高齢者に対応し
た、よりきめ細やかなサービスの提供が期待されるとともに、高齢者が主体的に参画し、
支援が必要な高齢者を支える互助の仕組みの構築により、その担い手となる高齢者が社会
的役割を持つことが介護予防につながることも期待される。

平成26年版　厚生労働白書 163

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



高齢化に伴う介護ニーズの増加等に対応
し、高齢者の介護を社会全体で支えるために
できた介護保険制度であるが、要介護状態の
軽減や悪化の防止も重要であり、高齢者が地

域で自立した生活ができるよう全国各地で介
護予防の取組みが行われている。

ここでは、大阪府大東市と東京都世田谷区
の2つの事例を紹介する。

介護予防の取組みコラム

「大東元気でまっせ体操」で地域づくりを目指す
～大阪府大東市の介護予防の取組み～

大阪府大東市では、高齢者の運動機能向上
を目的とした『大東元気でまっせ体操』とい
うオリジナル健康体操を開発し、その普及促
進を図ることにより町ぐるみで高齢者の介護
予防に取り組み、効果を上げている。

地元大学のトレーナーや、市のセラピスト
とともにご当地版と言える体操1を中心と
なって考案し、住民主体の介護予防を立ち上
げた大東市職員の逢坂伸子氏（理学療法士）
に話をお伺いした。

1　背景
大阪府大東市は、2014（平成26）年1月

現在、人口が124,345人、65歳以上の高齢
者人口が29,412人（23.7%）となってお
り、ここ数年は毎年約1,000人の人口が市
外へ流出する一方で、毎年2,000人近く高
齢者人口が増加し、急速に高齢化が進んでい
る状況がある。こうした中、大東市における
高齢者の要介護認定者の割合は、2001（平
成13）年に12.4％であったものが、2004

（平成16）年には16.8%となり、「このまま
放置しておけば、元気な高齢者も衰弱してし
まう。」という危機感を持っていた。
「虚弱高齢者も含め、お年寄りが介護され

ずに元気で生き生き過ごせる方策はないか。」
と試行錯誤を繰り返す中で、2005（平成
17）年に考案したのが『大東元気でまっせ
体操』であり、以来、一次・二次予防対象
者2の枠組みにとらわれず、自治会、町内会
単位で体操の普及促進に努めている。2014

年3月現在、市内104のグループが体操教
室を立ち上げ、約2,000人の高齢者がこれ
に自主的に参加するまでとなり、大東市の介
護予防事業の中心的役割を担う取組みに育っ
ている。

2	　住民が主体となって継続できる仕組み
づくり
逢坂氏は、「健康づくりは体操を継続して

いただくことが大事。しかし、体操指導者の
派遣など行政が全てに関わり支援し続けるこ
とは、マンパワーの問題もあり、なかなか難
しい。住民パワーをいかに引き出すか。継続
していくには何よりも住民主体ということが
大事なのです。」と語る。

その核となるのが、『介護予防サポーター』3

であり、2014年3月までに養成したサポー
ターは、約350人に上る。体操教室の立ち
上げや運営でもこのサポーターが大きな役割

理学療法士の逢坂さん

1	 体操は、座位、立位、臥位（寝転んだ状態）でする3パターンがあり、約20種類の体操が組合わされた各20分程のもので、各
人の状態に合わせてできるよう工夫されたものとなっている。

2	 介護保険法で定める地域支援事業（介護予防事業）の中で、要介護・要支援状態となるおそれのある高齢者を二次予防事業の対
象者、それ以外の高齢者（いわゆる元気高齢者）を一次予防事業の対象者として区分している。

3	 サポーター（ボランティア）となるには、市が介護予防に関心のある市民を対象に開設する『介護予防サポーター養成講座』を
受講することが推奨されている。

164 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



を果たしている。
大東市では、体操教室の立ち上げ時の支援

として、自動血圧計や『大東元気でまっせ体
操』を収録したビデオ・DVDの無償提供、
体力測定（年2回）のほか、運動指導員（立
ち上げ時に3回）、栄養士・歯科衛生士の派
遣（年1～2回）の実施等をしているが、そ
れ以外は、各グループが自主的に運営を行う
こととしている 4。

自主的な運営が活発に行われている最大の
理由は、体操を続けることの動機づけに力点
が置かれていることである。出前型の講座に
よる各種説明会では、歩行が困難な高齢者が
体操を継続することにより、スムーズに歩行
できるようになった事例等を動画で紹介する
など、「老いても健康であり続けたい」との
気持ちを持ち続けさせるような意識づけに工
夫がされている。

また、体操継続の動機づけのため大東市が
作成した、関西ならではのキャッチコピー

「効きまっせ！若うなりまっせ！儲かりまっ
せ！」も効を奏している。体操を継続するこ
とで、より元気になって若返り、介護保険を
使わないことで自己負担も軽減される、さら
には周囲の虚弱な高齢者に元気になってもら
い、みんなで介護予防を進めれば介護保険料
も引き下げることができる、ということを繰
り返し説明してきており、そのメリットが次
第に浸透しつつある。さらに、体操を継続的
に実施しているグループを一同に集めた『大
東元気でまっせ交流会』を開催（年1回）
し、5年間続いたグループ（団体）や90歳
以上の高齢者（個人）には市長から直接表彰
を行うとともに、グループのリーダーから自
慢話も含め取組み状況などを発表し合うこと
で、良い刺激となったり、各グループに良い
ライバル意識も芽生えて活気のある取組みが
継続されている。

3　取組みの効果
（1）介護保険への影響

65歳 以 上 の 要 介 護 認 定 率 に 関 し て、

2005年までは全国平均を上回る状況で推移
していたが、2006（平成18）年以降の介
護認定者数の伸び率は、体操に取り組む前と
比較して減少するようになり、認定率は全国
平均を常に下回るようになった（2011（平
成 23） 年： 大 東 市 17.0%、 全 国 平 均
17.3%）。

また、介護保険料についても、2006～
2008年度が4,560円であったのに対し、
2009～2011年度は4,500と60円の引き
下げられた。
（2）高齢者の体力の向上・運動機能の向上

体操に参加する高齢者の4年間の体力測定
の変化を調査したところ、片足立ちやTUG

（ミニコーンを配置し、椅子から立ち上がり
旋回する時間を測定）の測定項目において、
体力が向上し続けていることが認められた。

また、体操を継続し運動機能の向上を果た
した高齢者から、「腕が上がるようになった」、

「ひざの痛みがとれた」、「歩行がスムーズに
なった」など喜びの声が、続々と寄せられる
ようになり、手応えを感じられるようになった。
（3）居場所づくり

『大東元気でまっせ体操』を軸とした介護
予防活動を通じて、これまで引きこもりがち
であった高齢者も地域のコミュニティに参加
したいという意欲が高揚しており、「高齢者
の居場所づくり」にも一役買っている。

「大東元気でまっせ体操」案内ちらし

4	 各グループは、週に1回から2回の体操教室を開催しているが、その多くの日は、介護予防サポーターを中心に各グループのメ
ンバーが、体操のビデオ・DVDを見ながら自主的に行っている。
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区民みんなで支える介護予防
～世田谷区の取組み～

厚生労働省では、要支援者等にとって必要
な予防と生活支援のサービスがどのようなも
のかを明らかにするため、2012（平成24）
～2013（平成25）年度に市町村介護予防強
化推進事業（予防モデル事業）を実施した。

ここでは、このモデル事業に取り組んだ世
田谷区の担当者から伺った現状と課題につい
て紹介する。

世田谷区の基本情報（2013年4月1日現在）
地域包括支援センター設置数（委託） 27カ所
総人口 862,840人

65歳以上高齢者人口
165,913人

19.2％

75歳以上高齢者人口
84,367人

9.8％
第5期1号保険料 5,100円

2012年10月から介護保険の認定（要支
援、要介護1・２）を初めて受けた人などに
参加を促し、4つの地域包括支援センター1

（池尻・太子堂・若林・奥沢）の管轄区域内
の約120人が1年半のモデル事業に参加し
た。参加することになった対象者に対して
は、地域包括支援センター単位で地域資源を
活用した多様な通いの場（町会会館・大学・
喫茶店等）を設けるとともに、町会や民生委
員、区民や学生ボランティア等の積極的な協
力を得て、個々の状況に応じたサービス（筋
力アップ体操や外出支援等）を実施し、本人
による自己評価と地域包括支援センターの専
門職による生活状況の客観的評価を行った。

区は地域包括支援センターと定期的な連絡
会議で問題等を共有し、関係機関などとの調
整に当たった。

地域包括支援センター4カ所の主な取組
み内容
・	池尻地域包括支援センター	
（都営住宅の外出支援）
交通量の多い道路を横断しなければ買い物

に行けない都営住宅の要支援者等のために外
出支援のサービスを立ち上げ、福祉施設の送
迎車両の遊休時間帯を利用してその車両で
スーパーや金融機関へ出かけられるようにし
ている。スーパー内で付き添いなどが必要な
場合はボランティアが同行して支援を行って
いる。

活動開始後は、都営住宅の住民が中心とな
り、介護予防講座を実施するなど、活動の幅
も広がった。
・	太子堂地域包括支援センター	
（大学を会場とした通所）
大学の生涯学習施設を会場として、アート

体験、ヨガ、ミニ講義などデイサービスを利
用していない要支援者等が行きたくなるよう
な多彩な通所プログラムを立ち上げた。大学
の学生がボランティアとしてイベントに協力
し、民生委員などの住民ボランティアも、毎
回、プログラム終了後のお茶入れや、片付け
等に協力している。

この大学では以前より0歳から2歳までの
乳幼児と母親を対象とした区の子育て広場の
事業が行われていたため、学生や子育て事業
の参加者と世代間交流も生まれ、高齢者に活
気が生まれた。
・	奥沢地域包括支援センター	
（町会会館の筋力アップ教室）
地区内のサロンや住民の自主活動を全て調

べ、通いの場が乏しい地区を特定した。徒歩
10分以内で行ける範囲で会場を確保し、介
護事業所の理学療法士から体操指導の協力を
得て、新たな筋力アップ教室を立ち上げた。
定期的な体操ができる環境を提供すること
で、これまで参加できなかった高齢者の参加
を促した。

1	 世田谷区では地域包括支援センターは、「あんしんすこやかセンター」と呼称が付けられている。
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筋力アップ体操教室の様子

・	若林地域包括支援センター	
（喫茶店の集いの場）
デイサービスを利用していない要支援者等

の外出のきっかけとして喫茶店を集いの場に
した。喫茶店のトイレが和式トイレであった
ため、福祉用具事業者に協力を要請し、簡易
洋式便座をかぶせて高齢者が使用しやすくし
ている。

現在では、毎月2回の集まりが定着し、参
加者とボランティアで主体的に集まることも
できるようになった。地域包括支援センター
職員が引き続き緩やかに関わりながら参加し
なくなったり、元気がなくなってきた人がい
たら、知らせてもらうこととしている。

実際に若林地域包括支援センターの事業を
活用した70代女性の例を紹介すると、この
人は病気の手術後に要介護認定（要支援2）
を受けた。最初はしゃがむ、長く歩くこと
も、買い物や荷物を運ぶことも困難になって
いたが、太子堂地域包括支援センター管内の

大学への通所や、体操プログラムなどに3か
月通った後はADL2及びIADL3の改善可能性
の見通しができてきた。9か月後には一般的
な行動をとることができるようになり、自ら
要介護認定の更新を申請せず、最寄りである
若林地域包括支援センター管内の喫茶店の集
いでは逆にお世話役のボランティアを行い、
更には趣味やスポーツまで行えるようになっ
たとのことであった。

今回、モデル事業を行ったことにより、地
域包括支援センター職員や、参加者の介護予
防についての意識改革を行うことができ、良
い変化が生まれたことは、今後の事業の方向
性を検討する上で有効な結果であった。

これからの課題としてあるのは、今回のモ
デル地区のみならず、現在27か所ある地域
包括支援センターで、それぞれの地区の実情
に合わせて、同様の取組みを実施していくこ
とが重要ではあるが、それぞれの地区の状況
が異なる中、一律には取組みを進められない
ということである。

今後、その課題をクリアし、介護予防の取
組みを充実させていくには、区や地域包括支
援センターのみならず、住民や学生によるボ
ランティアの参加等、地域全体の協力を得な
がら進めていくことが不可欠である。

高齢化が急速に進む中、65歳以上の方々
が今後もできるだけ自立して、介護保険を利
用しなくても地域の資源を十分に活用し、健
康で長生きしていくための方策が重要であ
る。

2	 ADL：日常生活動作（食事や排泄、整容、移動、入浴等の基本的な行動）
3	 IADL：手段的日常生活動作（買い物や洗濯、掃除等の家事全般や、金銭管理等）
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我が国では、諸外国に例をみないスピード
で高齢化が進行しており、団塊の世代が全て
75歳以上となる2025（平成37）年には、
国民の5.5人に1人が75歳以上の高齢者と
なることから、これまで以上に医療や介護需
要の増大が見込まれている。

こうした中、介護が必要になった高齢者
も、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、医
療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的
に提供される「地域包括ケアシステム」の構
築が喫緊の課題となっている。

地域包括ケアシステムの構築に当たって
は、医療や介護提供体制の充実を図るだけで
なく、高齢者が積極的に地域社会に参加し、
生きがいをもって生活できる環境を整備する
ことも重要であることから、各自治体では地
域の特性やニーズを踏まえた様々な取組みが
行われている。

１　高齢者が相互に支え合う地域づくり
　～大分県竹田市～

大分県竹田市は県の南西部に位置し、瀧廉
太郎が「荒城の月」の構想を練った岡城があ
り、豊かな自然に恵まれている。

しかし一方で、現在では約2万4千人の住
民の4割以上が既に65歳以上となるなど日
本全国の中でも特に高齢化が進んだ地域と
なっている。

こうした中、住民同士の助け合いを基本
に、会員登録制で各種サービスを提供する地
域コミュニティの拠点として、2012（平成
24）年9月、暮らしのサポートセンター・
久
く

住
じゅう

「りんどう」が開設された。

りんどうロゴ

そこでは、市が主催する人材育成セミナー
を受講した地域住民が「健康運動インストラ

クター」や「暮らしのサポーター」となっ
て、認知症予防運動やレクリエーション・ス
トレッチなどを行う健康運動教室の開催や、
家事の代行、外出のお手伝いなどの生活支援
サービス等、介護保険サービスや障害福祉
サービスでは利用できない支援を行ってい
る。

健康運動教室

りんどうの生活支援サービスは有償となっ
ており、業務実態に応じた対価が暮らしのサ
ポーターに支払われる。利用する側が少しで
も料金を負担することで、かえって気兼ねな
く困りごとをお願いすることができ、サービ
スを提供する方もやりがいを感じることがで
きるという。

暮らしのサポーターには、元気な高齢者の
方も多数参加しており、利用者が時にはサー
ビス提供者になることで、利用する側は「公
的サービスと違い、顔の知っている相手だか
ら安心してサービスを受けられる。」、提供す
る側は「困っている時が分かるから、相手の
目線に立った支援ができる。」といった効果
も生まれている。高齢者をサービスの受け手
としてだけでなく、地域の資源の一つとして
とらえ、役割を担ってもらうことで、高齢者
の社会参加を促し、地域の活性化にもつな
がっている。

また、りんどうは、子供からお年寄りまで
世代を問わず気軽に利用できる「寄り合い
場」として、お茶会の開催や参加者で作った
手芸品の展示や販売などを通じ、住民間のコ
ミュニケーションの場としても利用されてお
り、高齢者の居場所づくり、生きがいづくり
にも役立っている。

地域包括ケアシステムコラム
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世代間交流

今後はこうした拠点を他の地域にも広げて
いきたいとのことであり、そのためには、よ
り多くの住民にこうした活動に参加してもら
うための普及啓発などが課題だと竹田市の担
当者は言う。誰もが生きがいをもって住み続
ける地域づくりには、多くの世代にわたっ
て、こうした支え合いの精神を受け継いでい
くことが欠かせない。

２　炭鉱のまちから人にやさしいまちへ
　～福岡県大牟田市～

福岡県の南端に位置し、約12万人の人々
が暮らす大牟田市は、かつて日本最大の炭鉱
都市として栄えたが、石炭産業の衰退により
1960年代には約21万人いた人口は、この
50年間で大きく減少した。現在では、住民
の3割以上が65歳以上の高齢者となるなど、
急速な高齢化が進んでいる。

そこで大牟田市では、高齢者が介護を必要
になったとしても、住み慣れた地域や在宅で
安心して暮らし続けることができるまちづく
りを進めている。

その取組みの一つが、施設への「通い」を
中心に、体調や希望に応じて自宅への「訪
問」や短期間の「泊まり」での支援も受けら
れる「小規模多機能型居宅介護事業所」の整
備を推進することである。日常生活圏域（小
学校区）ごとに整備を進めた結果、現在では
市内に24か所が整備されており、65歳以上
の高齢者人口に対する施設数は、全国平均の
約5倍の水準となっている。また、小規模多
機能型居宅介護事業所には、地域交流施設を
併設してもらうこととしている。

この地域交流施設は、地域ボランティアや
サークル活動などの「集まり場」や「茶飲み

場」として、高齢者に出かける機会と場所を
与え、生きがいや健康づくりといった介護予
防拠点となるとともに、高齢者のみならず子
供や子育て世代など、地域のさまざまな人々
が気軽に集まり交流する身近な地域交流拠点
となっている。2014（平成26）年3月現
在、市内に41か所設置されている。

こうした取組みの背景には、大牟田市では
介護保険制度スタートに先立ち、介護サービ
ス事業者による協議会が設けられており、以
前から行政との意識の共有化が図られていた
ことがあげられる。

また、高齢化の進展により増加が予測され
る認知症の人やその家族への対応も重要な課
題だ。

大牟田市では、「徘徊＝ノー」ではなく、
「安心して徘徊できる町」を目指し、行政機
関や医療・福祉施設、地域住民の協力により

「ほっと・安心（徘徊）ネットワーク」を構
築するなど、まちぐるみで取り組んでいる。

徘徊模擬訓練の様子

「認知症の人でも外に出たい。認知症だか
らといってその方を閉じこめるのではなく、
周りの人が皆で見守り支える。そうした地域
の支えがないと、病院や施設を出て地域で暮
らすことはできない」といった市民の強い思
いが、そこには込められているのである。

大牟田市では、住民参加型の取組みとして
「徘徊模擬訓練」が行われている。この訓練
は、認知症の人が行方不明になったという設
定のもと、徘徊役が地域内を徘徊し、徘徊役
を発見した住民が声かけを行うというもので
ある。2004（平成16）年に一つの校区で
始まったこの取組みは、現在では市内全校区

平成26年版　厚生労働白書 169

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



に広がり、約2,000人の住民が参加するよ
うになった。

あわせて、子供の頃から認知症の人の気持
ちや支援について学ぶため、小中学校で認知
症に関する絵本の読み聞かせやグループワー
クなどを行う「絵本教室」も開催されている。

絵本教室

認知症はあくまで「きっかけ」にすぎな
い。こうした取組みを通じて、高齢者を敬う
気持ちや支え合う地域社会の大切さを子供た
ちに伝え、ひいては地域コミュニティの再構
築につなげていくため、多職種協働、多世代
交流、地域協働のまちづくりを進めていきた
いと、大牟田市の担当者は語る。

	7	 個別分野での取組み
健康づくりに欠かせない要素としては、「栄養・運動・休養」があげられる。これらの

分野では様々な研究が行われており、科学的な知見が蓄積される一方で、社会状況の変化
により新たな対応が必要とされているものもある。

こうしたことを踏まえ、本項では、「栄養・運動・休養」等の個別分野における国の取
組みについて紹介する。

（1）「日本人の食事摂取基準（2015年版）」の策定に向けて
「栄養」面に関し、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネル

ギーと栄養素の量を定めたものとして、「日本人の食事摂取基準」がある。
この基準は、5年ごとに改定を行っており、2015（平成27）年度から使用する食事摂

取基準（2015年版）を策定するため、厚生労働省内で検討会＊23を開催し、2014（平成
26）年3月に報告書をまとめた。そのポイントは次のとおりであり、この報告書を基に、
2014年度中に食事摂取基準（2015年版）を策定する予定である。

1策定目的に、生活習慣病の発症予防とともに「重症化予防」を加えたこと
高齢化の進展や糖尿病等の有病者が増加する中で、健康日本21（第二次）が2013（平

成25）年度から始まったことも踏まえ、エネルギー・栄養素と生活習慣病（高血圧、脂
質異常症、糖尿病、慢性腎臓病）の「重症化予防」の関連について食事摂取基準（2015
＊23	「日本人の食事摂取基準（2015年版）策定検討会」
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年版）の策定目的に追加した。

2エネルギーについて、指標に「体格（BMI）」を採用したこと
これまで、エネルギーの指標としては「エネルギー必要量」の考え方を用いていた。こ

れは「ある身長・体重と体組成の個人が、長期間に良好な健康状態を維持する身体活動レ
ベルの時、エネルギー消費量との均衡が取れるエネルギー摂取量」と定義されるものであ
る。しかし、実際には体格や身体活動量等が人によって様々であることから、適正なエネ
ルギー量を性別・年齢別で一律に設定している状況では、生活習慣病の予防には十分に対
応できないという問題があった。

このため、「エネルギー必要量」に代わり、エネルギー摂取量と消費量のバランス（エ
ネルギー収支バランス）の維持を示す指標として「体重の変化」に着目することとした。
具体的には、身長と体重から計算される体格指数であるBMI（Body Mass Index）を用
いるもので、測定されたBMIが、目標とするBMIの範囲を下回っていれば「不足」、上
回っていれば「過剰」の恐れがないか、他の要因も含めて、総合的に判断するというもの
である。

3生活習慣病の予防を目的とした「目標量」を充実したこと
高血圧予防の観点からナトリウム（食塩相当量）の目標量を男女ともこれまでに比べて

低めに変更するとともに、小児期からの生活習慣病予防のため、食物繊維とカリウムにつ
いて、新たに6歳から17歳までの人の目標量を追加した。

（2）日本人の長寿を支える「健康な食事」の在り方について
先に触れた「日本再興戦略」の「戦略市場創造プラン」で「疾病予防効果のエビデンス

に基づく（中略）健康な食事の基準を策定する」とされたことを受け、厚生労働省では
2013（平成25）年から「日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関する検討会」
を立ち上げた。

日本人の平均寿命が延伸し、世界でも高水準にあるのは、日本人の食事が一助となって
いると考えらえるが、日本人の長寿を支える「健康な食事」について、幅広い側面から整
理されたものはなかった。このため、今後健康寿命の延伸を実現するための基盤となる

「健康な食事」について、その意義や構成要素等について検討した上で、その目安を示す
ことを目的として多領域の専門家や実務家を構成員として議論を進めているところであ
る。

平成26年版　厚生労働白書 171

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



食育とは、生きる上での基本であって、知
育・徳育・体育の基礎となるものであり、
様々な経験を通じて「食」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活
を実践することができる人間を育てることで
ある。

食育に関する厚生労働省の取組みは様々で
あり、第3章では、健康日本21（第二次）
の中で「朝・昼・夕の三食を必ず食べること
に気をつけて食事をしている子どもの割合の
増加」や「主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割
合の増加」といった多くの目標を設定してい
ることに加えて、日本人の食事摂取基準

（2015年版）の策定に向けた動き、日本人
の長寿を支える「健康な食事」の在り方につ
いての議論の状況等について紹介している。

このほか、厚生労働省では主に以下のよう
な食育に関連する取組みを行っている。

1　妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
「妊産婦のための食事バランスガイド」や

「妊産婦のための食生活指針」を作成し、妊
産婦のための健診や各種教室で活用するなど
普及啓発を図っている。

また、産科施設や保健所などの保健医療従
事者が授乳期・離乳期の母子を適切に支援で
きるよう「授乳・離乳の支援ガイド」を作成
し、乳幼児に対する健診や各種教室で活用し
ている。

さらに、2001（平成13）年から推進し
てきた「健やか親子21」において、朝食欠
食の改善を目指して食育の推進等を図ってき
た。2014（平成26）年に最終年を迎える
に当たって、2013（平成25）年度に行っ
た最終評価の結果を踏まえ、2015（平成
27）年度から始まる「健やか親子21（第2
次）」においても、引き続き、朝食を欠食す
る子どもの割合を減らすよう取組みを推進す
るとともに、新たに家族など誰かと食事をす
る子どもの割合についても推進状況を把握し
ていく予定である。

2　保育所における食育推進
2012（平成24）年3月に、「保育所にお

ける食事の提供ガイドライン」を策定した。
これは、保育所で提供される食事が乳幼児の
心身の成長・発達にとって大きな役割を担っ
ており、保育所という集団の場であっても、
家庭での食の営みとかけ離れ過ぎないように
努め、集団給食でありながら、家庭と同様の
温かみのある食事作りを目指すものである。

3　専門的知識を有する人材の養成・活用
国民一人一人が食に関する知識を持ち、自

らこれを実践できるようにするため、食育に
関する専門的知識を備えた管理栄養士・栄養
士、専門調理師・調理師等の養成を行い、関
係団体との連携により人材の育成や食育の推
進に向けて活動している。

4　歯科保健活動における食育推進
全ての国民が、80歳になっても自分の歯を

20本以上保つことを目的とした「8020（ハ
チマル・ニイマル）運動」も含めた歯科保健
活動の推進において、食育を推進している。

5　ボランティア活動による食育推進
食育の取組みは、地域に密着して推進して

いくことが重要であることから、健康づくり
の食育アドバイザーとして活動している食生
活改善推進員や、ボランティアの中核となり
地域の食育を担う「食育推進リーダー」の育
成などを行っている。

6	　リスクコミュニケーションの充実・
食品の安全性に関する情報提供
食品の安全性等に関するリスクコミュニ

ケーションの取組みの一つとして、食品安全
委員会、消費者庁、厚生労働省、農林水産省
が連携して、消費者を始めとする関係者間で
意見交換会を開催している。

また、厚生労働省では、食中毒や商品の回
収情報等について、必要に応じ、厚生労働省
ホームページで公開しているほか、食中毒の
統計を取りまとめて公表したり、各種パンフ
レット等を配布したりして、国民の注意喚起

食育についてコラム
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に努めている。

7　調査、研究等の実施
健康増進法に基づいて、国民の身体の状況、

栄養摂取量や生活習慣の状況を把握するため

毎年国民健康・栄養調査を実施している。

なお、毎年6月は「食育月間」と定められ
ている。こうした機会に「食」育について、今
一度考えてみることも大切ではないだろうか。

高知県高知市にある近森病院では、入院患
者に対して先進的できめ細やかな栄養サポー
トに早くから取り組み、数多くの症例と実績
を上げ注目されている。

入院した患者のお腹に聴診器を当てている
男性は、この病院の集中治療棟を担当してい
る管理栄養士である。患者の腸の動きを確認
するためにお腹の音を聴き、脚の筋肉や皮膚
の状態を見て、現在の栄養状態を確認してい
る。

患者の栄養状態を確認する管理栄養士

患者との会話では、普段食べているご飯は
普通のご飯かおかゆかといった、食事の状況
はもちろんのこと、自分で食事を作っていた
かどうかや日常の歩行状況まで、判断材料に
なることをしっかり聞いている。

驚く方も多いと思うが、近森病院では重症
患者の多い病棟を含めて、すべての病棟に常
勤の管理栄養士がおり、入院患者一人一人に
担当の管理栄養士がついて日常的に患者の栄
養状況を見て回っている。

管理栄養士が、患者とのやりとりから判断
した栄養状態は、医師、看護師、薬剤師、理
学療法士、臨床検査技師、臨床工学技士など
の専門スタッフからなる栄養サポートチーム

（NST）内で話し合われる。患者の栄養状態
を、チーム全体で管理しているのだ。この
チームの中心となるのが管理栄養士である。
医療スタッフの一員として、病歴や全身所
見、画像・検査の所見から患者の病態を把握
した上で、栄養学的な治療プランを作成し、
作成した栄養プランを基に、担当医師と相談
しながら患者に対して適切な栄養サポートを
行っていく。

看護師・薬剤師との話し合い

医師に栄養プランを相談する

近森病院で栄養サポートチーム（NST）
を稼働させたのは2003（平成15）年であ
る。入院患者の高齢化が進む中、患者の栄養

近森病院の栄養サポートチームの取組みコラム
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面をきちんと管理することに、病院全体で
チーム医療として取り組もうという大きな改
革だった。気鋭の管理栄養士を招き、試行錯
誤を繰り返しながらマンパワーを増やし、質
を上げ、チーム医療の形を変えながら、日本
でも有数の栄養サポートチームに成長させて
きた。

栄養サポートチームが介入した症例数も、
稼働年（2003年）で1,156件だったのに対
して、2012（平成24）年には全国首位の
3,670件と著しく増えた。
「必要な患者すべてに、必要な時に、適切

な栄養サポートが提供」されることで、特別
加算食や技術料が増加した。手厚い栄養サ
ポートから患者の免疫機能も上がり、重症患
者や高齢者に多い感染症や合併症を防げるた
め、長期入院が減り、抗菌薬などの処方も格
段に減少した。結果的に包括払い（DPC）
内でのコストが抑えられ、短期入院者も増加
し、経営の黒字化につながっていった。

手厚い栄養サポートを行うために多くのス
タッフを雇うと、人件費がかさみ採算が取れ

ないと思われがちだが、実際は逆である。必
要な管理栄養士を雇い、手厚い栄養サポート
に取り組むことで、病院の経営は黒字化され
る。その管理栄養士を実践的に活用していく
ことによって、さらに手厚い栄養サポートが
行えるのである。こういった取組みが、医療
環境の変化に対応した先進的で有効なマネジ
メントにもなると、今まさに注目されてい
る。

次に続く病院の目指すべき指針となるよ
う、近森病院では更に取組みを充実させてい
きたいとのことであった。

近森病院の管理栄養士22名

（3）「健康づくりのための身体活動基準2013」の策定
「運動」面に関しては、2013（平成25）年3月に「健康づくりのための身体活動基準

2013」を策定している。
これは、ライフステージに応じた健康づくりのための身体活動（生活活動・運動）を促

すことで健康日本21（第二次）の目標を達成する観点から、これまでの「健康づくりの
ための運動基準2006」を改定したものであり、今回の基準の特徴としては、大きく5点
ある。

1点目は、運動のみならず、日常生活における、労働、家事、通勤・通学といった生活
活動にも着目して基準を設定した。

2点目は、身体活動（生活活動と運動の総称）の増加によってリスクを低減できるもの
として、従来の糖尿病、循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・認知症
が含まれることを明確化した。

3点目は、子どもから高齢者までの基準を検討し、科学的根拠のあるものとして、高齢
者についての基準を設定した。

4点目は、生活習慣病を有する人の場合、身体活動を行うことで改善が図られる一方で、
別の疾患（例えば、心不全や脳卒中）を引き起こすリスクもあることから、保健指導の場
面で運動指導を安全に推進するための具体的な判断・対応の手順を示した。

5点目は、身体活動に取り組みやすくするための社会環境整備を重視し、まちづくりの
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事例や職場づくりにおける保健事業の活用例（例：ウォーキングの推進）を紹介した。
また、将来生活習慣病等を発症するリスクを低減させるために、個人にとって達成する

ことが望ましい身体活動の基準として、①全世代共通で身体活動を「今よりも少しでも増
やす（例えば毎日10分多く歩く）」ことを打ち出すとともに、②18歳から64歳までは、
歩行やそれと同等以上の強度の身体活動を60分以上毎日行うこと、65歳以上については、
活動の強度を問わず、座ったまま、寝たままになることなく、毎日40分の身体活動を行
うことといった具体的な数字を示したことも特徴である。

この基準の主な利用者としては、運動指導の専門家、保健指導の現場を担う医師、保健
師、管理栄養士等を想定している。国民向けには、基準の内容のポイントをできるだけわ
かりやすくした「アクティブガイド－健康づくりのための身体活動指針－」を作成した。
このアクティブガイドは地方公共団体で必要に応じて編集できるようにしているのも特徴
である。

（4）健康づくりのための睡眠指針の改定
健康づくりに欠かせない「休養」の中心に位置する睡眠については、2003（平成15）

年に「健康づくりのための睡眠指針～快適な睡眠のための7か条～」を策定し、睡眠の重
要性について普及啓発を進めてきた。

策定後10年を経過する中で、これまでに蓄積された科学的知見を丹念に収集・検討し、
睡眠が生活習慣病や心の健康に与える影響を示すとともに、ライフステージ・ライフスタ
イル別に記載した「健康づくりのための睡眠指針2014」を、2014（平成26）年3月に
公表した。（図表3-1-30）

この指針は、12条からなり、第1条は、睡眠の総論として「良い睡眠でからだもここ
ろも健康に。」とした。睡眠について正しい知識を身につけ、定期的に自らの睡眠を見直
し、適切な量の睡眠の確保、睡眠の質の改善等により、居眠り運転等の事故の防止ととも
に、からだとこころの健康づくりを目指すことを明らかにしている。

第2条から第5条までは睡眠に関する基本的な科学的知見を示した。具体的には、第2
条で「適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。」として、定期的な運
動や規則正しい食生活は良い睡眠をもたらす一方で、睡眠薬代わりの寝酒は睡眠の質を悪
くすることなどが示された。第3条では「良い睡眠は生活習慣病予防につながります。」
として、睡眠不足や不眠が生活習慣病の危険を高めることなどを指摘している。

第6条から第10条までは予防や保健指導の方法を明らかにした。例えば、第7条は「若
年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。」となっている。思春期から青年期
にかけては睡眠の時間帯が遅れやすく、携帯電話やメール等で夜更かしをすることで、睡
眠時間が不規則になる恐れもあることから注意が必要である。勤労世代については毎日十
分な睡眠をとることを基本とし、睡眠不足で日中の仕事や活動に支障をきたす程度の眠気
がある場合には短時間（30分以内）の昼寝が効果的であることを示している。熟年世代
については、日中の適度な運動を行うことが、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつけるこ
とに役立つなどとしている。

第11条と第12条では睡眠に関する障害の早期発見のための要点として、いつもと違う
睡眠（睡眠中の激しいいびき・呼吸停止等）が現れた場合や眠れない場合には、専門家に
相談することが大切であると指摘している。

平成26年版　厚生労働白書 175

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み

第
3
章



図表3-1-30 「健康づくりのための睡眠指針2014～睡眠12箇条～」

１．良い睡眠で、からだもこころも健康に。
２．適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
３．良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
４．睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
５．年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
６．良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
７．若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
８．勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
９．熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
10．眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
11．いつもと違う睡眠には、要注意。
12．眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

（5）職場での健康の保持増進
1日24時間をいかにして過ごすかは個人によって異なるが、例えば労働者の場合、「睡

眠」、「労働」と「それ以外」の3つに区分でき、それぞれをいかにして充実させるか、そ
してそれぞれの時間についていかにしてバランスを取るかが重要である。
「労働」に関し、厚生労働省では、職場環境の改善や長時間労働の抑制などの観点から

様々な取組みを継続的に行っている。ここでは2013（平成25）年度から開始した第12
次労働災害防止計画とこの計画に基づく主な取組みや、2013年に実施した過重労働重点
監督月間について紹介する。

1 第12次労働災害防止計画と主な取組み 
～誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために～
人は働くことで生計を立て、人生の多くの時間を職場で過ごす。国の経済や社会は、こ

のような人々の労働によって支えられている。一方で、働くことで生命が脅かされたり、
健康が損なわれたりするようなことは、本来あってはならない。

こうした考え方の下、1958（昭和33）年からこれまで11次にわたって「労働災害防
止計画」を策定し、労働災害の防止に努めてきた。

労働災害の発生件数は長期的には減少傾向にあるものの、2012（平成24）年まで3年
連続で増加しており、特に小売業や介護施設などの第三次産業において転倒災害や腰痛な
どの災害が増加していた。また、職場の様々なストレスによるメンタルヘルス不調や過重
労働による健康障害といった課題への対応が重要性を増してきている。

以上のような背景を踏まえて、「誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現す
るために」をスローガンに、「第12次労働災害防止計画」（計画期間は2013年度～2017

（平成29）年度の5年間）を2013年3月に公示した。（図表3-1-31）
計画では、①死亡災害の撲滅を目指して、2012年と比較して、2017年までに労働災

害による死亡者の数を15％以上減少させること、②2012年と比較して、2017年までに
労働災害による休業4日以上の死傷者の数を15％以上減少させることを全体の目標とし、
第三次産業対策やメンタルヘルス対策など重点対策を定め、対策ごとに数値目標を設定し
て取組みを進めている。
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ア　第三次産業への重点的な取組み
○安全管理体制の強化と小売業等への集中的な取組み

第三次産業の中でも、特に労働災害の多い「小売業」、「社会福祉施設」、「飲食店」に
焦点を当て、労働災害の防止を担う安全の担当者の配置が促進されるよう、新たなガイ
ドラインを2014（平成26）年3月に策定し、指導を行っている。

また、これらの業種に対して、災害が多く発生しているバックヤードに着目し、危険
箇所の「見える化」を進めたり、4S（整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、
清潔（Seiketsu））活動の徹底、安全衛生対策マニュアル等の作成・普及などに取り組
んでいる。

○介護施設における腰痛予防対策の強化
2011（平成23）年には、労働災害の中で休業4日以上の職業性疾病の6割を腰痛が

占めており、特に介護施設での腰痛の発生率や増加率が突出している（社会福祉施設の
腰痛発生件数は2002（平成14）年の363件から2011年の1002件と2.7倍に急増）。

このため、2013年6月に「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂し、
指針の対象を重度心身障害児施設等における介護作業から福祉・医療等における介護・
看護作業全般へと拡大するとともに、腰に負担の少ない介護介助法について記載するな
ど、介護施設における腰痛予防対策を強化した。

イ　メンタルヘルス対策
仕事によるストレスが原因で精神障害となり、労災認定される方の数が、2009（平成

21）年以降3年連続で過去最多を更新するなど、メンタルヘルスをめぐる状況が深刻さ
を増している。

このため、ストレスへの気づきと対応の促進、メンタルヘルス不調予防のための職場改
善の取組み、職場復帰対策などを進め、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここ
ろの耳」を通じて広く情報提供を行っている。

この中でも、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防対策を強化する
ため、労働者自身のストレスへの気づきを促し、職場環境の改善につなげることでストレ
スを軽減することを目的として、一定の規模以上の事業場に労働者のストレスチェックや
高ストレス者に対する面接指導の実施などを義務付ける労働安全衛生法の改正案を2014
年３月に国会に提出した。

ウ　その他の重点対策
これらのほか、死亡災害の多い建設業や製造業対策、化学物質による健康障害防止対

策、熱中症対策、受動喫煙防止対策などを重点として取り組んでいる。
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図表3-1-31 第12次労働災害防止計画のポイント

業種 平成14年 平成23年 災害増減率
（単位：人）

建設業 26,299 16,773 －36.2％
製造業 38,323 28,457 －25.7％

第三次産業 43,053 50,243 +16.7%
小売業 12,187 12,680 +4.1％

社会福祉施設 2,411 5,900 +144.7％
飲食店 3,725 4,150 +11.4％

陸上貨物運送事業 15,319 13,820 －9.8%
全業種合計 132,330 117,958 －10.9%

【業種別の死傷者数の推移】

（出典：労働者死傷病報告（平成23年は東日本大震災関連を除いた数））

「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です（5年ご
とに厚生労働大臣が策定）。第12次計画の期間は平成25年度～ 29年度。

労働災害による被災者数（平成23年：震災直接原因分除く）
　・死亡者数：1,024人（過去最少）
　・死傷者数：117,958人（2年連続増加、平成24年も増加）
□労働災害は長期的には減少しているが、第三次産業では増加 （特に社会福祉施設は過去10年で2倍以上）
□死亡災害も減少しているが、依然、建設業・製造業で過半数を占め、割合が高い

現状と課題

◆労働災害による死亡者の数を
　15％以上減少

◆労働災害による死傷者の数を
　15％以上減少

計画の目標

ポイント①
重点対策ごとに
数値目標を設定

労働災害全体の減少目標に加え、第12次の計画では、重点対策ごとに数値目標を設
定し、達成状況を踏まえて対策を展開
 （目標の例）
　重点業種ごとの数値目標（小売業20%減など） 
　重点疾病ごとの数値目標（メンタルヘルス対策取組率80%以上など）

ポイント②
第三次産業を最重点
業種に位置づけ

労働災害が増加し、全体に占める割合が高まっている第三次産業に焦点を当て、特に
災害の多い「小売業」「社会福祉施設」「飲食店」に対する集中的取組を実施

ポイント③
死亡災害に対し重点
を絞った取組を実施

依然として死亡災害の半数以上を占める建設業、製造業に対して、「墜落・転落災害」
「機械によるはさまれ・巻き込まれ災害」に重点を当てて取組

2過重労働重点監督月間における取組み
日本では、バブル崩壊以降厳しい経済情勢が続き、リストラなどにより日本型雇用に揺

らぎが見え始めた環境の中で、労働者が心身を摩耗し、働くことが出来なくなるまで過酷
な労働を強いる企業などが問題視されるようになった。

この点については、日本再興戦略でも、若者の活躍推進の観点から、「過重労働や賃金
不払残業など若者の『使い捨て』が疑われる企業について、相談体制、情報発信、監督指
導等の対応策を強化する」との記載があり、厚生労働省では、これまでの長時間労働の抑
制の取組みに加え、特に若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組みを強化した。

具体的には、2013（平成25）年9月を「過重労働重点監督月間」とし、以下のような
取組みを行った。

第一に、2013年9月1日に若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する全国一斉の
電話相談を行った。その結果、1日で1,044件という、多くの相談を受け付けた。主な相
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談内容は、賃金不払残業、長時間労働・過重労働、パワーハラスメントであった。
第二に、長時間労働の抑制に向けた集中的な取組みとして、上記の無料電話相談を含

め、労働基準監督署に寄せられた情報や離職率を勘案して、若者の「使い捨て」が疑われ
る企業等に対する重点的な監督指導を実施した。この結果、労働基準監督官が全国の
5,111事業場に対して監督指導を行い、そのうち約8割の事業場において何らかの労働基
準関係法令違反が認められたため、是正勧告を行った。（図表3-1-32）

図表3-1-32 過重労働重点監督の結果

【重点監督の結果のポイント】
（1）重点監督の実施事業場：5,111事業場
（2）違反状況：4,189事業場（全体の82.0％）に何らかの労働基準関係法令違反

〔（1）のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕
・違法な時間外労働があったもの：2,241事業場（全体の43.8％）
・賃金不払残業があったもの：1,221事業場（全体の23.9％）
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの：71事業場（全体の1.4％）

（3）健康障害防止に係る指導状況〔（1）のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの：1,120事業場（全体の21.9％）
・労働時間の把握方法が不適正なもの：1,208事業場（全体の23.6％）

（4）重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績

80時間超：1,230事業場（全体の24.1％）
うち100時間超：730事業場（全体の14.3％）

出所：若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況（2013（平成25）年12月17日報道発表資料より）

若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対する今後の取組みについては、引き続き、監
督指導をしっかりと行うとともに、2014（平成26）年度から、夜間・休日に労働者から
の相談を受け付ける「労働条件相談ダイヤル（仮称）」の設置等の施策を行うこととして
いる。また、過重労働による健康障害防止については、過重労働解消に向けたキャンペー
ンの実施などにより、労使の取組みの促進等を図ることとしている。
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独立行政法人労働者健康福祉機構は、労災
補償行政、安全衛生行政のセーフティネット
を担う法人であり、予防から治療、リハビ
リ、職場復帰支援に至る一貫した労災医療の
提供や、労災疾病の研究等により、高度専門
医療の確保・提供等を行っている。

ここでは、労働者健康福祉機構が取り組ん
でいる過重労働による健康障害防止対策に関
するこれまでの取組みと、それを踏まえた今
後の方針について紹介する。
1　これまでの取組み

過重労働による健康障害として代表的なも
のに脳・心臓血管疾患がある。

この点に関して、肥満に加え、高血圧、脂
質異常、高血糖といった危険因子を複数併せ
持つようになった状態である「メタボリック

シンドローム」に過重労働が加わることで
脳・心臓血管疾患の発症危険度が更に増大す
ると言われている。

メタボリックシンドロームの原因として、
職場のストレスや食生活、不十分な休養、喫
煙、飲酒などが関与していることに労働者健
康福祉機構は着目し、予防面からの対応を
行ってきた。

具体的には、職場で行われた健康診断等の
結果に基づき、医師を中心に、保健師、管理
栄養士、理学療法士などの各スタッフが個別
に、必要に応じてチームで、禁煙指導、食事
指導、運動指導などを行い、生活習慣の改
善、健康の保持増進を促すものであり、
2009（平成21）年度以降、毎年延べ15万
人超の労働者に実施してきた。

過重労働による健康障害防止対策のための新たな枠組
みの構築～独立行政法人労働者健康福祉機構の取組みコラム

〈相 談 者〉　50代　男性
〈キーワード〉　休肝日、記録表、几帳面な性格
〈具体的内容〉　

初回の面接で、Aさんは生活の改善に意欲的な言動が見受けられたため、具体的な目標数字、期間
を定め自己評価が可能となるよう体重、歩数についてセルフモニタリングを行えるよう記録表を渡
すことにした。指導時における食生活の問題点は、お酒については飲まない日は2日あるが、それ以
外は外で飲むケースが多く、また量も多めであること、子どもに付き合い肉料理が多いこと、食べる
のが早いなどの習慣があった。運動は月1回野球をするくらいで普段は特別なことはしていなかっ
た。喫煙は以前に禁煙をしたため体重が増加した経験から、禁煙に踏み切れない状態であった。得ら
れた情報から行った指導としては1回のアルコール量を減らすこと、魚料理の回数を増やすこと、運
動は会社での階段の利用などによりアップを図るようにすすめた。

2か月後の面接では下記の表の通り順調な改善がみられた。タバコの本数を半分に、休肝日を4日
に増やす、1日7000歩～10000歩をキープし、夕食時の肉の量を減らしたことが改善の要因と思
われる。毎日の記録はきちんとされていた。身体的に大変改善がみられたことを共感し、今後も無理
のない食事、運動、禁煙を続けるように励まして面談を終えた。4か月後の面接では腹囲は83セン
チに改善した。ただ、「最近、身体は軽くなったが体力が落ちた感じがする」との言葉が聞かれたため、
極端な食事制限はしてないか確かめたところ、夕食の主食が抜きになっていたためバランスよく取
るようにすすめた。

最終面接時では、改善された体重、腹囲は維持されていた。運動量や食事の量も本人が体調に合わ
せコントロールできていることを共に認め、成果を挙げたことを伝える。タバコはゼロには出来な
かったが「禁煙を目標にしたい」という言葉を尊重し、Aさんなら可能だと思うと伝えた。

5月2日 7月12日 9月18日 11月19日
身長（cm） 170 170 170 170
体重（kg） 72.8 67.4 64.7 64.7
腹囲（cm） 94 87 83 83
血圧 112/70 120/80 115/75 108/72
中性脂肪 260 - - 99
総コレステロール 209 - - 210
HDLコレステロール 46 - - 55
LDLコレステロール 116 - - 149

几帳面な性格を踏まえ、体重の変化や歩数を記録表で振り返り励ますことにより腹囲、
及び中性脂肪の改善がみられた事例
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2	　過重労働による健康障害防止対策の
裾野の拡大
2014（平成26）年度から労働者健康福

祉機構は、労働者の健康障害防止のための新
たな取組みとして、主に個別の労働者を対象
としていた健康障害防止対策を、全国の労働
者に対して幅広く普及させることに重点を置
くこととした。

具体的には、指導事例等から得られたデー
タに基づく過重労働による健康障害の予防法

や、産業医等の産業保健関係者が利用できる
指導法の分析、検証、開発を行っていくもの
である。

その成果は、47都道府県に所在し、産業
保健関係者への研修や事業場等への個別訪問
支援を行う「産業保健総合支援センター」を
中心に普及・促進を図り、ここで研修を受け
た多くの産業保健の担い手により、全国の労
働者の健康確保を図っていくこととしてい
る。

例：食品カードを利用した食事療法の有用性
○ この食品カードには、表面に食品の目安量とイラストを表示し、裏面にエネルギーとたんぱく質（P）、脂質（F）、炭

水化物（C）、食物繊維（（f））、塩分（Nacl）を記載しており、栄養バランスのほか、主食・主菜・副菜の食事バラン
スの確認や調味料などに含まれる塩分計算も可能となっている。

○ 朝食・昼食・夕食と並べて、これらの栄養量を「見える化」して、食事指導を行ったところ、食品カードを使用して
の2回以上の継続的な指導が体重減量に有効との結果が出たものであり、今後さらに実証実験を進めていくこととし
ている。

（表面） （表面） （表面）

（裏面） （裏面） （裏面）
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（6）国際的なActive	Aging（活動的な高齢化）における日本の貢献
世界でも高齢化は急速に進行しており、ASEAN諸国の一部では、日本が過去に経験し

たのと同等かそれ以上の速さで高齢社会を迎えると予測されている。
高齢化対策は、高齢者の健康や福祉、社会保障ニーズの対応等、社会全体の仕組みの再

構築を含む大きな課題であるため、早い段階から、取組みを進めておくことが重要であ
る。この点で、世界で最も高齢化が進んでいる日本は、様々な高齢化対策を行ってきた長
い歴史がある。この日本の取組みは、今後高齢化が本格化するASEAN諸国の高齢化対策
を展開する上で参考となるものである。

このことから、厚生労働省では「国際的なActive Aging（活動的な高齢化）における
日本の貢献に関する検討会」を開催し、ASEAN諸国における高齢化の対応について、現
状、課題、ニーズを明確にし、日本の経験・知見に基づいた国際協力の在り方とともに、
ASEAN地域全体を見渡した上で具体的に各国別の国際協力の実施方法を提案するため検
討を行い、2014（平成26）年3月に報告書を取りまとめた。

報告書で示した今後の国際協力に向けた提言は大きく分けて3つからなる。

1ASEAN諸国における高齢化に対する国際協力のニーズと協力の方向性
Active Aging（活動的な高齢化）は、国際保健機関の定義によれば、①健康（health）、

②安全（security）、③参加（participation）により構成される。各々の分野について、
①ASEAN諸国でも非感染性疾患（NCD）対策が大きな課題となっていること、②医療
のインフラ整備を推進しつつ、その財政的な裏づけとして医療保障制度の開発支援が求め
られることから、これに対応するための医療提供体制や予防・健康増進のための社会基盤
の整備が重要であること、③ASEAN諸国で高齢化が進展する中で、日本の高齢者の社会
参加の取組み（例えばシルバー人材センターの仕組みや自治体による高齢者の集う場の提
供など）の共有を期待すること、などが示された。

2協力における日本のアプローチの在り方
高齢化対策の分野では、国際協力の主な手法である政策協議、技術協力プロジェクト、

研修、民間協力という4つが並行して推進されている。今後も、各レベルにおける多層的
な取組みを並行して実施していくことやASEANの高齢化対策の有識者ネットワークの形
成、高齢化の先進国である日本の提案による定期的な政策協議の場を設定することが提言
されている。

3各地域における優先課題と協力の在り方
報告書では、ASEAN10か国の各々の状況に即した協力内容が提案されている。具体

的には、ベトナムについては高齢化対策の戦略策定や非感染性疾患対策、人材育成など、
タイについては高齢者支援の制度化、インドネシアについては高齢者ケアの基盤づくりや
地元行政官の能力向上、ブルネイ、シンガポールについては介護サービスや福祉用具機
器、介護人材育成に関する協力促進といった提案を行っている。
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	 第2節	 自治体の取組み

	1	 静岡県
【基礎データ】

人口　3,715,901人（2013（平成25）年10月1日現在）
うち国保加入者　1,034,863人（2013年9月末日現在）

高齢化率　25.9％　（2013年10月1日現在）

【ポイント】

○県内の市町と医療保険者から、若い世代を含む約50万人の特定健診データを入手。
「健康マップ」を作成して県内の生活習慣病に関する状況を「見える化」。

○日々の運動や健康診断の受診など健康づくりに取り組んだ住民が各協力店の用意す
る特典を受けられる「健康マイレージ」を実施。

（1）背景～日本一健康県を目指して
静岡県では1987（昭和62）年から「日本一健康県」を目指して、市町とともに健康づ

くりに取り組んできた。2001（平成13）年度には「しずおか健康創造21アクションプ
ラン」として、2010（平成22）年度までの10か年の健康増進計画を策定し、「健康寿命
の延伸」と「生活の質の向上」を目標として、その推進を図ってきた。厚生労働省研究班
が公表した2010年時点の健康寿命において、静岡県の健康寿命は71.68年（男）、75.32
年（女）であり、男性が全国第2位、女性が全国第1位となっている。

2011（平成23）年度からは、「富国有徳＊24の理想郷“ふじのくに”づくり」の実現に
向けて心身ともに健康に暮らすことを目標として新たに82の指標を掲げた。特に「高齢
期においても健康で自立して暮すことができること」と「健やかで心豊かに生活できるこ
と」の2つに重点を置いている。＊25

（2）「ふじ33プログラム」の実施
静岡県では、1999（平成11）年より高齢者約2万人を対象とした調査を実施し、その

後3年ごとに、3回にわたり、社会参加・生活習慣・健康状態・死亡状況などの追跡アン
ケート調査を実施した。

その結果、「適度な運動」「適切な食生活」「社会参加」をいずれも実施している人は、い
ずれも実施していない人に比べて死亡率が約2分の1になることが分かった。

この結果を受けて、独自の健康長寿プログラムである「ふじ33プログラム」を作成し、
2012（平成24）年6月より試行的にスタートしている。このプログラムは、「ふ＝普段
の生活」で、「じ＝実行可能な」、「3」は、すなわち「運動」「食生活」「社会参加」の3分
野で活動し、最後の「3」は3人一組でまずは3か月間の実践を行うというものである。
＊24	徳のある人々が物心とともに豊かに暮らす地域を目指し、文化の持つ魅力、すなわち文化力を高め堅実な経済成長を図ること、富

士山のように「豊かに廉直（心が清らかで私欲がなく、正直なこと）に生きること」を示している。
＊25	 2014（平成26）年度からは新たに「第3次ふじのくに健康増進計画」を策定し、実施中である。
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この「ふじ33プログラム」実践教室の効果としては、参加者の1日の平均歩数が1,104
歩増加したことなどがあげられる（2012年度）。一般に生活習慣の改善はなかなか続か
ないといわれているが、この教室の場合、9割を超える人がプログラム終了まで継続する
ことができた。今後はさらにこのプログラムを県内で普及させていく予定である。

（3）健康マップ作成による「見える化」
県民の特定健診データを分析して地図に落とし込み、市町の健康づくりに資する「見え

る化の健康マップ」を2010（平成22）年度に作成した。特定健診を受診した40歳～74
歳を対象に、県内の保険者である、市町国保・国保組合・共済組合・健保組合・協会けん
ぽのデータを合計することで約50万人を分析の対象とした。これは県内受診者55.7万人

（静岡県調べ）の88％をカバーしており、健保組合、協会けんぽ等のデータにより、若い
働き盛り世代もカバーしている。

これにより「県東部の市町において、メタボ該当者、高血圧症有病者、習慣的喫煙者が
多いこと」が明らかになったことから、市町等における健康課題について、首長を含めた
関係者間の認識の共有につながった。また、首長から「赤い（県より悪い）のを青く（県
より良く）するように」との指示があった市町もある。健康マップが新聞等に取り上げら
れたことから、住民が地域の健康課題に気づくことができ、「私の地域は高血圧が多いか
ら、塩分に気をつけよう」など自ら健康づくりを行うきっかけとなった。また、健康福祉
センター（保健所）単位で、判明した健康課題に対し、地域・職域・関係者が一体となっ
て取り組む地域版健康増進計画を作成し、地域の特性に応じた取組みを行っている。

図表3-2-1 「健康マップ」による見える化の例

メタボリックシンドローム該当者（男性）は東部に多いことを示している。

H22特定健診【全県】 

メタボ該当者（男性） 

全県に比べて、有意に多い 
有意ではないが、全県に比べて多い 
有意ではないが、全県に比べて少ない 
全県に比べて、有意に少ない 

資料：2010（平成22）年度特定健診・特定保健指導に係る健診データ報告書〈第2版〉より静岡県作成。

この他にも、「メタボ該当者は若い働き盛り世代（40代）から増加していること」の結
果を踏まえ、働き盛り世代の対策として静岡県で独自に開発した健康長寿プログラムであ
る「ふじ33プログラム」について、若い世代への普及を図り、健康に対して無関心な層

184 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



への対策として「健康マイレージ事業」（後述）を推進しているほか、事業所・企業等を
対象とした「企業表彰制度」を設け、企業における健康づくりに取り組んでいる。

また、「企業・事業所における習慣的喫煙者が多いこと」の結果から、健康福祉セン
ターと全国健康保険協会静岡支部が協力して禁煙に関するポスターを約1,500枚作製し、
管内の同支部に所属している1,434事業所へ配布するなど保険者と協力した取組みを実施
している。

このほか、「肥満は高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病リスクを25％押し
上げていること」の結果は、特定健診・特定保健指導実践者育成研修会等において、効果
的な保健指導の材料として活用している。

（4）市町ごとに「お達者度」を算出
お達者度とは、65歳から元気で自立して暮らせる期間を算出したものである。市町別

の「お達者度」は、介護認定や死亡の情報をもとに、生命表を用いて算出した。2010
（平成22）年度では、男性は長泉町の18.78年、女性は森町の21.93年がそれぞれ県内1
位であり、県平均は男性が17.53年、女性は20.77年である。

お達者度は、住民の健康向上を目的とした市町の取組みの効果や実態を把握することを
目的としており、特定健診データなども利用して結果を分析したところ、メタボリック症
候群や喫煙、高血圧の該当者が少ない市町ほど、お達者度が長い傾向がみられた。このほ
か、高順位の市町に共通する特徴としては「三世代同居が多い」「就農している高齢者が
多い」「地区ごとのイベントや健康教室の開催が活発」などがあげられる。

図表3-2-2 2010（平成22）年お達者度男女別上位5位市町

順位 市町名 男性（年） 市町名 女性（年）
1 長泉町 18.78 森町 21.93
2 森町 18.54 川根本町 21.66
3 磐田市 18.46 吉田町 21.44
4 裾野市 18.27 南伊豆町 21.27
5 川根本町 18.19 浜松市 21.23
平均 静岡県 17.53 静岡県 20.77

（5）健康マイレージで健康促進
「健康マイレージ」とは、県民の健康づくりを促進する新しい仕組みであり、日々の運

動、食事などの生活改善や、健康診断の受診、健康講座やスポーツ教室、ボランティア等
の社会参加などを行った住民が、特典を受けられる制度である。

市町ごとに取り組むこととなっており、2012（平成24）年10月からの藤枝市が第1
号である。その特典は、市町が健康づくりを行った住民に対して発行する優待カード（ふ
じのくに健康いきいきカード）をカード協力店において提示することで、各店が用意した
サービスを1年間利用できることである。2014（平成26）年3月末現在で8市町が実施
しており、協力店は594か所、カード発行枚数は4,053枚となっている。

県の役割としては、市町との連携・情報交換と、「ふじのくに健康いきいきカード協力
店」への参加要請である。市町の役割は、健康マイレージ事業の企画、広報、地元の事業
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所・店舗への協力要請、カードの発行であるが、協力店をいかに集めるかがポイントであ
り、県・市町それぞれが事業の拡大を図るため直接交渉している。カードが提示された場
合、県民に提供する商品やサービスは、協力店側で自主的に考え出したプレゼントや記念
品であり、その分、自治体側の財政負担が軽減されている。実際に提供されるサービスの
例としては、飲食関連では「旬の握り1皿プレゼント」、健診関係では「人間ドック受診
者に記念品進呈」、運動施設関係では「100円利用券進呈」などがある。協力店は、健康
マイレージ事業に参加することで社会貢献でき、ポスターを貼ることで県民にアピールで
きるというメリットがある。今後、県としては更なる展開を図り、実施市町や協力店を増
やしていきたいとしている。

県民にとってこのほかの効果として、「昼食後の歯みがきが今回の「チャレンジ記録」
で習慣化できるようになった」、「目標を立てて実行してみると、運動、清潔、食事内容、
生活リズムの大切さに気がついた」、「続けていくたびに楽しくなった」などの声があり、
健康づくりの意識向上につながったと考えられる。

図表3-2-3 健康マイレージ事業の流れ

1 

協力店等 
県 民 

市町 
保健センター等 

静岡県 
 

①記録表 
を入手（県民） 

②健康づくりの取組 
・自らの健康改善目標実践 
・各種健診受診 など 

④カードを協力店等に提示し、
特典を受ける 

連携、情報交換など 

協賛 
依頼 

割引サービス等特典の提供 

③取組実施 
後、記録表を提 
出、交換にカー 
ド入手 

健康マイレージ事業の流れ 

資料：静岡県ホームページより

	2	 長野県松本市
【基礎データ】

人口　242,546人（2013（平成25）年4月1日現在）
うち国民健康保険加入者　61,685人（2013年3月末現在）

高齢化率　24.9％　（2013年4月1日現在）
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【ポイント】

○子どもの時期から「望ましい生活習慣」を身につけることが将来の「予防」につな
がるため、親も巻き込みながら「こどもの生活習慣改善事業」を実施。

○自殺予防対策として、市独自の相談窓口を設置するほか、市民との協働により「気
づき・見守るための地域支援者」を育成。

○若い時から生活習慣を改善することにより将来の認知症を予防できるため、企業の
協賛のもと「脳活ポイントプログラム」を実施。

○市民との合意形成を図りながら禁煙のルールづくりに取り組むなど市役所と市民が
一体となって禁煙運動を展開。

（1）背景～健康をまちづくりの切り口に
長野県松本市では松本市総合計画（基本構想2020・第9次基本計画）において、「健康

寿命延伸都市・松本」を目指すべき将来の都市像として掲げている。
ここでいう「健康寿命延伸都市」とは、まちづくりの全ての分野において健康を切り口

とし、「人の健康」、「生活の健康」、「環境の健康」、「経済の健康」、「教育・文化の健康」、
「地域の健康」の6つの健康の実現に向けて様々な分野を連携させて総合的に進めようと
するものである。例えば、健康づくりと産業の両面から「健康寿命延伸都市・松本」の実
現を目指す新しい取組みとして、世界中から有識者を集めて健康について議論する「世界
健康首都会議」＊26を過去に3回実施している。

図表3-2-4 健康寿命延伸都市・松本　6つの健康づくりイメージ図

資料：松本市ホームページより

「人の健康」に関しては、2001（平成13）年度から健康づくり計画「スマイルライフ
松本21」を実施してきたが、2011（平成23）年度からは、第2期計画として「松本市健
康づくり計画スマイルライフ松本21」を実施中である。
＊26	世界健康首都会議では、講演会、パネルディスカッション、健康づくりに関する展示などが行われている。2013年11月に開催さ

れた第3回世界健康首都会議においては、「健康寿命延伸都市・松本」プロジェクトの一環として、株式会社ローソンとの間で締結され
た「松本市民の健康づくりに関する協定」に基づく、ローソン店舗敷地内での「まちかど健康相談」等の取組みが紹介されている。
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松本市が取り組んでいる先進的な事例としては、「こどもの生活習慣改善事業」、「いの
ちを大切にするまちづくり～自殺予防対策事業」、「若い時からの認知症予防事業」、「タバ
コと向き合う松本スタイル」などがある。

（2）こどもの生活習慣改善事業
「こどもの生活習慣改善事業」は、従来から学校で実施している血液検査の中で、児

童・生徒の中にHDL（善玉）コレステロール値の低値者の増加や血糖値の異常、肥満や
やせ過ぎなどが認められるケースがあることを踏まえて、子どもの時期からの「望ましい
生活習慣」を身につける目的で始めた。

具体的には将来の生活習慣病予防のため、子どもの実態調査（血液検査や歩数調査等）
に基づき、保健指導プログラム等により体力づくりや食生活の改善を目指している。具体
的にはモデル校（2011年度では4つの小・中学校、2012（平成24）年度では7つの小・
中学校）で、HbA1cと尿酸値の項目を追加した血液検査を実施した。2012年度の結果、
血糖値が上限を超える小学生が男子10.6％、女子10.3％、中学生では男子14.8％、女子
13％となっていること、中性脂肪で上限を超える中学生女子が12.3％いることがわかっ
た。また、歩数調査では、小・中学生ともに休日の歩数が平日歩数の半数にとどまってい
ることがわかった。

血液検査を行った小・中学生には、保健指導プログラムとして、「自分の身体を知り、
生活習慣の大切さに気づこう」をテーマに血液検査の結果に基づく説明を行っている。ま
た、「食・運動の大切さを学び体験をしよう」というテーマで保健師、管理栄養士等によ
る「健康の学び出前講座」も実施している。

また、休日の活動量が少ない実態を踏まえ、身近な地域での親子の体力向上のため、
「親子あそびランド」を開催している。これは、最近子どもとの遊び方を知らない親が多
くなってきていることから、休日を利用して親子で楽しく体を動かす体験を行い、親子が
学べる機会を提供するものである。身体の基盤となる「足裏」が小学校低学年までに形成
されることにも着目し、幼少期から運動習慣を定着させることを目的としている。

このように子どもの時から、望ましい生活習慣を身につけさせることによって、大人に
なってからの生活習慣病のリスクを減らし、将来の健康寿命を延ばすことにつながると考
えられる。

（3）いのちを大切にするまちづくり～自殺予防対策事業
松本市では毎年50人前後の自殺者がおり、その数は交通事故死亡者数と比較すると4

～5倍となっている。このため、2010（平成22）年10月から、市の独自の自殺予防専用
相談窓口「いのちのきずな松本」を開設した。これは、生活や健康の不安、悩みについ
て、気軽に相談できる相談窓口を充実させ、必要があれば、迅速で具体的な支援を図るこ
とで自殺を予防するものである。

相談人数は、2010年度には96人、2011年度には111人、2012年度には110人であっ
た。このうち、男女比では女性が6割を占め、年齢別では40・50代が30％、60歳代以
上が25％で、このうち、実際に自殺を考えていた人は18％であった。相談には専門の相
談員と保健師の2名体制とし、電話と面接により応じているが、相談内容によっては、庁
内の関係課により編成されるサポートチームにつなぐ場合もある。例えば、40・50代が
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悩んでいるのは生活保護・多重債務・就労問題などがあるが、これを適切な支援に結び付
けることで、自殺を思い留まってもらえた例もある。

さらに市では庁内・庁外との連携を図るための会議を開催しているほか、市民と行政の
協働により、「気づき、見守るための地域支援者の育成」を積極的に行っている。これは
地域で活動する町内会長、民生委員・児童委員などに、自殺の危険を示すサインに「気づ
き、見守るための地域支援者」として活動してもらえるよう、研修会を開催するものであ
る。2012年度には100回開催し、参加者は1,749人であった。

（4）若い時からの認知症予防事業
若い時から生活習慣を改善することが将来の認知症予防につながるということを、広く

市民に周知することによって、自らが進んで取り組むきっかけとする事業を2009年度か
ら開始した。2010年度からは「脳活ポイントプログラム」を開始し、2011年度からは
企業や団体と協賛してより多くの市民に周知している。
「脳活ポイントプログラム」は、市民が積極的に健康づくりの活動（スポーツクラブ利

用や講習会、健康診断など）に参加することによって認知症を予防する事業である。生活
習慣病予防のためには食生活や運動などが必要であること、併せて認知症予防には人との
交流や生きがい活動などが有効であることから、「食事」「運動」「健康」「仲間」という4
つをキーワードとして、自分でできることに取り組んでもらうようにしている。また、
ウォーキング、調理、新聞、本、体操など、体と頭を使って健康づくりをすることが、生
活習慣病の予防に、将来的には認知症の予防につながることから、「脳活」といった言葉
を使って事業を展開している。市図書館や体育館等の利用、健康イベントや講演会への参
加、協賛企業の施設の利用などでポイントシールを集めて応募すると、豪華景品や健康
グッズが当たるというメリットもある。

応募者数は2010年度が2,190人であったのに対して、2013年度には5,949人と増加
しており、協賛企業も2011年度の32団体から、2012年度には39団体へと増加してい
る。

応募者数のうち、20代～50代の応募者数は2011年度33％から、2013年度42.2％へ
と増加してきており、「若い時からの認知症予防」という目的が浸透してきていると考え
られる。

（5）タバコと向き合う松本スタイル
松本市は、禁煙運動を展開する際、条例によって喫煙を規制するのではなく、市民との

合意形成を図りながら、禁煙のルールづくりに取り組みたいと考えており、これが松本市
の特徴となっている。

具体的には、2008（平成20）年度から、「さわやか空気思いやり事業」を開始し、「全
面禁煙」「分煙」等のステッカーを配布するなど市民への啓発を推進した。その後、「タバ
コと向き合う松本スタイル」として2013年度に大学教員・医療関係者・一般市民・民間
企業社員・市職員などで構成する受動喫煙防止対策協議会を設置して禁煙運動の取組みを
スタートさせた。その象徴として、市役所と市民が一体となって、まずは松本駅前広場を

「さわやか空気思いやりエリア」（禁煙エリア）に設定した。地区公民館では地域住民の声
で禁煙を自主的に決めてもらうこととし、半数以上が喫煙場所を設置したり全面禁煙にし
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て、受動喫煙防止対策を講じている。
また市としては、受動喫煙防止の周知のため、川柳やポスターの募集・展示、受動喫煙

防止フォーラムやたばこを題材にした落語、喫煙防止教育に関する講演会などの施策も
行っている。

一方、市有施設建物内や市内小中学校敷地内については、市の方針で全面禁煙としてい
る。

これらの様々な運動の結果、喫煙者の割合は徐々に減少している。男性の喫煙者割合は
2008年度に25.6％であったが、2011年度には22.3％に減少している。女性も4.5％か
ら4.3％に減少した。

	3	 広島県呉市
【基礎データ】

人口　239,401人（2013（平成25）年3月末現在）
うち国民健康保険加入者　53,943人（人口の22.5％）

高齢化率　31.0％（2013年3月末現在）
うち国民健康保険加入者の高齢化率　47.8％

【ポイント】

○レセプトをデータベース化して医療費を分析し、医師会、薬剤師会等との協力の下、
ジェネリック使用促進通知（切り替えた場合の差額を明示）と糖尿病性腎症等重症
化予防事業を実施。

○市民の塩分摂取量の把握を進めつつ、幅広い世代に向けて減塩の必要性を説く「は
じめよう！減塩生活」を実施。

（1）背景～国保財政健全化へのたゆまぬ取組み
広島県呉市は、人口約24万人、県内第3位の人口規模を持つ都市である。第二次世界

大戦前は海軍の拠点であったため、当時から医療施設が充実していた（現在も病床数400
床以上の大規模病院が3つある）が、1986（昭和61）年頃には約16.8億円の累積赤字を
抱えていた。ただし、この点に関しては、適切な保険料率を設定したことに加え、全国的
に見ても良好な保険料の収納率などもあり、1991（平成3）年度には解消することがで
きた。

しかしながら、高齢化の進展に伴い、国民健康保険での1人当たり医療費は増加傾向に
あった。このままでは、さらに収納率の向上に努めても限界があり、医療費の適正化が必
要であるとの認識が呉市独自の取組みの背景にあった。また、この危機感は呉市の医師会
などとも議論を通じて共有することができたことから、後述するとおり、最近の取組みに
も良い影響をもたらしている。

（2）全国初「ジェネリック使用促進通知」
呉市は、2008（平成20）年度から、レセプトのデータベース化を進めるのと同時に、

医療費適正化対策としてジェネリックの使用促進通知を全国に先駆けて始めた。
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具体的には、長期にわたって服用し続けなければならない医薬品等については、先発医
薬品と切り替え可能なジェネリック医薬品との差額等を被保険者に情報提供するというも
のである。

この当時、すでに健康保険組合はこのような差額通知を実施していたが、市町村の場
合、地域の医療関係機関との調整が欠かせず、時に難航する場合もある。呉市では2006

（平成18）年5月から呉市医師会・呉市薬剤師会などと事前協議を開始し、徐々に他の関
係者へと説明・議論を広げていった。

そして、2008（平成20）年1月に呉市の翌年度予算（2008年度予算）において、レ
セプトの電子データ化・データベース化実施のための事業予算が組み込まれた。2月13
日に、報道関係者にプレスリリースしたところ、翌14日に地元の新聞＊27の朝刊1面で

「あなた向け安価な薬、市が紹介。呉市ジェネリック情報通知へ。国保5万5千世帯対象」
との見出し入りで大々的に紹介された。

このことを契機に、全国に大きな反響を巻き起こしたものの、従前から築き上げていた
呉市と医師会などの団体との信頼関係は揺るがず、引き続き議論を重ねることができた。
また、同時期に、医師に対して、投薬等を行うに当たってジェネリック医薬品の使用を考
慮する努力義務が設けられるとともに、処方箋様式の変更により、後発医薬品への変更不
可の医師の署名がある場合以外は、薬剤師がジェネリック医薬品を調剤できるようにする
という追い風もあった。

その後、同年7月には1回目のジェネリック医薬品促進の通知をジェネリック医薬品へ
の切り替えによる効果が高いと思われる対象者に宛てて通知した（2011（平成23）年度
以降は隔月に通知）。

この結果、制度開始から2013（平成25）年3月までの累計で約5億円の薬剤費の削減
を果たすことができた。また、通知を受け取った人の約8割がジェネリック医薬品の切り
替えを行った。

（3）糖尿病性腎症等重症化予防事業
次に呉市は、糖尿病や糖尿病性腎症で通院する国保の被保険者に着目した。ひとたび人

工透析を行うとなれば、週3日程度、1回当たり数時間の治療が必要であり、患者とその
家族の生活の質が低下すること、また、保険者側も人工透析に要する医療費が高額である
ことから、人工透析等への重症化を防止する事業に取り組んだ。

具体的には、患者に対して、主治医の指導の下、広島大学が研究・開発した疾病への自
己管理能力を高めるプログラムを疾病管理看護師（広島大学のベンチャー企業からの派
遣）が実施するという仕組みを構築した。

腎臓病治療の三本柱は、食事療法、日常生活管理（運動・休養など）、薬による治療で
あることを基本に、対象となった患者に対して、専門的な訓練を受けた看護師による個別
支援（面談か電話による指導）を6か月にわたって行うこととした。また、支援を終えた
患者に対しても、6か月ごとのフォローアップ、低たんぱく等の食事方法の実践を学ぶ料
理教室、糖尿病予防講演会、患者家族会「呉そらまめの会」による支援など、手厚い対応
を行った。

フォローアップに参加した患者については、腎機能がほぼ維持され、HbA1cの値が改
＊27	 2008年2月14日中国新聞朝刊1面

平成26年版　厚生労働白書 191

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



善し、新たに人工透析の治療に移行した人がいないといったデータを得た。このことは、
先に述べた仕組みがうまく機能し、患者の自己管理能力の向上に寄与したことを示唆して
いる。

（4）「減塩サミットin呉2012」の開催から「はじめよう！減塩生活」へ
三大疾病とも称される「がん、心疾患、脳血管疾患」による死亡率について、2012

（平成24）年の人口動態調査によれば、呉市は全国平均よりも高い状況にあった。
これらの疾患を発症する原因は一様でないが、数ある要因の一つに塩分の過剰摂取があ

げられることに呉市は着目した。
そのきっかけの一つに、2012年に「減塩サミットin呉」が開催されたことがある。こ

れは、塩と健康・疾患に関する研究発表など学術的内容と、一般市民も対象にしたシンポ
ジウム、展示、児童生徒も楽しく学べる企画、減塩の屋台の出店など、知的好奇心を満た
す総合的なイベントである。開催に当たって、地元の医師が代表となって実行委員会を立
ち上げるとともに、呉市も共催として全面的に協力した。

サミット開催当日は、多岐にわたる分野から約8,000人もの参加を得て、盛況に終わっ
たのみならず、減塩に向かう機運が高まり、呉市は、減塩による健康づくりの推進に向
かって動き出した。

ちょうど、2012年は、呉市の健康増進計画である「健康くれ21」の改定時期に当た
り、新たに健康増進計画と食育推進計画を一体化させ作成した「第2次健康くれ21」の
重点分野として盛り込んだ「食を通じての健康づくり」の中に、減塩に関する計画と目標
を立てた。

2013（平成25）年度から「はじめよう！減塩生活」と銘打って実施している取組みは
大きく3つからなる。一つ目は「減塩いいね！キャンペーン」である。呉市民全体に対し
て働きかける方法（ポピュレーションアプローチ）であり、市民を対象にした健康教室の
開催やSNS（Social Networking Service）の活用による啓発を行った。

二つ目には、「カラダよろこぶ！減塩プログラム」である。これは、市の特定健診項目
の一つである尿検査の中に、推定食塩摂取量検査を入れて、摂取量が多く血圧も高い人に
対して、その危険度を下げるよう働きかけをして病気を予防する方法（ハイリスクアプ
ローチ）によるもので、具体的には、減塩に特化した食事に関するカリキュラムによる個
別の支援などを行うものである。

三つ目には、「減塩でおいしい！食育」（子どもから保護者につながる減塩）である。保
育所や幼稚園、小学校などと連携して子どもの頃からの減塩の必要性を啓発し、保護者へ
の意識づけを行うものである。

この事業の特徴となる推定食塩摂取量検査については、今後5年間で延べ5万人に対し
て実施する予定であり、蓄積したデータを市民にフィードバックしながら実用的な事業と
なるように今後も推進していく予定である。

（5）地域総合チーム医療の構築に向けて
以上のように、様々な取組みにまい進している呉市は、糖尿病性腎症重症化予防事業の

枠組みを利用して、他の生活習慣病関係の疾病（慢性腎臓病、脳血管疾患など）について
も、対策を講じていきたいと考えている。
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実施に当たっては、呉地域保健対策協議会を構成する、医師、歯科医師、薬剤師、看護
師など多職種からのアプローチによる疾病管理・保健事業が重要であり、呉市はこれを

「地域総合チーム医療」として進めていく予定である。
また、統計の整備や分析、食事教室などを通じて、引き続き減塩に向けて取り組み、健

康寿命日本一のまちを目指している。

	4	 静岡県藤枝市
【基礎データ】

人口　146,214人　（2013（平成25）年3月末現在）
うち国民健康保険加入者　38,684人（人口の26.5％）

高齢化率　24.6％　（2013年3月末現在）

【ポイント】

○ウォーキングを楽しく実施できるよう「バーチャル東海道の旅」、「ふじえだ健康ス
ポット20選」を実施。静岡県の「健康マイレージ」を、県内で初めて「ふじえだ健
康マイレージ」として具体的に実施（Webスマホ版も導入）。

○土曜健診の実施、無料送迎バスの運行、希望者に対する健診項目の追加など様々な
工夫により特定健診受診率が向上。

○地域住民の中から「保健委員」を選出し、保健師のバックアップを得て市内全域で
保健活動を推進。

（1）背景～長年の改善努力
静岡県藤枝市の保健事業の歴史は古く、合併による市制施行（1954（昭和29）年）を

機にスタートした。当時、市の乳児死亡率（出生千に対する比率）が静岡県平均に比して
高かったことから、行政、病院、医師会、そして地域が一体となって公衆衛生活動・地域
保健活動に尽力し、20年後には健康指標が大きく改善した。この連携体制はその後今日
まで40年間、市民の健康づくり推進の基盤となっている。

特に健康・予防分野では、保健計画に食育推進計画・歯科保健計画を加えた「元気ふじ
えだ健やかプラン」を策定し、「日本一元気なまち　ふじえだづくり」をスローガンに施
策に取り組んでいる。

藤枝市の強みである「守る健康」＝「予防活動や疾病の早期発見・早期治療の更なる強
化」と「創る健康」＝「市民参加・団体協力型の地域ぐるみの健康機運の向上」を柱に、

「“健康・予防日本一”ふじえだプロジェクト」など多くの施策を推進し、地域や各産業の
賑わいづくりの視点も取り入れ、市民参加型の特徴ある健康づくり運動を展開中である。

（2）健康・予防日本一への工夫
1バーチャル東海道の旅

日本橋から京都三条大橋までの東海道495.5キロメートルを歩く（走る）旅を、疑似体
験しながら記録できるシートで、日常の運動習慣を推進する一助としている。

2012（平成24）年1月から開始し、これまでの完歩報告者は2年間で延べ550人。完
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歩者にはさらに「奥の細道コース」や「四国お遍路コース」などの継続記録ツールを提供
している。

2ふじえだ健康スポット20選
健康スポットとは、「疲れやストレスから解放されるなど、楽しんで健康になれる場所」

や「行くだけで癒やされたり、元気になったりする場所」のことで、2012（平成24）年
に「楽・癒・美・食・鍛」をキーワードとして市内の20か所を公募で選定、到着までの
消費カロリーや運動強度などを記載したマップで紹介している。

観光と健康とのマッチングで市の名所を内外にアピールし、点を線で結んだ賑わいづく
りとして、複数のスポットを結んだウォーキングイベントやフォトラリー＊28に発展させ
ているほか、JR東海主催の「さわやかウォーキング」＊29を活用し、延べ1万人を誘客する
など、健康を切り口にした来訪者の増加とにぎわいづくりを進めている。

3ふじえだ健康マイレージ
2012（平成24）年10月、運動・食事・社会参加・健（検）診など、各自のライフス

タイルにあった健康行動を応援し、定着させる新戦略としてスタートした。
運動・食事・休養・歯磨き・体重計測の5つの目標からなる毎日の健康行動と「特定健

診・人間ドックの受診」、「地域行事への参加」などのボーナス項目でポイントを貯め、4
週間以上の実践で100ポイント貯まると、1年間有効の「ふじのくに健康いきいきカード」
が貰える。このカードを協力店に呈示すると「お買い物5％オフ」、「ドリンク1杯サービ
ス」、「カラオケ1時間無料」など各店で様々な特典が受けられる仕組みである。

このマイレージの大きな特長は、健康とは異なる切り口である「お得感」を前面に出し
て健康づくりに参加するきっかけづくりを狙っていることであり、協力店側としても、集
客効果と同時に、ポスターやのぼりで社会貢献をPRでき、店のイメージアップを図るこ
とができる。また市としても、企業や店舗と協力して健康づくりを推進できる上、達成者
への特典について経費がかからない。つまり参加者がどれだけ増えても制度の続行が可能
なWIN-WINの関係が構築されている。

2013（平成25）年2月からは、スマートフォンやパソコン、携帯電話でも利用できる
Web版をスタートさせ、若年層の取り込みも進めている。2014（平成26）年1月現在、
マイレージ達成者は400人、Web版登録者は600人、協力店は600店にのぼっており、
達成者からは「毎日食事と運動が意識できるようになった」などの感想が寄せられてい
る。

（3）特定健診受診率向上策と工夫
国民の健康づくりへの関心は高いにもかかわらず、それが特定健診等の受診という具体

の行動にはなかなか結びついていない。その理由として「めんどうだから」、「時間がとれ
なかった」などがあげられている。

集団健診方式を取り入れている藤枝市は、特定健診の受診率向上のため地元医師会と協

＊28	フォトラリーは“ふじえだ健康スポット20選”を回ってお気に入りの写真を撮影して応募すると抽選で市から賞品（友好交流都市
である沖縄県宮古島の特産品など）をもらえる仕組みである。

＊29	 JRさわやかウォーキングはJR藤枝駅を起点としたウォーキングプログラムのことで、予約は不要で無料であり、気軽に参加できる。
参加してスタンプを集めると賞品（タオルなど）をもらえる仕組みである。
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力して様々な工夫を施している。仕事で都合がつかない人のために「土曜日や午後の健
診」を行うとともに「年間の日程表（115日）の中から自分の都合がいい日を選べる」と
いう選択方式を取り入れ、交通の便が悪く健診会場に行きにくい人には、市の指定日に無
料送迎バスの利用ができるようにしている。さらに、健診の魅力アップのために詳細な健
診項目を全員が受診できるようにし、がん検診等を同時に受けられるようにするなど、受
診者に多大な利便が図られていることから、リピーター率も高い。加えて、2013（平成
25）年度よりいち早くピロリ菌胃がんリスク判定も開始して市民に人気がある。

特定健診の受診券は町内会ごとに送付されるため、隣近所で誘い合うなど受診率の向上
に結びついているほか、未受診者には再通知を発送するなどの工夫も重ねている。

これらの工夫と努力により、藤枝市の特定健診受診率は、2012（平成24）年度は
47.2％と、市町村国保の平均値（静岡県全体の平均値33.9％、全国33.7％）を上回って
おり、同県内10万人以上の市の中では最も高くなっている。

（4）市民による強力な保健委員体制
藤枝市の保健分野職員として18人の保健師が日々施策に取り組んでいるが、その活動

を支える市民組織として市内に約1,000人の「保健委員」が、市民が自ら健康に導くこと
ができるように地域活動を展開している。結束の固い自治会組織を基盤として、60～80
世帯に1人の割合で地域の保健委員を選出し、各地で自主的に保健講座開催などの活動を
行っている。既に30年以上の歴史があり、保健委員OBの数は2万人を超えた。

市内12の支部で多様な保健委員活動を展開する中、毎年「保健委員活動重点事業」と
して全支部共通のテーマを定め、「メタボリックシンドローム」、「がん検診」、「慢性腎臓
病予防」等の健康教育を実施するなど対策に取り組んでおり、市民の健康意識の醸成と、
特定健診やがん検診の受診率向上に貢献していると考えられる。

	5	 新潟県妙高市
【基礎データ】

人口35,287人（2013（平成25）年3月末現在）
うち国民健康保険加入者8,575人（人口の24.3％）

高齢化率30.5％　（2013年3月末現在）

【ポイント】

○「総合健康都市　妙高」の実現を目指し、「妙高元気いきいき健康条例」を制定。
○市民の食塩摂取量を把握。「みょうこう減塩生活大作戦」を展開し、年代別に普及啓

発を推進。
○地元の自然資源を活用した健康づくりや地元のスポーツクラブ等と連携して身体活

動量の増加に向けた取組みを実施。
○乳幼児期からの歯科保健指導を親子向けに実施。

（1）背景～健康寿命の延伸を目指して
新潟県妙高市の健康づくり運動としては、2001（平成13）年度に策定された第1次計
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画「すこやかライフプラン21」に基づく疾病予防対策等に始まる。
さらに、2013（平成25）年度からスタートさせた第2次計画では、「健康寿命の延伸」

と「医療費の削減」を目指している。対策の柱は「生活習慣病の発症予防と重症化予防」
と「健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」である。

（2）元気いきいき健康条例の制定
妙高市は、2013年4月に「元気いきいき健康条例」を施行し、市民や地域コミュニ

ティ、事業所への啓発を行っている。この条例では、市民の責務や役割として「市民は、
自分の健康は自分で守り、つくるため、次に掲げる事項に努めなければならない。」とい
う健康づくりに関する基本理念を定めている。具体的な取組みとして、「①バランスのと
れた食事の摂取、日常的な運動の実施、十分な休養及び睡眠、適正な飲酒、禁煙等、生活
習慣病予防に取り組むこと、②定期的に健康診査、がん検診、歯科検診その他の健康診断
を受けることにより自らの心身の状態を把握し、健康の保持増進に努めること、③運動習
慣の定着化、生きがいづくり、積極的な交流などにより介護予防に取り組むこと、④疾病
の状態に応じて必要な治療を受けること」を明確にし、市としての方向性を示した。

（3）バランスのとれた食事の摂取
妙高市では食品を栄養の特徴から4つの食品群にわけ、各群から

適量ずつ食べる「バランス食」を勧めている。4つの食品群とは、
1群（乳製品・卵など）、2群（肉・魚・大豆製品など）、3群（野
菜・いも・果物・きのこ海藻など）、4群（ごはん類・砂糖・油・
嗜好食品など）を指す。2012（平成24）年度に実施した食生活調
査では、4群の摂取量が多く、3群が不足しているという結果と
なったため、市では市内100の会場でバランスの良い食生活（食
品量・食べ方）の啓発を実施し、また、健診結果説明会では健診
データの読み方の解説と食生活指導も実施している。

また、みそ汁や漬け物を食べる頻度が多いことから、一日当た
りの食塩摂取量（11.2g）が厚生労働省の基準（男性9.0g、女性
7.5g）を大きく上回っている。このため、「みょうこう減塩生活大
作戦」と名付けて改善運動を展開している。具体的には、市民の
年代別に、減塩生活についての知識の普及を図っている。乳幼児
に対しては、「子育て応援食育キャラバン」として3歳児健診の際
に汁物の塩分測定とともに食塩摂取基準量やバランス食の周知な
どを行っている。保育所・幼稚園・学校においては、給食の塩分
量・塩分濃度の周知、減塩メニューの提供などの取組みを行って
いる。さらに、特定健診受診者に対しては、減塩に配慮した生活
や血圧と脳血管疾患・塩分の関係について周知を行い、75歳以上には後期高齢者医療被
保険者証の送付時にチラシを同封するなど、ライフステージに合わせたきめ細かな対策を
実施している。

減

活

生

塩

妙高市減塩キャラクター

へらしお君

みょうこう減塩生活大作戦
のぼり旗

196 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



（4）妙高の自然を利用した健康運動
市民の身体活動量を増やすことは生活習慣病の発症や要介護状態の予防になることか

ら、活動量を増やしていくための知識や実践的な方法について健診結果説明会場や健康教
室で周知している。また、フィットネスクラブなどの民間の運動施設やNPO等による総
合型スポーツクラブと連携し、健診時に無料お試し券付きチラシを配布し推奨している。

さらに新しい対応として、市民の健康寿命の延伸を図るために妙高の持つ自然資源や温
泉を活用した「健康保養地プログラム」を実施している。日常的に気軽に実行できる
ウォーキングや筋力トレーニングなどの運動の推進のほか、エコトレッキングの参加促
進、森林セラピー（森林浴効果により、心身の健康維持を目指す）、登山道、遊歩道の利
用促進などにも取り組んでいる。

また、運動習慣の定着をはかるため、2013（平成25）年7月にオープンした市総合体
育館を利用して、ラジオ体操の全地域への普及を進めているほか、2014（平成26）年度
からはウォーキングマップの普及や、市民が日常的に行う健康づくりや環境活動などにポ
イントを付与し、ポイントがたまると万歩計やクッキングスケールなどがもらえる「健康
妙高エコマイレージ」など新しい健康づくり事業に取り組んでいる。

（5）歯・口腔機能の健康日本一
歯・口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要な機能を持っているため、

歯が作られる一番大事な乳幼児期や学童期の歯科保健行動の習慣づくりは極めて重要であ
るものの、保護者に委ねられることが多い。このため、妊婦歯科健診の実施や親子で一緒
に歯科保健指導を受けられるようにしており、むし歯や歯周病予防、ブラッシング指導等
を習得してもらい、歯・口腔の健康意識を持てるようにしている。また、学童期からむし
歯予防に合わせて歯周病に関する正しい知識の普及や予防の取組みを行っている。

過去13年連続で12歳児一人当たりのむし歯数が一番少ない新潟県（2013年度で、全
国平均1.05本に対し、新潟県は0.55本）の中にあっても、妙高市は0.16本とさらに少
ない結果となっている。
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	 第3節	 企業＊30の取組み

	1	 株式会社タニタ
【基礎データ】
健康保険組合加入者数　417人（2013（平成25）年3月末現在）

被保険者数　215人（2013年3月末現在）
被扶養者数　202人（2013年3月末現在）

【ポイント】

○自社の計測機器とインターネット等を活用した健康管理システムを主軸とする「タ
ニタの健康プログラム」を開発し、社員の健康状況を「見える化」。
○歩数を競う「歩数イベント」を開催して社員を表彰することで、社員の健康づくり
へのモチベーションを向上。
○社員食堂でヘルシーなメニューを提供。また、そのノウハウを書籍化、レストラン
化するなどして社外にも提供。

（1）社員の健康が企業の成長にとって重要
株式会社タニタ（以下「タニタ」）は、家庭用・業務用計測計量機器の製造・販売と健
康サービス事業を主とする健康総合企業である。タニタは2008（平成20）年に特定健康
診査・特定保健指導が開始されたのを機に自社の健康保険における医療費や社員の健康管
理状況を確認したところ、メタボリックシンドローム該当者が企業経営のリスクファク
ターであることに気づいた。
このため、健康ビジネスを展開する自社にとって、社員の健康管理の取組みは重要な
ファクターと考え、「社員の健康は企業のポテンシャルを向上させる」という考え方を前
面に打ち出すこととした。
具体的な方策として考え出した取組みが「タニタの健康プログラム」である。このプロ
グラムは、通信機能を備えた歩数計・体組成計・血圧計の各計測機器とインターネットを
活用した健康管理システムを主軸とするものであり、2009（平成21）年から導入している。

（2）タニタの健康プログラム
「タニタの健康プログラム」の目的は「社員の健康増進」と「メタボリックシンドロー
ムゼロの達成」に置かれ、各計測機器を活用して「からだの状態を見える化」することに
よって本人の行動変容を促し、正しい生活習慣に導くことを狙いとしている。
具体的には、社員に「歩数計＊31」を配布して日々の歩数を計測させ、さらに定期的に

「体組成計＊32」、「血圧計」で計測した各データをデータベースに蓄積し、専用プログラム
＊30	以下本節と第5節において「企業」という場合、「被用者保険の保険者」も含めることとする。これは、健康づくりに関する取組み

を考える上で企業と社員、社員の家族という関係は、被用者保険における保険者と被保険者、被扶養者の関係と類似しているためであ
り、本節と第5節で「東京都職員共済組合」の取組みを紹介しているのも、こうした理由によるものである。

＊31	日々の歩数計測結果は、リーダー（自動読み取り機）を介して、自動的にデータが専用サーバーに蓄積される仕組みとしている。
＊32	「体組成計」とは、体脂肪率や筋肉量、推定骨量など人間の体の組成分を計測するための機器。体重、体脂肪率、BMI、筋肉量、内

臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率等が計測できる。「体組成計」の計測データを基にフィルタリングすること
で、国の基準に合致したメタボ予備軍の早期発見が可能となっている。

198 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



で解析している。その解析した結果を健康スタッフ（医師、保健師、健康運動指導士、管
理栄養士）が社員の健康指導や早期スクリーニング等に反映させている。
また、社員自身もパソコンやスマートフォンで内容を随時確認できるようにし、体の状
態が数値でわかるようにしている。
このように、まずは体の健康状態を正しく把握できる計測環境を整えた上で、運動の奨
励と社員食堂での食事・食育のサポート等により健康増進を図るのが、このプログラムの
大きな柱となっている。利用者にとっては、体組成計で定期的に計測することにより運動
や食事の効果が数値でわかるのが魅力である。
運動の奨励については、人の基本運動である「歩く」ということに着目し、歩数計を全
社員に配布し、計測を義務づけた。歩数を競う「歩数イベント」を開催し、歩数をランキ
ング方式で表彰することで社員のモチベーションアップにつなげている。
タニタでは、このプログラムの導入後、2012（平成24）年度の一人当たり医療費は、
2011（平成23）年度と比較して18,204円削減されている。

図表3-3-1 タニタの健康プログラム概念図

歩数・体組成・血圧のチェック 

からだの状態を「見える化」することで行動変容を促進 

体組成計 血圧計 

「タニタの健康プログラム」概念図 

専用サーバ 

パソコンや携帯電話、
スマートフォンで確認 

従業員 

指導スタッフ 

計測データを 
指導に活用 

歩数計 

歩数、計測データ、 
個人ＩDを転送 
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図表3-3-2 タニタの運動奨励

歩数を競う「歩数イベント」 

ゲーミフィケーションで参加者のモチベーションを向上 

社内にランキングを掲出 期間中のランキングはネットでチェック 

イベント終了後、上位者には賞品を進呈 

（注） ゲーミフィケーション：遊びや競争など人を楽しませる要素を取り入れた取組み

（3）自社で培った健康づくりのノウハウを社外へ提供
タニタは、自社で培った社員の健康づくりのノウハウを社外へも提供している。その代
表的なものが、『タニタ食堂』である。
タニタは、1944（昭和19）年の創業以来、ヘルスメーターやクッキングスケールなど
の計測計量機器の提供を通じて健康づくりに寄与する中、機器の研究を重ねる過程で健康
と食事は互いに深く結びついていることを再認識し、1990（平成2）年に、クリニック・
レストラン・運動指導の3つを行う一般向けの減量施設「ベストウェイトセンター」を開
設した。同施設は、食事と運動との関係などのデータ蓄積を図るという初期の目標を一定
程度達成したため閉鎖したが、その施設を社員向けの食堂に転用したのがタニタ食堂の始
まりである。当初のメニューは、とにかくカロリー重視の献立であったため、味は薄く量
は少なく、社員から不満の声ばかりが聞かれた。その後、おいしさの追求に重点を移し、
「満足度」を意識したメニューへとシフトさせた。高級食材は使用せず旬の野菜を多く取
り入れ、美味しくてヘルシーなメニューを提供できるよう工夫と努力を重ねた。
メタボ解消にはカロリー＊33を抑える必要があるが、社員食堂で提供されるメニューは

余分な油分を減らすことで、毎日の昼食を500キロカロリー前後に抑えることがポイン
トになっている。1日200キロカロリーを減らすことにより、1か月で4,000キロカロ
リー、3か月継続することで12,000キロカロリーの抑制を目標においている。塩分の総

＊33	「日本人の食事摂取基準（2010年版）」（厚生労働省）によると、1日の推定エネルギー必要量は、身体活動レベルが「ふつう」の場
合に男性（18～69歳）で2,450～2,650Kcal/日、女性（18～69歳）で1,950～2,000Kcal/日とされている。
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量は約3g前後にして、塩分を控えているため、料理自体が物足りない味付けにならない
よう、香味野菜やスパイスを利用してアクセントをつけている。
社員食堂で提供されるメニューのレシピを本にして発売したのが「体脂肪計タニタの社
員食堂」（大和書房刊）であり、2014（平成26）年3月現在、シリーズ累計532万部を突
破したベストセラーとなっている。
また、「社員以外でも食べられる場所を提供して欲しい」という声にも応えて東京都内
に「丸の内タニタ食堂」を2012（平成24）年1月にオープンさせるとともに、ホーム
ページで日替わり・週替わり定食のレシピを公開し、メタボ改善に広く役立たせててい
る。
さらに、社員のメタボ改善のため新たなメニューづくりなどタニタ社員食堂の奮闘ぶり
を描いた作品が『映画　体脂肪計タニタの社員食堂』というタイトルで2013（平成25）
年5月に全国で公開されている。
タニタでは、こうした取組みに加え、住民の健康増進を図る目的で、地方自治体向けの

「タニタの健康プログラム」を始動＊34させており、今後もこれまで社内で培った健康づく
りのノウハウを提供していく考えである。

丸の内タニタ食堂（東京・丸の内） 日替わり定食（根菜とひき肉のしぐれ煮）

	2	 株式会社大和証券グループ本社
【基礎データ】
大和証券グループ（大和証券、大和総研などグループ約20社で構成）
健康保険組合加入者数　24,853人（2013（平成25）年3月末現在）

被保険者数　12,777人（2013年3月末現在）
被扶養者数　12,076人（2013年3月末現在）

＊34	埼玉県朝霞市と協働し、団地の住民を対象として、タニタ健康プログラムを実践する「団地丸ごとプロジェクト」を2013年度に実施。
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【ポイント】

○健診データ等を分析して、「生活習慣病」と「ハイリスク者（健診で病院の診察が必
要と判定された人）」を健康増進対策の中心に。
○関係部署の連携の下、健診結果閲覧サイトを導入して自身の健康状況を「見える化」。
○ハイリスク者に対して「イエローペーパー」を送付し、8割が医療機関を受診。
○保健師や同僚等による手厚いサポートなどきめ細かい禁煙支援の取組みを実施。

（1）「生活習慣病」を中心とした健康増進対策を開始
大和証券グループ本社は、職場での特定健診・特定保健指導が義務化された2008（平
成20）年から、グループ社員の健康増進に向けた本格的な取組みを開始している。その
きっかけとなったのはデータ分析である。健康保険組合が2008年のレセプトデータを分
析したところ、社員の疾病の中心（上位3疾患）は「生活習慣病」であった。人間ドック
の受診率は高いものの、ハイリスク者（病院での診察が必要と判定された人）のうち、実
際に診察を受けた社員が2割程度にとどまっていることがわかり、社員の健康意識の低さ
に危機感を覚えた。
さらに、全社員を対象とした2009（平成21）年の一般健康診断結果を分析すると、生
活習慣病リスクを持っている社員が37.8％に上っており、特定保健指導対象者（39歳以
下で同様の状況にある社員を含む）は14.8％となることが把握できた。
これらの分析結果を踏まえ、健康増進対策の中心を「生活習慣病」と位置づけ、「ハイ
リスク者対策」を最優先課題とした。併せて、全グループ社員の健康意識を段階的に高
め、将来のハイリスク者を減らすことを目指し、各種施策や啓発活動の取組みを開始し
た。
関係部署の連携も強化した。従来は、人事部、産業保健スタッフ（産業医、保健師）、
健保組合が別々に社員への健康増進の取組みを行っており、社員から見ると窓口が複雑で
わかりづらい状況であった。このため、3つの主体が改めて強固に連携し、一体となって
取組みの検討からアナウンスまでを行うこととした。
連携が開始されると、各主体の対策が統制されるとともに、異なる立場の考え方が融合
し新しいアイディアも生まれ、従来に比べそれぞれの存在感が向上、社員への発信力が強
まるというメリットが生じた。
連携後、社員の健康増進にかかる様々な取組みを行い、活動状況については3者の連名
で社内報に頻繁に情報提供した。これらの地道な取組みにより、特定保健指導の終了者率
が2008年度には1.3％であったものが2012（平成24）年度には86.2％にまでなるなど
社員の健康意識が数年で格段に向上している。
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＊35＊36

図表3-3-3 大和証券グループ本社のハイリスク者対策を含めた取組み

以前 現在
○要医療者に対して、
主にメールによる
医療機関受診の状
況確認

○Web上でいつでも過去の健康診断結果が確認できる仕組み（全グループ社員）
○「有所見受診確認票」（イエローペーパー）による徹底したフォロー（産業医が決定した
受診勧奨基準に該当する社員）

○レッドケースサポートプログラム＊35

○社内イントラでの頻繁な情報発信（健康教育）と、Web・冊子による個別の健康状況
に応じた情報提供による動機付け（全グループ社員）

○ウォーキングイベント（全グループ社員）
○腹八分目キャンペーン＊36

○禁煙支援対策
○乳がん・子宮がん検診、子宮頸がんワクチンの職場接種

（2）自分の健康状態を知ろう～健康診断結果閲覧サイトの導入～
健康づくりを進める上で何より重要なのは、社員自らが自身の健康状態を随時知り得る
環境を提供することである。社員が健康に対する感度を高め維持・増進を図る動機づけを
行うため、「健康診断が時系列で閲覧できるWebサイト」を2009（平成21）年9月にい
ち早く導入した。
これにより過去の健康診断をいつでも閲覧できるようにするとともに、各社員の健康状
況に合わせて必要な情報の提供を開始した。社員は、Webサイトを通じて健康状態の位
置づけ＊37がわかるようになるとともに、健康診断の結果に応じた今後の生活習慣におい
て留意すべきポイントについてアドバイスを受けられるようになった。
Webサイトのサポートプログラムの利用率は年々高まっており、2014（平成26）年
2月現在、全グループ社員の50.1％になっている。こうした取組みにより健康への感度が
上昇し、本人主体の生活習慣改善を実践・継続させることに役立っている。

（3）イエローペーパー制度の導入
ハイリスク者の医療機関の受診率を向上させるためには、①受診のきっかけをつくる、
②受診が必要であるとの意識づけを行う、③受診に関してある程度の強制力を持たせるこ
とが必要と考え、「有所見者受診確認票」（呼称：イエローペーパー）制度を2009（平成
21）年7月に立ち上げた。
この制度は、一般健康診断受診後、診断結果を通知する際に、何らかの所見があった者

（有所見者）に対して「有所見者受診確認票」（イエローペーパー）を同封し送付するもの
である。イエローペーパーでは、社員に①速やかに医療機関を受診し、診察医の意見を記
入してもらう、②受領後1か月以内に診察医の意見が記入されたイエローペーパーを総合
健康開発センター（大和証券グループ本社内）に提出すること、の2点を義務づけている。
未提出者へは、総合健康開発センターの保健師からメールと電話で督促するとともに、
重症者＊38の未提出者には、人事・産業医連名の「文書」による通知、さらに未提出の場
合は、所属会社の人事部から未提出者のライン部長を通じて受診・提出を勧奨している。
＊35	高血糖・高血圧等の最重症者への対応として、人事部、産業保健スタッフ、対象者のライン部長による徹底フォローを実施。2012

（平成24）年度下期は12名に対し実施。12名中11名が翌年度の定期健康診断で数値が改善した。
＊36	通称「ハラハチ」と呼んでいるこの取組みは、全グループ社員を対象に2011（平成23）年8月から開始したもので、希望者を募

り全員で一斉に30日間、毎食腹八分目に挑戦し記録表を提出する取組みを行っている。
＊37	主要な指標である「中性脂肪」、「空腹時血糖」、「収縮期血圧」についての順位。外部のWebサービス業者の当該サービスを利用し

ている事業会社すべてのデータを母集団として、この母集団の中での同性・同世代での順位を100位換算して表示（上から15%の位置
にいれば15位）

＊38	重症者の定義：HbA1c8.0以上、収縮期血圧180・拡張期血圧120以上、胸部異常陰影など業務に支障があると判断される特に早
急な受診が必要とされる人
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社員の認識が低く、当初、イエローペーパーの提出率は5割余りであったが、こうした
取組みにより、現在では、対象者の8割が提出し、重症者は100％の提出率となっている。
今後、未提出者には徹底した督促を行い、提出率100%（有所見者全員の医療機関受診）
を目指すこととしている。
従来、健康診断結果の通知のみではハイリスク者の診療科受診に結びつきにくい状況で
あったが、イエローペーパーの導入によるインパクト（サッカーの試合でイエローカード
をもらうことに似ている。）が医療機関の受診率向上に効果をもたらしており、ハイリス
ク者の症状の重症化・慢性化を防止することに役立っている。

図表3-3-4 イエローペーパー（「有所見者受診確認票」）

　
　　

●
印
の
項
目
を

　　　※受診される医療機関によっては、別途この用紙への記入にかかる医療情報の提供料

　・受診は保険診療になり､個人負担金が発生致しますので健康保険証を忘れずにご持参下さい。

【 受診に関する注意事項 】

　
受
診
し
て
下
さ
い

　○提出物 ： 「大和証券グループ健康診断 有所見者受診確認票(要提出)」（本用紙）
　○提出期限 ： 受診後２週間以内
　○受診期限 ： この用紙を受領後２週間以内

（Ｃ） その他任意の医療機関

氏名

事業所名

　
　
検
査
結
果
を
ご
記
入
下
さ
い

　　　　　　　　　　　大和証券グループ総合健康開発センター

TEL：○○○○-○○○○　FAX：○○○○-○○○○

　 して所属長より 再度受診の有無を確認させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

 ・受診確認のご連絡を差し上げても本用紙の提出が確認できない場合、各社の人事部等を経由

　〒100-○○○○

　東京都千代田区

　　　　 (文書料等)が発生する場合がございますので、予めご了承願います。

　 させて頂く場合がございます。

 ・本用紙の提出が確認できない場合は、総合健康開発センターより受診確認のご連絡を入れ

　 医師の記入が済んだこの用紙を総合健康開発センター（本店ビル24階）に提出して下さい。

 ・主治医(かかりつけ医)、その他任意の医療機関で受診する方は、受診終了後２週間以内に

　 受診時にスタッフに提出して下さい。

 ・総合健康開発センター(本店ビル24階､大阪医務室､大和総研医務室)で受診する方は

【 提出に関する注意事項 】

の際、医師へ「実施検査結果記入欄」に結果を、「診察医の意見」に意見の記入を依頼して下さい。

（Ｂ） 主治医（かかりつけ医）
（Ａ） 総合健康開発センター（本店ビル24階、大阪医務室、大和総研医務室）

受診終了後、診察医記入済の本用紙を必ず受け取り、総合健康開発センターへ提出して下さい。　　

　○提出先 ： 総合健康開発センター（本店ビル２４階、大阪医務室、大和総研医務室）
　　　　　　　　　　　 採血結果はコピーを添付して下さっても結構です
　　　　　　　　　　※実施検査 及び 診察医の意見欄に記入のあるものを提出して下さい

 本用紙を必ずご持参の上、以下の（A)～（C)の中の都合のよい医療機関を受診して下さい。受診

所属

で医療機関に受診して頂く必要があると判断された方に同封しています。
 本受診確認票は、2010年度定期健康診断の結果に基づき、皆様の重要な健康管理を行う目的

個人コード

保険証 記号

ﾀﾞｲﾜ　ﾀﾛｳ

大和　太郎

協会 Ｉ Ｄ

男/29歳

 主治医 御侍史
　平素は当社社員の健康管理に際しまして､格別のご配慮を賜り有難うございます｡当社社員を
紹介申し上げます｡本年度の健康診断結果が下記(定期健診の結果）の如くでした｡つきましては
事後措置状況を把握するため、ご多忙中 誠に恐縮に存じますが現在の健康状況に関しまして
下記の「実施検査結果記入欄」「診察医の意見」にてお知らせ頂けば幸甚に存じます。
　頂いた情報につきましては､プライバシーには十分配慮し、総合健康開発センターにて責任を
もって管理致します。

　■診療報酬：清算■通常の保険診療の取り扱いとなりますので､受付窓口にて保険証の提示
　　　　　　　　　　　　　  を求めますよう、お願い致します。

　■結果報告について（本用紙）■本日 持参致しました本用紙につきましては、記入頂きました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら当患者に返却下さいます様、お願い致します。

大和証券グループ総合健康開発センター　　産業医　○○ ○○　　　　　　　　　

分類
●

尿蛋白 肝機能 脂質 腎機能 糖尿 尿酸 白血球 貧血系 血圧 心電図胸部XP 診察

定 期 健 診　の 結 果
身長　：170　　/　体重　：60　　/　BMI　：20.8 A1　　/　最高血圧　：126 A1
最低血圧　：　73 A1　　/　GOT　：　58 G2　　/　GPT　：　73 G2　　/　γ -GTP　：　25 A1
総コレステロール　：　263 G1　　/　中性脂肪　：　82 A1　　/ HDL-C　：　105 A2
LDL-C　：　130 A1　　/　尿素窒素　：　9.1 A1　　/　クレアチニン　：　0.67 A1
血糖　：　67 A1　　/　尿酸　：　2.1 A2　　/　白血球　：　3.3 B1　　/　赤血球　：436 A1

実施検査結果記入欄
　□　空腹
　□　食後（　　　）時間

検査実施日（　　　　　　　　）

実施項目 結果値 心電図･レントゲン所見等
診察所見又は指示事項

　1. 問題なし 6. その他・就業に関するご意見等
　2 .生活注意 　 ありましたら、ご記入下さい

医療機関名称
医師名 

　3. 定期的に経過観察が必要
  4. 治療開始
　5. 治療継続

問い合わせ先

大和証券グループ健康診断 有所見者受診確認票（要提出）

　　　大和証券グループ本社

　　　人事部

生年月日

性/年齢

保険証 番号

　
診
察
医
記
入
欄

診察医の意見(該当するものに○をつけて下さい)

定期健康診断で｢Ｇ２｣と｢Ｃ１｣だった項目に
●印が付いています。
該当項目の治療を受けるようにして下さい。

受診先に定期健康診断データの情報提供を
行うため、結果が記載されています。

医療機関側が診察結果を記入する欄です。

見本

（4）禁煙支援の取組み
2013（平成25）年における全グループ社員の喫煙率は、全体では25.3％（男性
33.9％、女性8.9％）となっており減少傾向にあるものの、支店の営業を担当する男性社
員平均では45％と高く、効果的な禁煙支援を実施していくことが課題となっている。
このため、①定期健康問診時における喫煙有無の確認、②定期的な社内イントラネット
への情報提供、③禁煙プログラムの実施により禁煙支援を行っている。
「禁煙プログラム」を実行する「禁煙チャレンジ実施者」には、「総合健康開発センター」
所属保健師から禁煙を継続するためのポイントを記載したメールを頻繁に送信し勇気づけ
るとともに、近隣の同僚等にサポーターとなってもらい参加者を励ましてもらう等のきめ
細かな取組みを行っている。
また、診察医・産業医による禁煙外来を行い、禁煙補助薬の使用も可能とし、3か月以
内は2週間に1回受診するよう指導している。
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	3	 東京都職員共済組合
【基礎データ】
東京都庁、特別区（23区）、東京消防庁等計36の事業主体で構成
共済組合加入者数　225,864人（2013（平成25）年3月末現在）

組 合 員 数　123,734人（2013年3月末現在）
被扶養者数　102,130人（2013年3月末現在）

【ポイント】

○レセプトデータを分析し、組合員と被扶養者の健康課題を明確化。
○健診項目の追加、「巡回レディース健診」の導入などにより被扶養者の特定健診受診
率が向上。
○勤務先での「訪問型保健指導」を可能にし特定保健指導実施率が向上。集団方式、
個別方式を織り交ぜ指導を実施するとともに、事業者の実践事例を公表し合うなど
して指導対象者率が低下。
○Webを活用した健康状態の閲覧を可能にし、ポイント制により健康な人を評価する
仕組みを導入。

（1）背景～都共済の財政健全化へ向けて
東京都職員共済組合（以下、「都共済」）は、22万5千人が加入する大規模保険者であ
り、事業の必要経費は主に組合員の掛金と事業主の負担金で賄われている。2008（平成
20）年度以降、組合員数の減少等により掛金・負担金の減少が続いている。一方、支出
については、組合員数の減少はあるものの、医療の高度化等により医療費等の給付費の減
少には結びつかず、結果、短期給付事業の収支は悪化しており、2011（平成23）年度以
降、赤字となっている。
このため、「共済事業プラン2011」では、既存の全ての事業について健康づくりの観
点から精査し、「自覚的・自発的・自律的な健康づくりと疾病予防」を目指して、事業主
（任命権者）との連携を重視した取組みを実施し、成果をあげている。
さらに、2014（平成26）年度からは、「ワンランク上の健康・安心ライフを目指して」
をテーマとする新たな「共済事業プラン2014」を実施し、健康寿命の延伸に向けて取り
組んでいる。

（2）事業主と連携した疾病予防への取組み
2013（平成25）年度においては、2011（平成23）年度を初年度とする3か年計画

「共済事業プラン2011」に基づき、36の事業主との連携を強化しつつ、疾病予防と健康
づくりの取組みを実施している。主なものをあげると、以下のとおりである。

1医療費や健診データの分析に基づく健康課題の明確化
都共済組合員と被扶養者の生活習慣病予防に資するため、医科診療と薬剤費のレセプト
データ分析を専門業者へ委託した。
2012（平成24）年5月受診分のレセプトデータの分析の結果、医療費全体に占める生
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活習慣病の割合は21.7％で、「悪性新生物」、「糖尿病等」、「高血圧性疾患」が上位を占め
た。
受診者数では、「高血圧性疾患」が最も多く第2位の「糖尿病等」と合わせると、生活
習慣病5分野全体の受診者の84.1％を占める状況であった。
また、高血圧性疾患の受診者は、35歳以降で増加しており、この年代から生活習慣の
改善に向けた対策を推進する必要性がうかがわれた。
さらに、薬剤費を分析したところ、ジェネリック医薬品の使用率は、年々増加して
23.1％になっていたが、慢性疾患7種において使用している先発品の約30％がジェネリッ
ク医薬品に移行した場合、年間約1億3千万円の薬剤費を節約できることも判明し、さら
なる普及促進が必要であることも課題として捉えられた。
こうした分析結果を早期発見・早期治療の考えに基づいた生活習慣病予防対策に役立た
せていく方針とした。

2検査項目を増やし被扶養者の特定健診受診率が向上
2008（平成20）年度における特定健診の受診率は、組合員と被扶養者を合わせて
70.4％となっているが、組合員の受診率は83.1％と高い受診率であるのに対し、被扶養
者の受診率は30.9％に止まっており、その向上が課題となっていた。
そこで、被扶養者が受診しない要因を探るため被扶養者を対象にアンケート調査を実施
したところ、検査項目が組合員数に比較して少ないことによって、特定健診の満足度を下
げていることが判明した。この改善策として、①心電図、②胸部エックス線、③血清クレ
アチニン等の各検査項目を無料で追加した「生活習慣病健診」を新たに設けた。さらに、
女性専用の「巡回レディース健診」や人間ドックも受診できるようにするなどの多様な健
診機会を被扶養者にも提供することとした。
こうしたことにより、被扶養者の受診率は2012（平成24）年度において41.3%に向
上し、組合員と合わせた特定健診受診率は82.9％にまで向上した（図表3-3-5）。

3特定保健指導における「訪問型保健指導」の導入
従来、都共済における特定保健指導は、本庁舎や事業所ではなく、指定した健診機関等
で実施していたが、実施率が低かった。そこで、事業主の協力のもと、組合員（被保険
者）が、特定保健指導をできる限り勤務先で受けられるよう「訪問型保健指導」の取組み
を2009（平成21）年度から開始した。
これにより、2008年度において、特定保健指導実施率が5.2％であったものが、2012
年度には48.1％にまで向上した（図表3-3-5）。
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図表3-3-5 特定健診等実施率の推移

第1期目標値

第1期目標値

特定健診
特定保健指導

80

70.4

5.2

76.8

30.7

80.0

35.8

82.1

42.9

82.9

48.1
60

40

20

0
H20 H21 H22 H23 H24

（％）

（注） 東京都職員共済組合「特定健康診査等実施計画」における各目標を記載

4特定保健指導の効果の向上等
特定保健指導については指導の仕方に工夫を凝らすなどの企画提案を行う事業者を企画
提案方式により選定し、効果を向上させた。事業所訪問型保健指導では、集団方式、個別
方式を織り交ぜ効率的・効果的に実施するよう努めている。
また、事業主との連携を図り、疾病予防・健康づくりの意識を深めてもらう目的で、

「任命権者連絡会」等の会議を活用し、各事業者の実践事例や特定保健指導実績を公表し
合う仕組みを設けた。
さらに、大学講師による研修会、訪問健康教室（肩こり・腰痛予防教室等）、リーフ
レットの活用を通じ、40歳未満の若年層も含めた予防対策を進めている。
こうした取組みにより、特定保健指導対象者率は2008年度において22％であったも
のが、2012年度には17.9％に減少した（図表3-3-6）。

図表3-3-6 特定保健指導対象者率

26
（％）

22

18

14

10
H20 H24

22.0

17.9
第一期の目標
対平成20年度比10％減少

（注） 東京都職員共済組合「特定健康診査等実施計画」における各目標を記載
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事業所での特定保健指導（個別） 訪問健康教室　～肩こり・腰痛予防教室～

5健康な人を評価する、Webを活用した仕組みの導入
健康づくりや疾病予防の取組みへのモチベーションを高めるため、都共済では、2012
年度からWeb（「健康情報提供サービス」）を活用し、「健康な人を評価する」仕組みを
導入している。
このWebでは、健康診断結果を登録することにより、グラフ化された自分の健康状態
を閲覧できるとともに、同性・同年代と比較したランク付けがわかる仕組みとなってい
る。その上で、基準以内の健診数値、特定保健指導の利用、ウォーキング大会参加等によ
りポイントが貯まる機能があり、ポイントを健康関連グッズ（歩数計、自動血圧計等）と
交換して健康づくりに活用できるものとなっている。
2014（平成26）年2月現在、約2万人の組合員が登録し、その利用率は約15％となっ
ているが、組合員とその家族一人一人の「自覚的・自発的・自立的」な健康づくりの機運
の向上が不可欠であることから、今後も登録者数の増加と利用率の増加を図る取組みを進
めることとしている。

こうした取組みも功を奏して、高血圧有病者や糖尿病有病者の割合が除々に減少してき
ている（図表3-3-7、図表3-3-8）。
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図表3-3-7 高血圧有病者の割合の推移

H20

30
（％）

25

20

15

10

5

0

18.0

24.3

9.9

17.8

23.9

9.6

16.9

22.8

9.4

15.2

20.4

8.9

15.0

20.6

8.3

H21 H22 H23 H24（年度）

全体
男性
女性

図表3-3-8 糖尿病有病者の割合の推移

H20

（％）

H21 H22 H23 H24（年度）
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4

2

5.2

6.9

3.0

4.9

6.7

2.6

5.3

7.0

3.1

5.1

6.9

2.9

4.4

6.0

2.6

0

全体
男性
女性

	4	 三菱電機株式会社
【基礎データ】
三菱電機（グループ関係会社　国内128社、海外95社で構成）
健康保険組合加入者数　231,072人（2013（平成25）年3月末現在）

被保険者数　114,257人（2013年3月末現在）
被扶養者数　116,815人（2013年3月末現在）
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【ポイント】

○三菱電機グループヘルスプラン21を事業主・労働組合・健保組合の3者協働事業と
して位置づけ、適正体重の維持など5項目の目標を設定。
○健康づくりに向けたきっかけづくりと目標達成者への賞品授与や表彰によるインセ
ンティブの付与。また、事業所間でも順位づけ。
○推進役（リーダー）の育成による全社的展開。

（1）三菱電機グループヘルスプラン21で活動方針を明確化
三菱電機株式会社は総合電機メーカーである。重電システム、情報通信システム、家庭
電器などの製造・販売事業など多角的に展開しており、三菱電機健康保険組合には、国内
企業のうちの130の事業所が加入している。
従業員の健康維持や疾病予防等は、健康保険組合（以下、「健保組合」）の目標だけでな
く、企業の活力を維持し、創造性を増進するためにも大切である上、医療費の増加は三菱
電機グループの経営面への影響も大きいため、事業主や労働組合にとって重要なテーマで
ある。しかし、従来、健保組合の保健事業として様々なプログラムを実施してもなかなか
参加者が集まらず、健康意識が定着しないことが大きな課題であった。会社全体での参加
意識の向上や方向性の明確化が、個人の意識向上や定着につながると考え、保健事業を事
業主・労働組合・健保組合の3者協働事業として実施することを決定し、2002（平成
14）年から「三菱電機グループヘルスプラン21」（以下、「MHP21」）に基づく取組みを
開始した。
MHP21は、「生活習慣　変えてのばそう　健康寿命」のスローガンのもと、一人一人
が出来るだけ早い時期から、食生活・運動・休養・嗜好などの生活習慣を自ら見直し、そ
れぞれの「生活の質の向上」と「健康企業」の実現のための行動を職場から起こしていこ
うとするものである。
人事担当役員、事業所長等がリードする推進体制のもと、適正体重の維持、運動習慣づ
くり、禁煙運動、歯の手入れ、ストレス対応の5項目について全社共通目標を設定し、そ
の達成状況を毎年評価している。さらに、事業所ごと、個人ごとに自ら目標を設定させる
ことによって意識づけを図っている。10年間の活動を経て、2012（平成24）年度から
は、「三菱電機グループヘルスプラン21（MHP21）ステージⅡ」として新たな5年間の
活動を開始している。
なお、MHP21ステージⅡの開始に当たっては、新たにスタートを切る節目として「三
菱電機グループ安全・健康大会」が開催され、社長自ら「企業において最大の経営資源は
『人材』であること。社員と会社の双方が『健康』の重要性を理解し、全員参加の運動と
するためにも、一人ひとりが本気で取り組む決意を固め、積極的に活動へ参加するよう」
呼びかけるなど、経営トップが「健康企業のリーディングカンパニー」を目指す基本姿勢
を示し、全従業員に協力を求めている。
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図表3-3-9 「三菱電機グループヘルスプラン21」の目標（重点5項目）

目　標　項　目 2011年度
（実績）

2012年度
（実績）

ステージⅡ目標値
（2012～2016年度）

1 適正体重の維持（適正体重を維持している人の割合：
BMI指数が、18.5～25に入る体重を維持） 71.7％ 71.1％ 73％以上

2
運動習慣づくり（運動習慣者の割合：継続して1回30
分以上の運動を週2回以上行っている人、または1日
平均1万歩以上歩いている人（注1））

16.2％ 23.3％
（注1） 39％以上

3 禁煙運動（喫煙者の割合） 27.5％ 27.0％ 20％以下

4
歯の手入れ（1日3回以上歯の手入れをしている人の
割合：ブラッシング、歯間ブラシによる手入れ・口腔
リンス等を含む）

20.5％ 20.8％ 25％以上

5 ストレス対応（ストレスレベル（注2）） 11.0％
（注2） 50.5 50未満

（注） 1. 2012年度から運動習慣者の定義に「1日平均1万歩以上歩いている人」を追加している。
2. �ストレスレベル：4つの指標（こころの不安定さ等）から算出。外部委託している専門機関等が調査した全顧客の
ストレスレベルの平均が50となるよう計算されており、2012年度からこれを下回る目標へと変更した
（2011（平成23）年度までは、「かなり高いストレスを感じる人」の割合を基準として算出）。

（2）MHP21の全社的展開で生活習慣病の予防活動を活性化
三菱電機では、MHP21の全社的展開を図り生活習慣病の予防活動を活性化するため、
好事例の水平展開を図る「MHP21推進リーダー研修会」を実施するほか、年間を通じた
各種キャンペーン活動を実施している。

1MHP21の全社的展開
三菱電機では、MHP21の全社的展開を図るには、事業所における推進役（リーダー）
の育成が何より重要と考え、各事業所のMHP21推進リーダー＊39等を対象者として、毎
年、泊まり込みで研修を実施している。研修は、2005（平成17）年度から開始し、これ
まで延べ約1,000名が参加し、各事業所での生活習慣病予防対策の推進役として活躍して
いる。
また、各従業員の意識づけを行い、具体的な行動を取ってもらうため、「MHP21ステー
ジ健康カード」を全従業員に配布している。各従業員は、1年間の具体的な目標を設定す
ると同時に、目標の達成を健康カードに記載して宣言することとしている。さらに、各従
業員は四半期ごとに達成度合を健康カードに記入するとともに、個人目標を達成した場合
は目標達成証明者（職場の同僚・家族等）の署名をもらい事務局に提出することとしてお
り、2011（平成23）年度の提出者は、約2万人（全従業員の約2割）に上っている。さ
らに、生活習慣病予防の意識高揚を図るため目標達成者に対する表彰制度を設けており、
目標達成者のうち約2割の成績優秀者が受賞している。

＊39	MHP21推進リーダーは、各事業所の主に総務課、安全衛生課に所属し、従業員の健康管理に携わる者等から選任している。
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A個人目標欄を記入下さい。 

B1年間を通じて個人目標を達成した方は、抽 

　選で記念品を贈呈します。 

Cこの宣言書に証明者が署名の上事務局に提出 

　下さい。 

適正体重（＊1）を 
維持している人の割合 

運動習慣者（＊2）の割合 

喫煙者の割合 

1日3回以上歯の手入れ 
（＊3）をしている人の割合 

ストレスレベル（＊4） 

73.0％以上 

39.0％以上 

20.0％以下 

25.0％以上 

50未満 

MHP21 
ステージⅡ 

71.1％ 

23.3％ 

27.0％ 

20.8% 

50.5

MHP21全体推進委員会 
　（三菱電機グループヘルスプラン21ステージⅡ） 

MHP21ステージⅡ健康カード 事業所目標 

個人目標 

趣　旨 
健康寿命を伸ばし、幸せな人生、家庭、社会、 

活力ある企業の実現をめざします。 

スローガン 
生活習慣 変えてのばそう 健康寿命 

全社共通目標 
12年度 
調査結果 

（＊1） BMI指数が18.0以上25.0未満 
（＊2） 1回30分以上の運動を週2回以上実施、または、1日平均1万歩以上歩行 
（＊3） 歯みがきだけを意味せず、ブラッシング・歯間ブラシによる手入・口腔

リンス等を含む 
（＊4） MHP21健康調査のストレスチェックによるストレス影響度で評価 

13年度 MHP21ステージⅡ 健康宣言 13年度 MHP21ステージⅡ 健康宣言 

個人目標 
私はこの1年間次の目標 を達成することを宣言します。 

上記の月別欄に達成度合いを記入する 
　　　　　達成出来た→ 
　　　　　まあまあ達成→ 
　　　　　まったく出来ていない→× 

事業所 

所属　　　　　　　　　電話 

氏名 

目標達成証明者 
（証明者は、職場の同僚、家族等とする） 

4月～6月   7月～9月  10月～12月  1月～3月 具体的な目標 

三菱電機「MHP21ステージⅡ健康カード」

さらに、事業所ごとの活動を促進するため、それぞれの活動を点数化して事業所間で競
わせ、その順位づけを社内に公表している。具体的には、「MHP21」では、①適性体重
の維持、②運動習慣づくり、③禁煙運動、④歯の手入れ、⑤ストレス対応を重点5項目と
し、それぞれに目標値を定めて、各個人の達成度合に応じて採点し、最終的に事業所ごと
に集計＊40したものにより順位をつけるものである。個人ごとの採点においては、各項目
を20点、10点、0点の3段階で評価し、例えば、BMIが18.5以上25未満の場合は20点
を付与する等5項目で各20点を得た場合、100点満点となるよう設定されている。こう
した評価が提示されることにより、各事業所では全事業所の中での位置づけがわかり、事
業所間の競争意識も芽生え、創意工夫して活動を活発化させる原動力の一つともなってい
る。

図表3-3-10 MHP21ステージⅡ重点5項目の点数

20点 10点 0点

適正体重の維持
（BMI） 18.5以上25未満

18.5未満
または

25.0以上30.0未満
30以上

運動習慣づくり

週2回以上
かつ

30分以上
20点 20点 20点

週2回未満
又は

30分未満
10点 10点 20点

しない 0点 10点 20点

8,000歩未満／日 8,000歩／日以上
10,000歩未満／日 10,000歩以上／日

禁煙運動 喫煙習慣なし
喫煙習慣あり
かつ

止める気あり

喫煙習慣あり
かつ

止める気なし
または

どちらでもない
歯の手入れ 3回以上／日 2回／日 1回以下／日
ストレス 50未満 50以上60未満 60以上

＊40	全従業員に対し、毎年1回WEBを活用して（社内にWEB環境にない従業員に対しては紙ベースで実施）重点5項目に関する「健
康調査」を実施し、各従業員の状況を把握している。2012年度の回収率は、94.7%となっている。
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2重点5項目にかかる取組み（図表3-3-11参照）
三菱電機では、健康づくりにかかる様々なキャンペーン等を展開し、取組みのきっかけ
づくりに力を入れているほか、年間を通じて健康づくりに取り組めるよう工夫している。
また、キャンペーン期間中に目標を達成した社員には、抽選で賞品を贈呈し、取組み意欲
を喚起している。
適正体重の維持対策として、毎日体重を計ることは、体重増加抑制やダイエットに効果
があると考え、年2回「毎日体重を計ろうキャンペーン」を実施しており、2013（平成
25）年度は毎回約1万人以上が参加し一定の効果をあげている。毎日の体重を記録した
実施報告書を提出した参加者の中から抽選で記念品を贈呈している。
運動習慣づくりとしては、WEB歩数計によるウォーキングラリーを実施した。また、
2013年度からは、スポーツクラブ等の利用対象を拡大し、法人契約に加えて従業員が個
人で契約する場合にも費用補助（約3割）が受けられるようにし、従業員の運動習慣づく
りを支援している。
喫煙対策として、各事業所で禁煙運動を実施するとともに、禁煙本の紹介、禁煙指導を
行っている医療機関や禁煙治療薬を紹介している。
歯の手入れについては、各事業所で「毎食後の手入れ」を習慣化させるとともに、歯の
手入れの具体的指導を実施している。また、歯科検診を実施し、優良者に抽選で歯の手入
れグッズを贈呈している。
ストレス対策として、2007（平成19）年度からは、①セルフケア、②ラインによるケ
ア、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源を活用したケアにより対
策を進めている。さらに、従業員支援プログラム（EAP＊41）を充実させて、従来の電話相
談に加えメールや対面による相談を実施するとともに、心の健康増進キャンペーン期間中
に、ストレス対処法としての自律訓練法などを中心とした巡回講演を実施し、予防対策に
も力を入れている。

図表3-3-11 MHP21活動の主な取組み（項目別）

項　　目 取組概要

適正体重の維持 ○毎日体重を計ろう月間キャンペーン（1/16～2/15）
○会社給食の見直し（ヘルシー食の導入等）と献立表へのカロリーの細分表示

運動習慣づくり
○運動習慣づくり月間キャンペーン（10/1～10/31）
○健康増進施設利用補助
○事業所内外「ウォーキングロード」等の整備
○WEB歩数計によるウォーキングラリーの実施

禁煙運動
○禁煙月間キャンペーン（5/31～6/30）
○会議室全面禁煙化の推進
○喫煙室への「禁煙推進ポスター」掲示
○禁煙本の紹介、禁煙指導を行う医療機関や禁煙治療薬の紹介

歯の手入れ
○歯の健康づくりキャンペーン（6/4～7/3）
○新規加入の被保険者に対し歯の手入れグッズの配布
○歯科健康診断の実施推進

ストレス対応
○心の健康増進キャンペーン（11月）
○外部EAP施策の導入
○e-learningによるセルフケア教育

＊41	 EAP：「Employee�Assistance�Program」（従業員支援プログラム）の略で、メンタルヘルス対策支援を行う外部の専門機関等と契
約し、従業員の健康管理に役立たせるもの。専門機関は、ストレス診断、カウンセリング（電話相談、メール相談、対面）、医療勧奨、
メンタルヘルスの教育研修、復職支援プログラム等を提供し、専門スタッフのいない企業等において活用されている。

平成26年版　厚生労働白書 213

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



（3）「生活の質の向上」と「健康企業」の実現に向けて
MHP21（2011（平成23）年度まで）を評価すると、重点5項目に関しては「適正体
重の維持」以外の全ての項目で改善しており、一定の成果が得られた。また、参加型活動
の参加人数は年々増加しており、従業員の生活習慣が改善されている。
さらに、保険給付費（医療費等）の影響について試算したところ、2001（平成13）年
度を基準年度とし、特例退職被保険者制度＊42を有する他の健康保険組合の保険給付費と
比べる＊43と、2010（平成22）年度までの9年間で70.4億円（推計）の医療費が削減さ
れており、好影響が出ていることがわかったとしている。
今後、これまでの実績を踏まえ、MHP21ステージⅡでは、「生活の質の向上」と「健
康企業」実現に向けて各事業所はより主体性と明確な目標を持って取り組むとともに、そ
の成果等を「健康レポート」にまとめ各事業所に配布することによりPDCAサイクルを
回しながら、取組みの推進を図ることとしている。

図表3-3-12 給付費の経年推移
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14
年度

15
年度

16
年度

17
年度

18
年度

19
年度

20
年度

21
年度

22
年度

保険給付費実績（A）

差額（A）－（B）

保険給付費推定値（B）※1

累計70.4億円の
医療費削減

保険給付費実績（A）

差額（A）－（B）
保険給付費推定値（B）※1

※保険給付費推定値：�平成13年度を基準年度とし、特退制度を有する他の数健保の保険給付費の平均伸率と同率で三菱電機
健保の保険給付費が推移したと仮定した場合の推定値

＊42	「特例退職被保険者制度」は、定年などで退職して厚生年金（老齢年金）などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するま
での間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付（傷病手当金・出産手当金を除く）並びに健康
診査等の保健事業を受けることができる制度。

＊43	他の健康保険組合の保険給付費と同じ伸び率で保険給付費が推移したと仮定した場合での比較。
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	 第4節	 団体の取組み

	1	 医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻
【ポイント】

○東日本大震災発生直後の支援が徐々に引き揚げられ、高齢者の医療・介護が喫緊の
課題となる中、地域の様々な機関と相談を重ね、これまで培った在宅医療の経験を
ベースに祐ホームクリニック石巻を開設。
○様々な団体と連携して「石巻医療圏健康・生活復興協議会」を設立。被災した2万世
帯を訪問して得た聞き取り調査結果をデータベース化し、関係者で共有しながら高
齢者を含めた被災者の健康・生活を包括的に支援。また、地域コミュニティの再生
にも注力。

本項では、被災地で、在宅医療をはじめとする住民の健康・生活復興に向けて活動を
行っている「医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻」の取組みを取り上げる。

（1）医療法人社団鉄祐会の目指していること
祐ホームクリニック石巻を設置している医療法人社団鉄祐会は、2010（平成22）年に
東京都文京区に診療所を開設し、24時間365日対応の在宅医療を行っている。職員は石
巻と東京を合わせて医師が常勤・非常勤合わせて29名、医療専門職が10名、事務職が
23名の62名＊44である。
同会は、超高齢社会における「高齢者の孤立」を問題視し、在宅医療を中心として年を
重ねても安心して暮らすことのできる地域コミュニティモデルの創造に取り組んでいる。
具体的には、社会的に孤立しやすい高齢者の世帯を訪問してその状況を把握し、高齢者を
社会と結びつけるこの在宅医療をベースに、ICTを用いて、医療・介護だけではなく食
事・住まいをはじめとする日常生活の支援などの様々なサービスを有機的につなげ、地域
の潜在力を最大限に引き出せるコミュニティづくりを目指している。

（2）石巻で取組みを始めた経緯
2011（平成23）年3月11日に発生した東日本大震災で、被災自治体で最も多くの死
者・行方不明者を出した石巻市では、医療に関する様々な問題が発生していた。基幹病院
の1つが被災したことによって入院病床が不足するとともに、交通事情の悪化などにより
多くの高齢者が通院困難となった。また、身体機能の低下により日常生活が困難になる人
や壮絶な体験によるショックや喪失感によるうつなど、心の問題を抱える人も多く見られ
た。
その一方で、震災発生直後に全国から集まった急性期医療支援が震災後2か月経過した
頃から徐々に引き揚げられ、避難所生活が困難な高齢者等を集めた介護福祉避難所の閉鎖
が決まるなど、日常生活において支援を要する高齢者の医療・介護が喫緊の課題となって
いた。
＊44	 2014年（平成26）年6月時点
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こうした状況を受け、高齢者に関する地域コミュニティの構築に取り組む医療法人社団
鉄祐会は、石巻市医師会をはじめとした地域の医療機関や行政機関等とも相談を重ねた上
で、石巻市水明町に在宅医療診療所を開設することを決定した。
診療所の開設に当たっては、開設の場所や人員・資金面での課題も多かったが、人員に
ついては鉄祐会の理事長武藤真祐氏自らが院長になること、地元の地主の協力を得るこ
と、日本財団から資金提供を受けることなど1つ1つ課題をクリアしていった。こうして、
介護福祉避難所が閉鎖される前、震災発生からわずか半年の2011年9月に、在宅医療診
療所「祐ホームクリニック石巻」を開設し、地域の高齢者へ24時間365日の医療の提供
を行っている。

診療所内部の様子

訪問診療の様子

祐ホームクリニック石巻：外観

コミュニティの様子

（3）祐ホームクリニック石巻の取組み
診療開始当時、石巻市では人口約15万人のうち、約2.7万人が応急仮設住宅で、約1.8
万人が民間賃貸借上方式の仮設住宅で、約1.5万人が浸水被害を受けた住宅で暮らしてい
たと推計されており、医療だけではなく生活面で抱える問題も大きかった。そこで、祐
ホームクリニック石巻と高齢先進国モデル構想会議＊45は、看護師・社会福祉士などの専
門職団体やNPO団体と連携し、「石巻医療圏健康・生活復興協議会」を設立し、地域の
在宅被災世帯への支援活動を開始した。
具体的には、石巻市と女川町の津波で被災した全世帯（2万世帯）を1戸1戸訪問して
住民の健康面・生活面の聞き取り調査を実施し、そこで聞き取った情報をデータベース化
した。それにより、持病や震災に伴う心身の不調、住まいの安全確保や買い物・通院の手
段がないなど個人の抱える様々な問題が医療・介護・福祉等の幅広い分野の専門家や支援
＊45	高齢先進国である日本において、特に都市部高齢者の孤立に危機感を持ち、在宅医療を中心とした産学官民のコンソーシアム形成、

高齢者を地域コミュニティで支える包括的なサービスモデルの構築を試みるべく、2011（平成23）年1月、任意団体として立ち上げた
もの。その後2011年5月には一般社団法人化し、武藤氏が代表理事に就任した。

216 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



者の間で共有され、包括的なサポートをはじめ必要に応じた支援を行うことが可能にな
り、高齢者の孤立防止にも効果を発揮した。
このように、祐ホームクリニック石巻は、住民一人一人と顔の見える関係を作った上
で、様々な団体と協力して、ICTを活用して多様な関係者が連携できるような基盤を整
備し、行政や専門職、企業やNPO、さらには住民自身とも協働して、高齢者の健康・生
活を包括的に支援する取組みを行っている。
現在ではこの活動は、「地元の力を引き出して地域コミュニティを再生する」ことに目
標をシフトさせ、イベントを開催して戸別訪問で孤立が懸念された人を交流の場に招くと
ともに、その過程で地域での活動の担い手となる人を発掘して活動を引き継ぐようにする
などの試みを行っている。

図表3-4-1 構築した支援ネットワーク図

1 

 
 
 Copyright(C) 2013 You Home Clinic  All Rights Reserved 

サービス提供 

震災被災地で包括的な健康・生活支援を行った

データベース化 
支援のコーディネート 

被災市民との 
インターフェース 

■宮城県石巻市でのアセスメントを通して包括的な支援体制に連携する流れ

• 医療専門職人材を中心に、
全戸訪問による健康・生活
アセスメントを行った

• 万世帯の訪問、 万世帯の
アセスメントを実施した

• 情報を専門職が精査、要サ
ポート者を抽出し、専門職
サポートに繋げた

• 医療・福祉・生活面に関し、
適切な専門職により、個別
のサポートを行った

• 約 世帯のサポートを
実施した

（4）今後の展望
祐ホームクリニックでは、石巻でのこの活動が、超高齢社会における諸問題を解決する
1つのモデルになると考えており、今後、官民の力を結集して高齢者をコミュニティで支
える包括的なサービスモデルを全国に普及させていきたいと考えている。

東日本大震災の被災地は、震災前から、人
口減少、高齢化、産業の空洞化といった課題
を抱えてきた。こうした課題は、被災地だけ
でなく、全国の地域が抱えている課題でもあ
る。震災からの復旧・復興に取り組む際、単

なる原状復帰にとどめるのではなく、復興を
契機として、これらの課題を解決し、我が国
や世界のモデルとなる「新しい東北」を創造
していく必要がある。
その際には、国・地方自治体のみならず、

「新しい東北」の創造に向けてコラム
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幅広い担い手（企業、大学、NPO等）が、
それぞれの「強み」を持ち寄って取組みを進
めていくことが重要である。こうした多様な
主体による先駆的な取組みを支援し、他の地
域のモデルとなるような取組みを育てていこ
うとしているのが、復興庁の「新しい東北」
先導モデル事業である。
高齢者が元気に地域社会に参加するために

は、安心して医療・介護を受けられる体制の
整備が必要不可欠である。2013（平成25）
年度のモデル事業では、宮城県石巻市におけ
る「次世代型地域包括ケア」の推進など、医
療関係者や自治体等が協働することで、地域
医療・介護・予防等の体制を構築しようとす
る取組みが進められている。
併せて、日頃から健康づくりを進めること

も重要である。
岩手県立高田病院では、2012（平成24）

年度に、仮設住宅の住民の生活不活発病予防
を目的として農園を設置した。2013年度のモ
デル事業では、NPO法人日本医療政策機構が
協力し、こうした農園活動に積極的ではない
層（主として男性）の活動を促すため、農園
で採れた野菜等、地域の食材を活かした料理
教室・食事会を試行的に開催した。2013年1
月から3月までの間に3回の料理教室・食事
会を実施したところ、当初は女性の参加者ば
かりであったが、3回目には男性も参加するよ
うになるなど、一定の効果が見られた。この
モデル事業では、福島県郡山市内の仮設住宅
への避難者を対象に同様の取組みを実施して
おり、ここでは、コミュニティ全体の健康増
進を図るため、保健師・看護師による保健指
導や栄養士による栄養相談も行っている。

宮城県石巻市のNPO法人フェアトレード
東北では、震災後、孤立した被災者に農場で
働いてもらい、生きがい・コミュニティづく
り、就労支援の場を提供する「ソーシャル
ファーム」事業を実施してきた。2013年度
のモデル事業では、他地域でも応用可能なモ

デル作りを目指して、特に高齢者を中心に、
農場での活動が参加者にどのような影響を及
ぼすか、実証的な検証を行った。その結果、
以下のような効果が明らかとなった。
・�畑作業を通じて参加者と会話が生まれるこ
とにより、対人関係への抵抗感が減少
・�広大な畑での会話と作業により、開放感や
没頭・集中による精神的安定感が向上
・�耕作や栽培への関心が高まるなど、活動意
欲が向上するとともに、外出機会の増加や
生活のメリハリなど、生活意欲が向上
その上で、参加者（約20名）のうち、ほ
ぼ全員が就農を希望するという成果に結びつ
いた。

健康づくりが重要なのは高齢者だけではな
い。全国的に、子どもの外遊びが減少し、基
礎的運動能力の低下や肥満傾向児の増加等の
課題を抱えている。被災地においても、特に
福島県では、原発事故の影響により、子ども
の屋外活動の自粛や生活環境の変化、これら
に伴うストレス増加等の問題が生じている。
こうした中、福島県郡山市のNPO法人郡
山ペップ子育てネットワークでは、「福島の
子どもたちを日本一元気に！」をモットー
に、子どもたちの運動能力上昇を目指し、子
どもに必要な運動や遊びの質と量を確保する
ことを基本的なコンセプトとして、屋内遊び
場「PEP�Kids�Koriyama」を設置した。
2013年度のモデル事業では、屋内遊び場に
いるプレイリーダー（遊びの指導者）に、子
どものメンタルヘルスに関する専門的知識を
修得させるなど、子どもが健やかな心と体を
育むためのより良い環境整備に向けた取組み
が実施された。
以上のような「健康づくり」の実現に向け
た取組みのほか、こうした活動の基盤となる
「地域コミュニティ」を、幅広い世代が参加
することで形成していこうとする取組みも進
められている。
岩手県大槌町では、東京大学高齢社会総合
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	2	 公益財団法人　愛知県健康づくり振興事業団（あいち健康の森健康科学総合センター）
【ポイント】

○子どもの頃から健康的な生活習慣の基礎を身につけることの重要性に着目。
○教育委員会とも連携しつつ、それぞれの学校のニーズに沿った参加型の出前健康教
育を実施。

あいち健康の森健康科学総合センターは、愛知県の大府市と東浦町にまたがる約100
ヘクタールの丘陵地に1998（平成10）年にオープンした、健康をテーマとする複合施設
である。
ここでは、センターの管理・運営を行っている愛知県健康づくり振興事業団の取組みの
うち、県内の小中学校からの支援要請に応じて、学校に出向き、児童・生徒・保護者に対
して健康づくりの大切さを普及する「学校教育支援事業（出前健康教育）」について紹介
する。

（1）「学校教育支援事業（出前健康教育）」を始めたきっかけ
このセンターの健康科学館は、1998（平成10）年のオープン以来、多くの小中学校に
校外学習の場として活用されてきたが、その際、小中学生に対して展示物を使った体験活
動とあわせて、館内で栄養や睡眠に関するテーマの健康教育を実施したところ大変好評で
あった。
一方で、遠方に学校があるなどの理由で健康科学館に来ることが困難な子どももおり、
こうした子どもにもこの健康教育を届けようと思ったことが、「学校教育支援事業（出前
健康教育）」を始めたきっかけである。
2002（平成14）年に開始してから、積極的に小中学校に出向いて健康教育を行ってい
く中、その評判は県内の小中学校に口コミで広がっていき、多くの学校から「ぜひ来て欲
しい」という声が寄せられるようになった。

研究機構が協力し、地元の高齢者自身が中心
となって行う共助的なコミュニティ支援（高
齢者の健康づくりサービス、子育て支援、小
中高生の居場所づくり等）、自発的なコミュ
ニティ活動に関する相談や立ち上げ支援等を
行う「コミュニティ・サポートセンター」の
モデル作りに向けた取組みを実施した。コ
ミュニティ活動のニーズ調査や高齢者と若い
世代の合同ワークショップ等を通じて、コ
ミュニティ・サポートセンターの設置運営モ
デルが取りまとめられた。現在、高齢者の生
活の質を高齢者自身が向上させる観点から、
高齢者や子どもが安心して遊べる場や花壇等

のコミュニティ空間を整備するなど、豊かな
環境づくりを進めるとともに、世代間交流
（学童保育等）や生活支援（配食・家事支
援・外出支援）等を高齢者自身が展開してい
く方向で、取組みが進められている。
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こうした実績もあり、2008（平成20）年度から正式に事業化した。

（2）子どもの頃より健康教育を実施することの意義・有効性について
センターでは、健康づくりの専門職（栄養士、保健師等）が協力しながら子どもから高
齢者までを対象とした健康づくり事業に取り組んできた。その中で「大人になってから生
活習慣を改善することの難しさや若年期からの予防の重要性」が強く実感されてきた。子
どもの頃に規則正しい生活習慣や食事の型など、健康的な生活習慣の基礎となるものを身
に付けている人の場合、成人後に生活習慣が崩れてしまったとしても元に戻しやすい。
そのため、子どもの頃より健康教育を実施し、健康的な生活習慣の基礎づくりをするこ
とは、「生涯を通じた健康増進」に向けて極めて有効かつ意義のある事業であるとセン
ターでは考えている。

（3）「出前健康教育」について
出前健康教育は、愛知県教育委員会との連携のもと、教育委員会を通して、県内の全て
の公立小中学校への周知や募集要領の配布が行われており、その流れは図表3-4-2のとお
りである。

図表3-4-2 「出前健康教育」の流れについて

公財）愛知県健康づくり
振興事業団 愛知県内小中学校

①出前授業応募募集

②出前授業応募申込

⑧事後アンケート実施

⑤事前アンケート実施
　保護者の参加呼びかけ

③出前授業実施校選考

⑥対象に合わせて教材作成

⑨反応・結果から教材改善

④事前アンケート依頼
保護者の参加依頼

愛知県
教育委員会

⑦出前授業実施

出前健康教育は、①栄養、②睡眠、③運動、④こころ、⑤生活習慣の5つのテーマがあ
り、各小中学校からテーマを申請してもらう形式をとっている（図表3-4-3）。（テーマの
組み合わせやその他のテーマについても相談に応じている。）
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図表3-4-3 「出前健康教育」のテーマ及びその内容について

テーマ『栄養』
主に3食の食事バランスについての話や食べ物の働きについて解説をします。
また、適正体重を保つことの重要性や肥満予防についての解説もします。
・おやつのとり方 ・消化について
・食べ物の働き ・スポーツと栄養　【NEW】
・朝ごはんの重要性 ・食事バランス

テーマ『睡眠』
主にレム睡眠やノンレム睡眠についてわかりやすく説明し、睡眠の重要性について解説します。
また、質の良い睡眠をとってもらうためのアドバイスやポイントをわかりやすく解説します。
・眠りのメカニズム ・ぐっすり眠るためのコツ
・眠りの質について ・体内時計と睡眠
・睡眠と記憶について ・メディアと睡眠の関係　【NEW】
・早寝・早起の効用 ・体力との関連性

テーマ『運動』
主に日常的な運動（体を動かすこと）の重要性を解説します。
また、講義と実技を組み合わせたプログラムも展開しています。
・運動の必要性 ・実技①（準備運動）
・運動を覚えるメカニズム ・実技②（楽しく体を動かすプログラム）
・ケガの予防、スポーツ障害　【NEW】 ・実技③（簡単体力チェック）
・体力について ・実技④（姿勢バランス）

テーマ『こころ』
体験を通して、コミュニケーションの難しさ、楽しさを共有した後に、科学的根拠を示し、ポイントを解説し
ます。必要に応じてワークシートを使用します。
・褒める方法 ・感情をコントロールする方法
・見方や考え方を変える方法　【NEW】 ・意見を伝える方法、聞く方法　【NEW】
・仲直りの方法 ・こころと生活習慣との関係

テーマ『生活習慣』
主に自分の生活習慣について振り返ってもらい、健康を保っていくために良い生活習慣を解説します。規則正
しい生活習慣の作り方や乱れてしまった時の整え方について解説をします。
・元気に必要な生活習慣（食事・運動・睡眠） ・1日の生活リズムの作り方・整え方
・歯の健康 ・排便について

「こころ」のテーマは、開始当初には設定されていなかったが、小中学校からの要望に
応えて2012（平成24）年度から新たに開始し、大変ニーズの高いテーマとなっている。
具体的には、引き込む「導入」、体験して感じる「リハーサル」、体験の中で感じたことや
気づいたことを自己の中で言葉にして整理するために行う問いかけや助言を中心とした
「概念化」、日常生活での実践を促す「応用・実践」の4つのパートで構成されている（図
表3-4-4）。
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図表3-4-4 こころの健康教育の構成

導入

リハーサル

・具体的な場面を紹介
・客観的にどうしたら良いか考える

・具体的な場面を設定、実際に体験
・ロールプレイ

概念化

・質問・振り返り
・科学的根拠
・アドバイス

応用・実践

・目標を立てる
・日常生活で実践するよう促す

・ほめほめタイム ・リフレーミングゲーム
・YES・NOゲーム ・深呼吸

栄養（食事）、運動、睡眠などの講義については、易しい表現で簡潔に話し、単純な○
×形式ではなく、子どもの意見や考えを引き出しながら、楽しく、飽きさせない参加型の
講義になるように工夫している。
講義の際には、事前に各校から生活習慣アンケートや体力テストの結果を提供してもら
い、そのデータを取り入れながら各小中学校ごとの講義プログラムを作成している。こう
することで、子どもや教員に興味を持ってもらい、理解度がより高まるよう努力してい
る。また、講義のプログラムは、生徒の反応や保護者・教員からの意見、事後アンケート
の結果等をもとに見直しや改善を図っている。
このほか、子どもを通して、「保護者の健康づくりに関する意識」を高めることも大変
重要であると考えており、保護者にも健康教育に参加してもらうよう努力している。
2013年度は、健康教育を実施した51校のうち、39校（76.5％）で親も参加している。

（4）2013（平成25）年度における実施状況
2013年度における出前健康教育の申込状況と実施状況は図表3-4-5のとおりである。
過去の実績等を考慮して、県内54市町村のうち43市町村（79.6％）の小中学校（51校）
を選定し、計14,407人に出前講座を実施した。実施テーマの内訳については図表3-4-6
のとおりである。

図表3-4-5 出前健康教育の申込状況及び実施状況（2013年度）

申込校数 実施校数 対象人数
小学校 172校 38校 9,074人
中学校 64校 13校 5,333人
合計 236校 51校 14,407人
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図表3-4-6 実施テーマの内訳について（2013年度）
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（5）今後検討している事業展開について
最後に、本センターが今後検討している事業展開について紹介する。

1健康教育の普及・効果の検証
県内全域のカバー率を高めて健康教育の普及を図るとともに、特定の対象校に継続した
支援を行うことによって有効性を検証していく。また、出前健康教育が生涯の健康づくり
に及ぼす長期的な効果を調べたいとしている。

2新たな年齢層を対象とした健康教育の実施
現在カバーできていない幼児や高校生への健康教育の実施を検討している。そのため、
関連する施設や部署との連携を進め、各年齢層に適した教材を作成し、新たな場所で健康
教育を実施することを予定している。

3「野菜の摂取量」の啓発
愛知県は、「野菜の摂取量」が男女とも全国で最も低くなっている＊46。このため「野菜
の摂取量」の不足等について、学校教育や県の担当部署等と連携し、効果的な啓発を実施
する。

＊46	厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査結果の概要」より（20歳以上）
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【基礎データ】
所在地　愛知県大府市森岡町源吾35番地
職員数　常勤497人　非常勤347人
（2013（平成25）年4月1日現在）

（1）　センターの概要
独立行政法人　国立長寿医療研究センター

は、それまでの「国立長寿医療センター」
が、2010（平成22）年4月1日から独立行
政法人となったものである。「高齢者の心と
体の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢
献」することを理念として掲げており、大き
く分けると、主に研究機能と病院機能の2つ
を有している。

（2）　主な機能その1	
～研究機能について～
センターでは、老化や老年病（認知症、骨

粗鬆
しょう
症など）発生のメカニズムの解明、新

しい予防法や治療技術の開発と応用等に関し
て、最先端の研究を推進しているが、ここで
は認知症に関する研究と歯科口腔先進医療に
関する研究について紹介する。

〈認知症先進医療開発センターの取組み〉
認知症先進医療開発センターは、独立行政

法人発足と同時に設立され、認知症対策に資
する予防、診断、治療等に関する先進的、か
つ実用化を目指した研究開発を行っている。
このセンターでは、認知症のうち患者数が

最も多い「アルツハイマー病」に焦点を定
め、その制圧を目指した研究開発に取り組ん
でいる。発症に関わっている2つのタンパク
質の異常な変化・蓄積の仕組みについてはま
だわからないことも多く、その解明を目指す
とともに、これを阻止する化合物の探索、合
成を進めている。特に根本的な治療薬は世界
で待ち望まれており、このセンターでもでき
るだけ早く臨床試験段階に進めるよう、日夜
努力を続けている。

〈地域での大規模認知症予防研究〉
認知症の根本治療法は現在確立されておら
ず、予防や発症を遅らせるための取組みが重
要となる。このため、近隣自治体との協働の
下、認知症予防モデルの開発に取り組んだ。
まず、軽度認知機能障害 1のある高齢者

500人を、5000人を超える大規模なスク
リーニング検査により抽出した。これらの方
を対象として、既存の認知症予防プログラム
と新規に開発する学習プログラムの効果を比
較検証し、より効果的なプログラムの開発を
進めた。これによれば、単なる運動よりも、
例えば100から7ずつ引く計算を行いなが
ら歩くなど、脳と体を同時に使うような運動
プログラムの方が効果的ではないかとの結果
となっている。

独立行政法人　国立長寿医療研究センターの取組みコラム

1	 軽度認知機能障害…認知機能は正常ではないが認知症の診断基準は満たさず、機能低下の訴えはあるものの日常生活機能に大き
な問題はない状態

224 平成26年版　厚生労働白書

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



〈歯科口腔先進医療開発センターの取組み〉
口腔環境、すなわち口の中の状態は全身の

健康と密接に関連しており、高齢者の口腔ケ

アや歯の維持は大変重要である。歯科口腔先
進医療開発センターでは、歯科口腔医療に関
し、予防、診断、治療方法の開発・改良のた
めの調査研究を行っている。例えば、虫歯が
ひどく神経を全部取り除くと、特に高齢期に
なって歯がもろくなることが知られている。
そこで、親知らずなどいらない歯の中から
「幹細胞」を取り出し、これを培養して神経
を抜いた後の歯に移植することで神経や象牙
質を再生させるという「歯髄再生治療法」（世
界初）の研究を行っており、現在、臨床研究
の段階にある。

（3）　主な機能その2	
～病院機能について～

国立長寿医療研究センター内の病院は、
20の診療科目を有し、産科と小児科以外は
ほぼ備えており、383の病床の承認を受け

ている。多くの高齢者がこの病院で入院・外
来の治療を受けているが、ここでは最近注目
されている「もの忘れセンター」について紹
介する。
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〈もの忘れセンターの取組み〉
もの忘れセンターは、認知症医療の理想モ

デルを目指し、初期診断から終末期に至るま
で切れ目のないサービスを提供している。そ
の規模は世界でも最大級であり、高齢総合診
療科、神経内科、精神科、脳神経外科等の医
師が集まり、最先端の診療機器を用いた認知
症診断、共通カンファレンスでの診断決定な
どを行っている。ここでの医療は、看護師、
薬剤師等に加え、患者や家族も治療チームに
参加するとの考えに基づき、患者の視点に
立って行われている。どうしても認知症とい
うと暗いイメージになりがちな部分もある
が、実際に見学すると、施設内部は白と茶色
を基調とした明るい雰囲気で、清潔感にあふ
れている。外来部門と入院部門があるが、訪
れた患者はまず外来部門で1時間程度かけて
身体機能も含めた検査を行い、その後専門的
な診察を受けることとなる。診察室は5つあ
り、年間1000人以上の初診患者が訪れる。
入院部門では、周辺症状（不安、徘徊など

必ずしも認知障害とはいえない行動や精神面
での症状）や身体疾患に対応する包括的病棟
として30床（個室10）を備えている。様々
な工夫がなされており、例えば相部屋は普通
の病院では長方形が多いが、ここでは外の季
節を感じてもらえるよう、各ベッドの横に窓
を設置しており、このため部屋が放射状の形
となっている。スタッフステーションでは、
座って仕事をしている時でもラウンジ等の様
子が見えるよう仕切りを低く設定している。
このほか患者が絵画、園芸などの活動をした
り、昔の映像・音声を楽しめるよう、様々な
企画も行っている。
さらに、「もの忘れ教室」として、受診し
ている患者やその家族を対象とした教室も開
催している。
認知症は誰にでも起こりうる。もの忘れセ
ンターを視察した人からは「もし自分が認知
症になってしまったら、こんなところでみて
もらいたい」といった声があがるほど工夫の
施された施設であった。
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	3	 企業組合　であい村　蔵ら
【ポイント】

○高齢者が自分の特技を生かし、ワンコインランチや手作り製品の販売で、楽しく、
無理せず、やりがいをもって事業展開（「働くデイサービス」）。また、一人暮らしの
高齢者向けに配食サービスも実施。
○町役場や商工会、観光協会等とも連携して、町全体の活性化にも貢献。

老い、病など高齢化の持つ言葉のイメージとは対照的に、平均年齢約68歳、元気な70
代の女性が中心となって多岐にわたる取組みを活発に行っている団体が、この静岡県松崎
町にある「企業組合　であい村　蔵ら＊47」である。
日本全体の高齢化率が24.1％＊48であるのに対して、松崎町の高齢化率は37.5％（2012

（平成24）年4月1日時点、松崎町健康福祉課調べ）であるが、今後日本の各地域がこう
した状況になっていくと考えられる。その中で、高齢者が元気で生き生きと活躍している
取組みを紹介する。

（1）ワイワイではなく、目標を立てて～活動のきっかけ
町の高齢化が進む中、代表の青森さんは高齢
者を元気にしたいが、その一方で高齢者が集
まって単にワイワイと過ごすだけはなく、それ
ぞれが持つ技能を生かして観光客をもてなすこ
とができれば地域住民にとって貴重な交流の場
となり、ひいては、自らが愛着をもつ故郷の活
性化につながるとの考えに至った。
その考え方に基づき、①町おこしの手伝いを
して、町の良さを引き出したい、②働く場づく
り・生きがいづくり、③地域住民の居場所づくり、を目標として、2010（平成22）年に
「蔵ら」をオープンさせた。

（2）役割とやりがいを持って元気になろう～事業を軌道に乗せるまで
「蔵ら」の立ち上げには、青森千枝美代表の呼びかけに25人＊49の方々が賛同し、皆が
主役という考え方から、少しずつ資金を出資した上で、出資者一人ひとりが経営に携わ
り、労働を担うという形態（ワーカーズ・コレクティブ）で開始した。その後、2013
（平成25）年には、企業組合として法人格を取得しており、これにより社会的信用が上
がったとの実感を抱いている。
経営に当たっては、各人の得意とする技能を生かし、無理のない経営をすることを心が
けてきた。できないことを無理にやろうとすればそれがストレスになり、心身の健康上よ
くないためである。また、融資や補助金を受けたとしてもその返済や補助終了後の対応に
＊47	「蔵ら」の由来について、「蔵ら」の「ら」は地元の方言で「いいら～」「そうだら～」の『ら』の意味。建売住宅建設のために取り

壊されそうになった町の名物、なまこ壁（民家・土蔵などの外壁の一様式。壁面に四角い平瓦を並べて貼り、「めじ」と呼ばれるその継
ぎ目に漆喰をかまぼこ型に盛り上げてぬったもの）の蔵を何とかしたいという危機感（ピンチ）が立ち上げ（チャンス）につながった。

＊48	総務省「人口推計」（2012（平成24）年10月1日時点）
＊49	 2013年3月時点で参加者は22人。
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追われれば、これも精神衛生上よくないということで無借金経営を貫くこととした。
一方で、先に述べたとおり、参加者がワイワイと賑やかに楽しんで終わるだけでなく、
収益を上げることがやりがいや継続につながるとの考えの下に、地域の住民も気軽に食べ
に来ることができること、観光客にも好印象を持ってもらうことを狙い、地元の産品をふ
んだんに利用しながら、500円玉1枚で定食を食べることができる「ワンコインランチ」
を発案した。また、活動に参加している高齢者の中には、手芸などで一流の腕前を持って
いる方が多いことに着目し、作った製品を販売したところ、来店した客に好評を博し、収
益拡充につながっている。同時に、製品が売れることによって、自分の腕前の評価につな
がり、また作ろうという高齢者の生きがい、そして高齢者の健康の保持増進にも結びつい
ている。青森代表は「働くデイサービス」とも言っており、「ものづくりで元気になろう」
との意気込みで精力的に取り組んでいる。

さんま寿司 ようじゃ　よもぎだんご

さらに、松崎町の市街地から離れたところに住む一人暮らしの高齢者の中には、商店な
どへの交通手段が少なく、生活に支障を生じかねない状況になっていた。このような住民
については、町の民生委員と相談の上で、廉価で食事の配達サービスも行っている（600
円のうち300円を町が補助）。

（3）これからの活動を見据えて～輪を作る
2013（平成25）年3月、テレビで「蔵ら」
の取組みが全国に紹介されると、伊豆半島の南
西に位置し、必ずしも交通事情が良いとは言え
ない松崎町の「蔵ら」に、北は北海道、南は沖
縄から来店者が行列を作るようになり、多い時
には120食（通常は50食程度）を用意するこ
ともあった。しかし、それでもまだ足りない
中、遠方から来た客に売り切れと言って店じま
いするわけにはいかないと、町の飲食店をはじ
め幅広く「ワンコイン」の取組みについて協力を募ったところ、町内の飲食店、保養施設
など多くから賛同を得た。その成果を、「ハッピーワンコイン　松崎ウキウキお散歩マッ
プ」として観光案内図を作成したところ、大手旅行会社も協力するに至り、町全体の活性
化につながった。

2階　ギャラリー
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この過程で、町役場、町の商工会、観光協会、社会福祉協議会とは定期的に会合を開
き、連携するようにしている。さらに一丸となって、取り組んでいく一方で、経営に当
たっては、1人が3役も4役もこなしながら精力的に活動しているが、無理なく、のびの
びと今後も取り組んでいくことが、末永く元気に健康で過ごしていくことにつながると青
森代表は考えている。

	4	 全国農業協同組合中央会（JA全中）
【ポイント】

○全国の農業の担い手等が元気に活動できるよう、これまでの活動を踏まえた上で「運
動」、「食事」など取組みを重点化し、「JA健康寿命100歳プロジェクト」を開始。
○全国のJAに展開するため、プロジェクトの内容について実証実験を行った上でメ
ニューを提示。また、継続的な取組みを促す観点から無理せず、楽しくということ
に重点。

農業協同組合（JA）関係の組織は、健康づくりについて、様々な取組みを行っている。
本項と次項では、全国農業協同組合中央会（JA全中）とJA山梨厚生連健康管理センター
の取組みを紹介する。
比較的大きな組織が健康づくりに関する企画立案を行い、企画立案したものを地方に浸
透させていき、地方でも工夫を凝らして取組みを行い、その好事例を紹介するという過程
を経て、組織として健康づくりに取り組む方法について考えていきたい。

（1）地域コミュニティの維持・再生ツールとしての「健康」
JAとは、相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会を築く
ことを目的とした協同組合である。
農業の担い手の高齢化が進み、その後継者確保も容易でない状況にあり、また、地域住
民間における関係の希薄化が言われる中、JAが中核となって地域コミュニティの再生、
そして地域の活性化を目指し活動している。
高齢化が進む中、将来の担い手の確保も重要であるとともに、現在の担い手が健康で元
気に活動できるようにサポートすることも欠かせない。そこでJA全中は、地域住民も巻
き込んだ健康づくりに着目した。

（2）JAにおける健康づくりの素地
JAが健康づくりに関連する取組みを開始したのは比較的早く、1970（昭和45）年の
第12回全国農協大会で「生活基本構想」が採択され、JAグループ一丸となった取組みと
して、健康管理活動が明確に位置付けられた。
また、JAが健康づくりを始めるきっかけとして、高齢者福祉の取組みがある。1985

（昭和60）年の第17回全国農協大会で健康管理活動を「健康を守り向上をはかる活動」
と「高齢者の生活を充実させる活動と援助する活動」の2つに発展させ、一部のJAが高
齢者福祉活動の取組みを始めた。1991（平成3）年のJA全国大会では、ふれあい・助け
あい運動による高齢者対策活動として「①健康診断活動、②高齢者給食サービス、③ホー
ムヘルパー養成、④介護用品の供給」を掲げ、JA全中が、女性部員を中心にJA助けあい
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組織＊50設置促進を掲げその育成を図ってきた経緯がある。
特にホームヘルパーの養成については、累計で約12万人の養成実績となっている。
そして、1997（平成9）年に制定された「JA綱領」では「環境・文化・福祉への貢献
を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう」と定めて、ここでJAの取組みに
地域福祉の視点が入った。これに加え、介護保険制度がスタートした2000（平成12）年
には、介護が必要になった高齢者への福祉活動・事業として「助けあい活動」（高齢者の
生活支援サービスなど）と「JA介護保険事業」（居宅介護支援、訪問介護など）が車の両
輪として位置づけられ、JAグループ内で保健・医療などの分野を担当するJA厚生連と連
携を図りつつ推進していくこととした。
このような経緯をたどって、JAの組合員のみならず、地域住民も巻き込むようにして
地域コミュニティの再生に取り組むこととなり、その一環として健康づくりが行われるこ
ととなった。

（3）「JA健康寿命100歳プロジェクト」の開始
介護保険制度が発足して10年が経過しようとする2009（平成21）年の第25回全国
JA大会で、今後3年間のJAグループ全体が進むべき方向性として「大転換期における新
たな協同の創造」が決議され、その中で、健康づくりや介護予防の活動を通じて誰もが安
心して暮らせる地域づくりを目標とする「JA健康寿命100歳プロジェクト」が盛り込ま
れた。
この決議以前から、JAグループでは、助けあい活動による高齢者生活支援、組合員・
利用者等の健康づくり・健診活動、介護予防活動、いきがいづくり活動や地域医療を守る
取組みを展開してきた。
このような実績を踏まえつつ、JAグループは、「JA健康寿命100歳プロジェクト」を
通じて、JA組合員や地域住民に向けた「運動」、「食事」、「健診・医療・介護」、「ゆとり・
生きがい」等の活動を再整理し、体系的に組み立てることとした（図表3-4-7）。
プロジェクト推進のためのプログラムの企画・開発に当たっては、これまでの地域にお
ける取組みやJAで強みを発揮してきた活動などを適正に評価すること、また、地域住民
との新たな関係構築に向けた可能性を追求できるものであることを考慮しつつ、取組みの
重点化を図ることとした。

＊50	 1985（昭和60）年の「農協生活活動基本方針」の中で、有償ボランティア活動を展開し、一人暮らし・寝たきり高齢者を援助す
るための在宅福祉活動を展開することを主な目的とする組織である。現在、ミニデイサービス、施設（病院・特別養護老人ホーム等）ボ
ランティアなど、高齢者への生活支援サービスから生きがい活動、学習活動を行っている。
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図表3-4-7 JA健康寿命100歳プロジェクト

100歳まで農作業で達者が一番！
農作業を100歳まで継続するための体力づくり、健康づくり、いきがいづくり

身体の健康

心の健康

・朝食一膳運動
・野菜摂取　350g/日
・よい食プロジェクトの
推進

・健康料理教室
・五色のバランスの良い
食事

・乳和食による減塩

・ウオーキング
5000歩7.5分
運動の展開

・日常ウオーキン
グの推進・定着
化

・ストレッチ等筋力アップ
運動

・健康体操（レインボー体
操、あんしん体操）

・各種スポーツ大会
　への参加

食事

運動

・健康講話活動の推進と
参加

・生活習慣病のための検診
・三大疾病（ガン、心筋
梗塞、脳梗塞）の予防
健診の推進

・8020運動との連携
・歯っぴーサポーターの
養成

健診・介護・医療

健康寿命
100歳
創造

“ゆとり”と“いきがい”のあるくらしで元気に100歳まで
助け合い・女性組織のサークル活動内容の充実と拡大

地域貢献するという喜び＝社会貢献意識＝いきがい・やりがい
人の輪をさらにひろげる

・ウオーキング・ストレッチ・歩き方教室・軽運動教室・趣味教室・いきがい農園・女性大学/
農産物直売所・JA子ども交流プロジェクトやグリーンツーリズムへの参加

（4）「100歳まで農作業で達者が一番」を合い言葉に～プロジェクトの取組み
まず、全国農業協同組合中央会（JA全中）では、全国に所在するJAにプロジェクトの
大きな方向性等を示した。
また、プロジェクトで取り組む内容について企画立案を行うとともに、あらかじめ実証
実験を行い、その効果について検証を行った。その結果、①運動分野では、ウォーキング
大会に加えて、継続的にウォーキング教室を開催して、健康づくりを行うこと、②食事分
野では、食の担い手であるJAとして、健康に役立つメニューの開発（例：味噌汁などに
乳製品を活用して減塩する「乳和食」、図表3-4-8）と五色のバランスがとれた弁当作り
など料理教室の開催、③健診・医療・介護分野では、認知症サポーターの養成（2013
（平成25）年12月末で122,083人）や口腔機能向上（例：口腔機能向上体操）の取組み
といったメニューを提示している。
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図表3-4-8 乳和食の例

 

出典：JA健康寿命100歳サミット　小川浩子氏講演資料より

その際、「無理なく、楽しく、簡単に取り組める活動から始めよう！」というスローガ
ンを掲げた。健康づくりにしても、地域コミュニティの再構築にしても、短期間で、そし
て単発の取組みで効果が表れるものではなく、長期にわたり継続していくことが重要であ
るためである。加えて、組合員や地域住民のニーズに沿った取組みを行えば、多くの参加
者が集まる経験を得たこともこのスローガンに通じている。こうした取組みの結果とし
て、高齢者であっても農作業を継続するために必要な体力づくり、健康づくり、いきがい
づくりができるようになることを目指すものである。

（5）いい取組みには関係機関との連携が必要
JAは、女性組織＊51と助けあい組織等があり、イベント開催に慣れているという強みを

生かして、関係機関との連携についても熱心に行っている。
まず、地方公共団体とは、もともと役所の庁舎とJAの所在地が近接していることが多
いこと、また、農業政策などを通じて、役所との連絡にノウハウがあったことから、比較
的スムーズな連携（例：イベントの共催、地方公共団体の広報を利用したイベントの周
知）を進めていた。このことにより、組合員のみならず多くの地域住民の参加を得ること
ができた。
このほか、JA組織内で小規模、自主的に各種教室を行うこともあったことから、社団
法人日本ウォーキング協会（公認ウォーキング指導員）や公益社団法人日本歯科医師会
（イベントでの講演）等との連携も生まれている。

＊51	 JAをよりどころとして、食や農、暮らしに関心のある女性が、集まって活動する組合員組織をいう。農家でも農家でない人でも誰
でも参加でき、メンバーは、幅広い世代で構成されている。主に、食農教育や地産地消にかかわる活動、助けあい活動（高齢者福祉）、
環境保全活動などに取り組んでいる。
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	5	 JA山梨厚生連健康管理センター
【ポイント】

○特定健診、特定保健指導の開始に合わせて必要となった独自のシステム構築のため
立ち上げたプロジェクトチームがその後も中心となり、健康寿命の延伸に向けた6つ
の取組みを企画から実施まで担当。
○がん検診の受診率向上に向けて子どもを通じた普及啓発に着目。独自のマスコット
キャラを使いつつマスコミや自治体等との連携により取組みを推進。
○「JA健康寿命100歳プロジェクト」を受けたウォーキング大会の実施、人間ドック
の合間を利用した健康教室の開催、人間ドックへのオプション検査の追加など、時
代のニーズに合わせた工夫。

（1）健診の担い手による「『つなげる、やさしさ。』プロジェクト」
JA山梨厚生連健康管理センターは、1977（昭和52）年に事業を開始して以来、30年
以上にわたって、県内のJA組合員に加えて、県内の労働者や地域住民の健康管理を担っ
てきた。
同センターが、健康寿命の延伸に向けて取組みを始めたきっかけは、2008（平成20）
年から特定健診と特定保健指導が始まるに当たり、特に特定保健指導の準備のため、セン
ター内にプロジェクトチームが設置されたことである。
このプロジェクトチームは、特定保健指導のためのシステム構築をはじめ、制度の円滑
な導入と継続を目指すものであったが、その議論の過程で健康寿命の延伸を目的とした取
組みを多角的に実施する方向となり、「つなげる、やさしさ。」＊52プロジェクトを立ち上げ
るに至った。
このプロジェクトは、「特定保健指導」、「がん検診の普及・啓発活動」、「しあわせウォー
ク」、「市民公開講座」、「健康寿命の延伸を目的とした人間ドックオプション検査（脳とか
らだの加齢度検査）」、「健康教室」の6つの取組みからなっている（図表3-4-9）。これら
の取組みそのものは、必ずしも独自性あふれるというものではない。しかしこれらの取組
みのいずれも、行動に移すことの重要さを示唆している。

＊52	 JA山梨厚生連健康管理センターの活動スローガン。設立30周年に当たる2007（平成19）年に定めた。その考え方は次のとおり。
	 『やさしい気持ちを、人につなげていく。やさしい気持ちを、次につなげていく。だれにもやさしく。
	 すべてにやさしく。笑顔をつなげる、やさしさをつなげる。健康な笑顔を、次の世代につなげていく。
	 美しい自然環境を、次の世代につなげていく。「人」「自然」「動物」「植物」……、
	 すべてのいのちをつなげていく。やさしさと、思いやりの心で。
	 やさしさを、未来につなげていく。健康・環境・地球温暖化を、私達の一人一人が考え、出来ることから一つ一つ始めていく。健康にや

さしく、すべてにやさしく。』（以上、JA山梨厚生連健康管理センターホームページより抜粋）
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図表3-4-9 「つなげる、やさしさ。」プロジェクト全体図

めざせ！
脱メタボ＆生活習慣の

改善

特定保健指導

めざせ！
がん検診受診率５０％

達成

がん検診の
普及・啓発活動

歩こう！
元気に１００歳まで

しあわせ
ウオーク

「健康寿命」
に関する

市民公開講座

目的は
「健康寿命」の延伸

人間ドック
オプション検査

「健康寿命」を延ばす
食事・運動・禁煙など
をテーマとした

健康教室

ＪＡ山梨厚生連

「つなげる、やさしさ。」プロジェクト

延ばそう！健康寿命

（2）特定保健指導～めざせ！脱メタボ＆生活習慣の改善
特定健診と特定保健指導を始めた場合、同センターで1,000人以上の特定保健指導の実
施が見込まれた上、人間ドック受診者だけでなく巡回健診受診者にも対応するシステムが
必要だったが、このようなシステムが2008年頃にはまだ開発されていなかった。そこで
たどり着いたのは「システムがないならば、作ろう」という発想であり、即座に県内のシ
ステム開発業者と協力して独自のシステムを構築した。当時先進的だったのは、健診受診
者の情報を継続的に管理するとともに、減量等の目標や計画設定をしたり、電話やメール
による支援との連動も可能にしたりしたことである。
また、特定健診・特定保健指導開始時には、同センターによる指導を受けた地元テレビ
局キャスターの減量の取組みを実況する特集記事を地元の新聞に掲載するなど、手厚い広
報を実施した。その結果、県内の多くの市町村国保、健保組合、共済組合から特定保健指
導を受託するに至った（2012（平成24）年度の実績では、県内の約7割のシェアを占め
ている。）。

（3）がん検診の普及・啓発活動～謙くんと信くんの活躍
これまでもがん検診の対象者に対して啓発活動を実施していたものの、受診率は頭打ち
の傾向にあった。このような状況を打破すべく、2010（平成22）年より「めざせ！がん
検診受診率50％達成」をスローガンに、一層のがん検診普及・啓発活動に取り組むこと
とした。
その際、子どもにがん検診への興味・関心を抱かせ、親に働きかけて受診を促すという
手段を選んだ。
このため、各地方公共団体などで、着ぐるみのマスコットキャラクターを使った活動が
増えていることを踏まえ、厚生労働省では、がん検診のマスコットキャラクターとして、
上杉謙信が雁を持った「けんしんくん」を作成していた（「雁［がん］」と「癌［がん］」、
「検診［けんしん］」と「（上杉）謙信［けんしん］」をかけている。）ことを利用して、上
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杉謙信には永遠のライバルでもあり、地元の英雄である武田信玄がいるということで、マ
スコットキャラクター「信くん」を作製した。
2013（平成25）年11月から、キャラクターが山梨県内の各種イベントに参加するな
ど普及啓発活動を実施し、子どもから好評を得ているとのことであった。
これに関連して、2010年から、地元テレビ局と「ピンクリボンフェスタ」を共催し、
乳がん検診の受診歴のない方を対象に、無料の乳がん検診（検査料金は協賛企業負担）を
実施している。2010年からの4年間で計718名、2013年のイベントでは178名に検診
を実施した。

図表3-4-10 マスコットキャラクターを用いたがん検診の啓発活動着ぐるみによるがん検診の啓発活動

学校などの
教育現場

ＪＡまつり

センター
主催イベント

広報誌
ホームページ
マスメディア

ＪＡ・行政
との連携

県内ショッピング
モールでのイベント

山梨県・市町村
主催イベント

健診会場
厚生労働省がん検診キャラクター

上杉謙信（謙くん）
ＪＡ山梨厚生連がん検診キャラクター

武田信玄（信くん）

（4）しあわせウォーク～JA全中とのタイアップ
先に述べたように、JA全中が「JA健康寿命100歳プロジェクト」の大きな柱として、
運動、とりわけウォーキングを全国で積極的に行う方向性を打ち出したことから、2011
（平成23）年10月に「しあわせウォーク」を開催した。
開催に当たって、JA山梨厚生連は、がん検診の普及・啓発活動もあわせて実施した。
2012（平成24）年11月からは、ウォーキングコースを市街地から国指定名勝の御嶽
昇仙峡へ行く途中にある県立の森林公園に移し、紅葉狩りもできるウォーキングとして
200人の参加者が集まる大きなイベントとすることに成功した。

（5）人間ドックオプション検査と市民公開講座
2012（平成24）年には、人間ドックオプション検査と健康に関する市民講座を開始し
た。
人間ドックオプション検査では、脳とからだの加齢度検査（もの忘れ検査と筋肉量測
定）を導入した。健康寿命の延伸を実現するには、社会生活を営むための機能を高齢に
なっても可能な限り維持することが重要であり、高齢化に伴う機能の低下を遅らせる観点
から、ロコモティブシンドロームと認知症の前段階である軽度認知障害の段階で発見し、
早期に治療につなげることが効果的であるとの考え方に基づいている。2012年度の受診
者数は1,642人で、平均年齢は63.5歳であった。
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また、検査開始と同時に、広くJA山梨厚生連の取組みを周知するため、健康寿命など
の分野で著名な研究者を招いて、組合員と地域住民を対象に市民公開講座を開催してい
る。平日の開催であるが、2012年度、2013（平成25）年度ともに400名超の聴講者が
参加し、盛会となった。

（6）ニーズに応える健康教室
この健康教室は、1977（昭和52）年と他の活動に比べて古くから開催しているが、近
年は、健康長寿を意識したテーマを開講しており、年間を通じてセンター内で開催する健
康づくり教室（全7テーマ）と、県内各地域へ講師を派遣する健康教室（全36テーマ）
を開催している。
2012（平成24）年度の健康教室・健康づくり教室への参加実績は、17,300名であり、
その3分の1は人間ドックの待ち時間を活用して参加した。人間ドック受診者は、大なり
小なり健康づくりへの意識がある上、受診者自身の空き時間の活用ということとも相まっ
て、このような実績につながったものと考えられる。
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	 第5節	 取組み事例の分析

第2節から第4節までにおいて、それぞれの組織に属している人々の健康づくりに向け
て、先進的な取組みを行っている地方公共団体、企業、団体を取り上げ、その取組み内容
を紹介してきた。このほか、コラムでも様々な工夫を凝らした地方公共団体等の取組みを
紹介している。
こうした事例を通して見たときに、個々人の健康づくりを推進する取組みをうまく展開
させるための「鍵」となるものとして、5つの重要な要素が考えられる。本節では、その
5つの要素について説明した上で、各主体がどのようにこの5つの要素を活用して取組み
を進めているのか、地方公共団体、企業、団体の別に紹介したい。

	1	 5つの要素　～3つのポイントと2つの留意事項～
取組み事例を参考に、これから健康づくりに向けた取組みを始める、あるいはさらに発
展させていこうとする場合、「ICTの活用」、「課題の見える化」と「対象の明確化」、「動
機づけ（インセンティブ）」という3つのポイントと、「連携・協働」、「実行力」という2
つの留意事項が手掛かりになるが、中でも「動機づけ」がポイントになる。
健康づくりを進める上では、既に取り組んでいる人に継続してもらうことも重要である
が、それにも増して重要なことは、現在健康づくりに取り組んでいない人に対していかに
して取り組んでもらうかということである。これはいわば個人の生活習慣、日常の行動を
変えてもらうということであり、容易なことではないが、一番大切な点でもある。上にあ
げた5つの要素の中で、この「行動を変える」ということに最も直接的に関わるのが「動
機づけ（インセンティブ）」である。
この「動機づけ」については様々なものがあるが、その対象、内容を検討する際に必要
となるのが「「課題の見える化」と「対象の明確化」」であり、その手段として大きな力を
発揮するのが「ICTの活用」である。
また、取り組む内容を実施に移す際に重要になるのが多様な主体との「連携・協働」で
あるとともに、最終的には取組みを検討で終わらせることなく実行に移していく、すなわ
ち「実行力」が問われることとなる。これらの関係を示したものが、図表3-5-1である。
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図表3-5-1 取組み事例の分析

取組みに当たって

個
人
の
行
動
を

変
え
る

■　健康づくりを進める上では、各組織に属する個人に対して日常の行動を変えてもらうよう促すことが重要であり、中
でも「動機づけ」がポイント。

○ICTの活用
●レセプト等のデータベース化が進むことで、医療費等について、地域的な傾向や年齢による違い、複数データを用い
た相関関係など様々な分析が可能に。また、効果の検証も容易に。

●ICTを活用して情報を収集し、関係者で共有することは、取組みを効果的に進める上で重要。
●スマートフォンの急速な普及と様々なソフトの出現により、例えば、自分の体重、体脂肪率などの体組成等が一目で
わかり、仕事等で忙しい人でも、個々人の状況に応じた健康づくりが可能に。

○「課題の見える化」と「対象の明確化」
●人員や費用に限りがある中で健康づくりを進めるには、データ等を分析し、課題を目に見える形で明らかすることが
重要。その上で働きかけを行う対象を明確化し、効果的な手段を検討することが必要。

取組みを実施するに際して
○連携・協働
●日常生活の中、町内会、学校、職場等の様々なコミュニティで接点があることに着目し、これらの組織や人と、目指
す方向性や意識を共有して多方面から取り組むことで大きな効果に。その際、関係者に十分な説明等の働きかけが必
要。

○実行力
●データ分析や健康づくりのための仕組みを実行に移すことが大切。モデル的に特定の地域や人を対象として効果を検
証しながら進めるという方法も有効。

●キーパーソンの存在や経営トップからの指示（トップダウン）が、時に大きな効果につながることも。

◎動機づけ（インセンティブ）
●健康づくりの開始、定着にはやる気を引き出す「動機づけ」が必要。例えば、個人の取組み
の可視化や「遊び」の要素の取り入れ、表彰、特典等。

●健診受診時の利便性の向上や上司等からの受診督促の徹底等。

（1）3つのポイント
1ICTの活用
第1節で、医療保険者におけるデータヘルスの取組みを国が進めていることを説明した。
そこで述べたとおり、レセプトや健診データ等の電子化やデータベース化が進み、これま
で以上に医療費等の分析が容易となる環境が整いつつある。特に、データベース化によっ
て、地域的な傾向や年齢による違い、複数データを用いた相関関係など様々な分析が可能
となるとともに、健康づくりに取り組んだ場合の効果を検証しやすくなるといった利点が
ある。
また、限られた人員で効果的に地域や企業で健康づくりを進めるに当たっては、ICT
を活用して情報を収集し、適切な管理の下、関係者で共有することが重要である。
ICT分野の進歩は目覚ましく、とりわけここ数年はスマートフォンが急速に普及し、
様々なソフトも出現したことから、こうした機器の活用は、健康づくりの分野に大きな影
響を与える可能性がある。例えば、自分の体重、体脂肪率などの体組成、歩数、望ましい
運動量と実際の運動量などが一目でわかるようになっていて、仕事などで忙しい人も、
個々人の状況に応じた健康づくりに気軽に取り組めるようになってきている。

2「課題の見える化」と「対象の明確化」
健康づくりの進め方としては、例えば、地域、会社等の全員に対して同じように実施す
る（例えば、パンフレットの配布、ポスターによる周知）という方法がある。その効果は
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一定程度はあるものの、特に仕事などで多忙な人、健康づくりに無関心な人に対してポス
ターやパンフレットで一律に呼びかけるだけでは不十分である。また、健康づくりに取り
組むための人員や費用には限りがある。
こうした中で効率的に健康づくりを進めるには、どのような人達を対象に何をするの
か、まず対象を明確化して、最も効果的と考えられる内容や手段を検討することが必要で
ある。
そのためには、まず健康に関するデータ等を分析し、グラフ化したり地図を使った分布
図を作成するなどして、健康づくりを行う上での「課題」を目に見える形で明らかにする
こと、すなわち「見える化」が重要であると考えられる。
この「見える化」を行う際には、1で述べたICTの活用が重要である。レセプトや健

診等のデータ、介護に関するデータ等による分析を通じて課題を浮かび上がらせるととも
に、視覚的にわかるようにまとめることで、課題に対応した方策を検討することができ
る。課題の優先度などもはっきりさせることができ、そうした情報を関係者間で共有する
ことも可能になる。その上で、働きかけを行う対象を明確化し、同じ認識の下で取組みを
進めることが重要である。
なお、「見える化」については、本来課題を抽出する場面だけではなく、取組みの効果
を検証するに当たっても、念頭に置くべきである。取組みの成果を更にあげるためには、
不断の改善努力が必要であり、特に地方公共団体にあっては、施策の説明責任が求められ
るという観点からも、効果の「見える化」は重要である。

3動機づけ（インセンティブ）
先に述べたように、取組みを始めるように促し、定着させるには、何かしらのやる気を
引き出す「動機づけ（インセンティブ）」が必要である。例えば、個々人のやっている取
組みを可視化するという方法がある。毎日の体重を記録し、歩いた歩数をグラフ化し、消
費したカロリーを食事で表したりすることで、実感を持つことができる。また、「遊び」、
「楽しみ」の要素も時に力を発揮することもあり、例えばウォーキングなどの歩数を仮想
の地図上で表すことで、ゲーム感覚で楽しみながら取り組むという手法もある。しかもこ
うしたことはICTの活用によって労力をかけなくても気軽にできるようになってきている。
また、実績に応じて景品等を付与するという手法もある。これも「遊び」や「楽しみ」
に通じるものがあるが、同僚等との競争の中で優秀者に賞状を授与したり、実績をポイン
ト化して景品への交換を可能にすることなどにより、やる気を引き出すことで健康づくり
を開始し、習慣化につなげていくというものである。
以上は個人の自発性を引き出す動機づけと言える。これとは対照的に、取り組まない場
合には強制力を行使すると示すことで、個人の行動を変えるという方法もある。例えば、
健診やその後の精密検査を受診しようとしない場合、上司などから受診を命ずるとか、健
診を受診しないと賞与を減額するというものがある。

（2）2つの留意事項
1連携・協働
健康づくりに限らず言えることであるが、何か取組みを進めるには、連携・協働が重要
である。各個人が日頃生活する際には、市役所や町内会などのコミュニティのほか、学
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校、職場、福祉関係事業者など様々な組織や人との接点があり、こうした接点に着目し、
これらの組織や人と目指す方向性や意識を共有した上で、多方面から取り組むことにより
大きな効果が得られると考えられる。
ただし、こうした意識の共有や連携、協働は自然発生的に生じるものではない。単に連
携、協働が重要と認識しているだけではなく、共有すべき方向性や必要性について関係者
に十分に説明するなどの働きかけがあってこそ成立するものであることに留意しなければ
ならない。

2実行力
1で述べた内容とも関連し、そして当然のことではあるが、データの分析や健康づくり
のための仕組みを考えるだけではなく、実行に移すことが大切である。もちろん当初から
全面的に実施しなくても、まずはモデル的に特定の地域や人を対象として効果を検証しな
がら進めるという方法も有効だろう。いずれにしても何らかの形で取組みをスタートさせ
ることが成功への第一歩であると考えられる。その意味で「実行力」を持ち、熱意を併せ
持った人の存在は大きい。実際、効果的な取組みを行っているケースではこうしたキー
パーソンがいることが多い。
また、企業の組織の場合には経営トップからの指示（トップダウン）で取り組むこと
が、時に大きな効果につながることもある。

	2	 各主体による健康づくりの推進方策について
第1項で健康づくりを進めるのに重要と考えられる5つの要素を提示した。健康づくり
を推進しようとする主体が自らの置かれている状況を踏まえつつ、「動機づけ」を中心と
して、5つの要素の中でこれまでの取組みでは十分でなかったものに重点を置きながら取
り組んでいくことが肝要である。
また、地方公共団体、企業、団体の間では、置かれている状況や前提条件に違いがあ
る。このため、各主体別に、前節までで述べた取組みの具体例を振り返りつつ、5つの要
素の活用方法について紹介する。
これらを手掛かりとして、個人が属している各組織において、健康づくりに向けた個々
人の積極的な行動を促進するため、具体的な取組みを推進していくことを期待したい。国
においても第1節で説明した施策などにより、こうした取組みを引き続き支援していく。

（1）地方公共団体の場合
地方公共団体と一口に言っても、人口の規模や構成は様々であり、地理的条件、生活習
慣、文化などにも違いがあるため、何よりもまず自らの地域の実情を把握し、その上で取
組みを進めることが重要である。また、地方公共団体の場合、施策の対象が子どもから高
齢者までと幅広く、行政と地域住民との関わり方も様々であり、その点で施策を行き渡ら
せる難しさがある。
さらに、都道府県と市町村（特別区を含む。以下同じ。）という違いがある。健康づく
りに関して、都道府県は、広域自治体として、都道府県内の住民全体を対象とする施策の
企画立案や、市町村間、都道府県内の関係者の調整等を担うほか、必要に応じて助言を行
うなど市町村の取組みを支援するべき立場にある。また、健康増進法の規定に基づき「都
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道府県健康増進計画」＊53を定めることとなっており、その策定に当たっては、市町村、医
療保険者、学校保健関係者等の関係者の連携強化のため中心的な役割を果たすことが求め
られている。
市町村は、国民健康保険や介護保険の保険者であるとともに、健康増進法に基づく「市
町村健康増進計画」＊54の策定に努めることになっている。また、各種保健サービスの実施
主体であり、地域に密着しているという特性を生かしつつ、地域の実情に合ったきめ細か
い健康づくり施策に積極的に取り組むことが期待される。

1「ICTの活用」と「課題の見える化」、「対象の明確化」
市町村は、前述のとおり国民健康保険や介護保険の保険者であることから、特定健診や
レセプト情報等のデータを保有しているが、さらにこれらのデータベースの構築により今
後様々な分析が可能になると考えられる。
都道府県は元々これらのデータを持っているわけではないが、静岡県の場合、ICTを
積極的に活用して独自に県内の市町、医療保険者の協力を得て現役世代を含む幅広い世代
の特定健診データを入手し、分析している。そして「健康マップ」を作成することで県内
のメタボリックシンドローム、高血圧、喫煙といった生活習慣に関する傾向が一目で「見
える」ようになり、どの地域にどのような課題があるのか把握することが可能となった。
健康日本21（第二次）では「日常生活に制限のない期間の都道府県格差の縮小」を目
標としており、各都道府県は健康寿命延伸の取組みが求められている。こうした中、市町
村への支援方法は様々であろうが、市町別の「お達者度」の算出を含め、静岡県の取組み
は、都道府県としてここまでのことができるという好事例と言えるだろう。
呉市は、レセプトのデータベース化に取り組んだ上で、その情報を使ってジェネリック
医薬品の使用促進通知を開始した。先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に
どの程度差額があるのか一人一人にわかりやすく示すことは、医療費を削減する上で効果
的な「見える化」と言えよう。糖尿病性腎症等重症化予防事業においては、レセプトデー
タから医療費を分析した結果、人工透析のために必要な費用が他の疾病に抜きんでいるこ
とを「見つけ出した」ことで、「施策の対象の明確化」を図ることができた。
妙高市の「みょうこう減塩大作戦」は、前もって市民の食塩摂取量を調査し、国の基準
よりも摂取量が高いことを明らかにした上で、バランスの取れた食事の普及に努めてお
り、これも「見える化」の一環と言える。また、呉市は、2013（平成25）年度から開始
した「はじめよう！減塩生活」の取組みの中で、市民の食塩摂取量を特定健診の機会を利
用して把握しようとしている。これは、特定健診受診者の食塩摂取量を明らかにすること
で、食生活の在り方に目を向けてもらう効果に加え、個々人の食塩摂取量を集計・分析
し、今後の保健指導に役立てる効果を狙っている。
「対象の明確化」という意味では、先述したとおり地方公共団体には様々な年齢の人が
いることから、「世代を意識した取組み」も重要であると言えるだろう。呉市と妙高市の

＊53	健康日本21の最終評価の際（2011（平成23）年10月時点）、都道府県における健康増進計画の策定状況は100％であった。
	 健康増進計画の評価体制については、都道府県で98％であった。
	 また、健康増進施策の推進体制については、98％の都道府県で関係団体、民間企業、住民組織が参加する協議会・連絡会等の体制があっ

た。
＊54	健康日本21の最終評価の際（2011年10月時点）、市町村における健康増進計画の策定状況は76％であった。
	 健康増進計画の評価体制については、市町村では約半数であった。
	 また、健康増進施策の推進体制については、7割弱の市町村で関係団体、民間企業、住民組織が参加する協議会・連絡会等の体制があっ

た。
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減塩の取組みは、いずれも子ども、特定健診受診者など各世代に応じた対策を実施してい
る。また、松本市の場合、「こどもの生活習慣改善事業」や「脳活ポイントプログラム」
があり、前者については、子どもの時期から「望ましい生活習慣」を身につけることが将
来役に立つと考え、「親子あそびランド」等を通じて親も巻き込みつつ、継続した運動習
慣の定着を図っている。後者については、高齢になる前から生活習慣を改善することが認
知症予防につながるとの認識の下、20歳以上の市民を対象として始めた取組みである。
早くからの「予防」という観点や、第2章で見たように現役世代を意識した働きかけも求
められていることからすると、このような将来を見据えた世代への取組みの重要性は今後
ますます高まることになると考えられる。

2「動機づけ（インセンティブ）」
静岡県と藤枝市の「健康マイレージ」、松本市の「脳活ポイントプログラム」などは、
いずれも運動等を行うことでポイントが付き、それを一定程度ためることで景品等の交換
につながる仕組みである。楽しみながら生活習慣を改善し、それを継続させることを狙っ
たものであり、「動機づけ」を活用した取組みの典型と言えよう。
また、藤枝市の「バーチャル東海道の旅」は、地域住民の遊び心を刺激し、延べ約500
キロメートルの距離を完歩する人も現れるなど、健康づくりに寄与している。
このほか、「利便性の向上」等も「動機づけ」になりうる。特定健診の受診率向上が大
きな課題となっている中、藤枝市では土曜健診の実施や無料送迎バスの運行のほか、希望
すれば健診項目を追加できるようにするなど、受診者の視点に立って、健診自体の魅力
アップを図りつつ、受診を促す環境を整えている。
呉市のジェネリック医薬品使用促進通知は、市民一人一人の医療費に直結するものであ
り、ジェネリック医薬品に切り替えるという「自らの行動」によって「負担を減らせる」
ということが大きな「動機づけ」になっている。

3「連携・協働」
静岡県と藤枝市による「健康マイレージ」等の取組みは、企業店舗の参画を得ることで
事業に広がりを持たせ、同時に経費節減にもつなげている。また、呉市のジェネリック医
薬品使用促進通知や糖尿病性腎症等重症化予防事業の取組みは、医師会、薬剤師会、大
学、患者の家族等の理解と協力がなければ実施できなかったといっても言い過ぎではない。
子どもへの働きかけを効果的に行う上では、学校や保育所等との連携が重要であり、呉
市や妙高市の減塩の取組み、松本市の子どもの生活習慣の改善に向けた取組みなどはいず
れもこうした連携の下で施策を進めている。
藤枝市の「保健委員」、松本市の自殺予防相談事業実施のための「気づき、見守るため
の地域支援者」のように、地域住民に協力を求めるによってその効果を高めようとしてい
る例もある。前述したとおり、都道府県や市町村の中には様々な世代の人が住んでおり、
一般論として、行政のみでその全てをきめ細かくカバーすることは難しく、積極的に市民
等の協力を得ながら取組みを進めるという視点は重要である。
また、松本市の禁煙運動では、市職員と医療関係者、市民等幅広い層から構成される受
動喫煙防止対策協議会の活用により市民の自主性を生かしたルールを設定するなど、市民
と一体となって取組みを進めている。
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4実行力
第2節で紹介した地方公共団体は、当然ながらいずれも様々な取組みを行っていること
からわかるように実行力を備えている。
その中でも特徴あるものとして、松本市では、市の総合計画で目指すべき市の将来像と
して「健康寿命延伸都市・松本」を打ち出し、市の方針として街づくりの全ての分野で
「健康」を切り口とした取組みを進めたり、世界中から有識者を集めて「世界健康首都会
議」を開催したりしている。
また、妙高市の場合、「元気いきいき健康条例」を定め、生活習慣病予防の健診受診な
ど健康づくりに関する具体的な取組みや方向性を市として明確に示している。
このほか、知事や市長などの判断や指示があると施策の円滑な導入や推進につながると
考えられることから、幹部の理解を得ながら進めることも重要である。

（2）企業の場合
企業の場合、一般的にその規模は県や市に比べれば小さく、そして組織を構成するのが
概ね15歳から64歳までの生産年齢人口であることがほとんどである。また、構成員の把
握も容易であり、日中の大半を職場で過ごすケースも多いことから、地方公共団体に比べ
て様々な面で健康づくりに関する取組みが進めやすいとも言える。
しかし、企業も中小企業から大企業までその規模は様々であり、特に規模が大きくなる
ほど本店、支店、事業所等の広がりがあること、様々な職種があり、それぞれが抱える健
康上の問題には違いがありうることといった点には留意が必要である。こうしたことも踏
まえつつ、第3節で紹介した企業がいかにこの5つの要素を活用しているかについて紹介
したい。

1「ICTの活用」と「課題の見える化」、「対象の明確化」
これまで繰り返し述べているように、医療保険者におけるレセプトや健診情報等のデー
タベース化は、着実に進んできており、基本的には加入者のレセプト・健診情報を把握し
ていることから、様々な分析を行い、対策を講ずることが可能な環境が整いつつあると言
えよう。健康保険組合等によるデータヘルス計画の策定が進められる中で、企業は健康保
険組合と協力して、医療費の抑制のみならず、健康な社員の存在が経営にとって欠かせな
いという観点からも、ICTを使って、社員の健康状況の把握に努めている。
株式会社タニタは、会社の主力商品が健康関連であることから、社員が不健康であるわ
けにはいかないと、特定健診等データの分析を進めていく中で、メタボリックシンドロー
ム該当者がリスク要因であることを課題として抽出した。会社のメタボリックシンドロー
ム該当者を減らす取組みが、リスク回避のみならず商品化にもつながるということで、
ICTを活用した健康管理システムを構築したことが特徴と言える。
株式会社大和証券グループ本社は、健康保険組合と協力してレセプトデータや健診結果
の分析により、社員の疾病の中心が「生活習慣病」であることやそのリスクを持つ社員が
多いこと、「ハイリスク者」（健診の結果病院での診察が必要とされた人）の受診率が低い
ことを発見した。
その上で、会社の健康増進対策の対象疾病を「生活習慣病」に、そして最優先に取り組
むべき対象者を「ハイリスク者」として「明確化」したことで、「イエローペーパー」と
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いう極めて印象的かつ効果的な取組みにつなげることができたと言える。
東京都職員共済組合もレセプトデータを分析して、医療費全体に占める生活習慣病の割
合が高いこと、高血圧性疾患の受診者が35歳以上で増加していることから、35歳以上の
層を取組みの重点対象として「明確化」した。また、薬剤費の分析も行い、先発医薬品を
ジェネリック医薬品に切り替えることによる効果まで「見える化」した。加えて、被扶養
者の特定健診の受診率が低い要因を探るためにアンケート調査を実施し、組合員に比べて
健診項目や健診機会が少ないという理由を明らかにした。
また、これらの企業では、ICTの活用により社員個人個人がパソコンやスマートフォ
ンを利用して、健診データ等を簡単に確認し、チェックできるようにしているのも特徴で
ある。

2動機づけ（インセンティブ）
株式会社タニタ、株式会社大和証券グループ本社、東京都職員共済組合では、社員個人
がICTを使って、特定健診等の結果を閲覧できるだけでなく、日々の歩数や体重の測定
結果も記録できるようにシステムを構築し、自身の健康状態と健康づくりの「可視化」を
図った。
また、株式会社タニタでは、社員に対して歩数計による日々の歩数の計測を義務づける
ことによってその実効性を確保し、更に歩数をランキング化することで同僚と競争し、上
位者を表彰することによってゲーム感覚で楽しみながら健康づくりができる仕組みとして
いる。東京都職員共済組合では、特定保健指導の利用やウォーキング大会の参加等によっ
てためたポイントを健康関連グッズに交換できるようにしている。これらは、いずれも健
康づくりに向けたやる気を引き出す「動機づけ」になっている。
三菱電機株式会社は、三菱電機グループヘルスプラン21（MHP21）に基づき全社を
あげて生活習慣病予防に取り組む中で様々な動機づけを行っている。具体的には、①各社
員が「MHP21ステージ健康カード」に目標を記入して宣言するとともに達成度合いを定
期的に記入し、目標を達成した場合には表彰を行う、②各事業所での健康づくりに関する
取組みを点数化して事業所に競争意識を持たせる、③1年間にわたって様々なキャンペー
ン等を展開し、成果を出した人には記念品を贈呈する、④社員個人が運動施設等の利用契
約を締結する際に補助する、などがある。
東京都職員共済組合は、先に述べたとおり被扶養者の特定健診受診率が低い理由を探り
出し、その解決策として「利便性の向上」等の観点から健診項目を追加するとともに、
「巡回レディース健診」などの健診機会を増やしたことが大きな「動機づけ」となり、被
扶養者の特定健診受診率の向上につなげた。
株式会社大和証券グループ本社は、健診データ等の分析で発見した健康意識の低い「ハ
イリスク者」向けに、医療機関への受診が必要との動機づけを視覚的にも強く印象づける
とともに、上司等からの受診勧奨・督促という一定の強制力をもって実効性を確保する
「イエローペーパー」を導入したことが特徴としてあげられる。

3「連携と協働」
企業の場合、県や市に比べて対象者への働きかけもしやすいため、まずは、組織内での
連携を進めることによって、効果的な取組みを行うことが可能と考えられる。
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株式会社大和証券グループ本社の場合、以前は人事部、産業保健スタッフ、健康保険組
合が個別に実施していた健康増進の取組みについて、連携を強化することで、イエロー
ペーパーをはじめとする様々なアイデアが生まれ、実行に移すとともに、社員への発信力
が強化され、社員の健康意識が格段に向上した。
東京都職員共済組合の場合、多くの事業主との連携を図るために「任命権者連絡会」等
の会議を活用して、各事業主による実践事例の共有や特定保健指導実績の公表等を通じた
現状把握を積極的に行い、効果的な取組みにつなげている。
三菱電機株式会社の場合、会社の健康づくりの取組みであるMHP21を事業主、労働組
合、健康保険組合の3者協働事業として位置付け、全社的な展開を図っている。

4実行力
第3節で紹介した企業は、それぞれが明確な方針を打ち出して取り組んでいる。特に東
京都職員共済組合や三菱電機株式会社のように規模が大きい中で取組みを浸透させていく
ためには、相当な実行力が必要である。
また、企業の場合には、経営の責任者である社長などの上層部の関与や判断が取組みを
推進するに当たって極めて重要になるということもある。
その一例として、三菱電機株式会社の場合、社長が社内の健康・安全大会等の機会に会
社をあげて健康づくりに取り組むことを呼びかけたほか、人事担当役員、事業所長等が保
健事業をリードする体制を整えている。また、事業所等の単位でも推進役（リーダー）の
育成に努め、組織全体が一貫して健康づくりに取り組むことを打ち出している。

（3）団体の場合
団体の場合、その規模や活動内容など組織の在り方は、地方公共団体や企業と比べて更
に多様であり、一般化して分析することは容易ではないが、第4節で取り上げた団体が、
5つの要素をどのようにうまく取り入れて活動を展開しているのか紹介したい。
なお、活動類型としては、「団体の外部の対象者の健康づくりを支援するもの」と、「団
体の活動自体が構成員の健康づくりにつながるもの」の2つのパターンがある（更に言え
ば、その両方の要素を併せ持つ場合もあり得る）ことに留意が必要である。

1「ICTの活用」と「課題の見える化」、「対象の明確化」
医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻の場合、被災世帯を訪問して聞き取った
結果をICTを使ってデータベース化して被災地の高齢者の健康・生活に関する課題を明
らかにし、幅広い関係者で共有することによって、ニーズに応じた包括的なサポートを可
能とした。
公益財団法人　愛知県健康づくり振興事業団の場合、幅広く健康づくりに取り組む中、
大人になってからの生活習慣改善の難しさと若年期からの予防の重要性に焦点を当て、
「子どもの頃からの健康教育」に力を入れて取り組んでいる。また、希望テーマについて
アンケート調査を実施し、「こころ」のテーマへのニーズが高いことなどを明らかにした
上で実施している。
企業組合　であい村　蔵らの場合、町の高齢化が日本全体と比べても相当進んでいる
中、「高齢者を元気にすることこそ大事」と高齢者の健康につながるよう取組みを進めて

平成26年版　厚生労働白書 245

第1部　健康長寿社会の実現に向けて　―健康・予防元年―

健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
最
近
の
取
組
み
に
つ
い
て

第
3
章



いる。
全国農業協同組合中央会の場合、「JA健康寿命100歳プロジェクト」の開始に当たって、
これまでの活動を評価し、また、これから行おうとする活動について実証実験を行うなど
した上で「運動」、「食事」等の取組みに重点を置いた。
また、JA山梨厚生連健康管理センターの場合、「『つなげる、やさしさ』プロジェクト」
において取組み内容を6つに明確化した上で、例えば、がん検診の受診率向上のために子
どもへの普及啓発を進めるなど、対象者を意識しながら活動していることが特徴としてあ
げられる。

2動機づけ（インセンティブ）
公益財団法人　愛知県健康づくり振興事業団の場合、「出前健康教室」という「利便性」
の高い方式を採ることで遠方の学校を含めた県内各地の学校から申し込みを受けている。
また、各学校から事前に提供された生活習慣に関するアンケート結果や体力テスト結果を
講義内容に反映させることで、子どもや教員が自らの問題として興味を持てるようにして
いることも特徴である。
企業組合　であい村　蔵らの活動は、それ自体が団体のメンバー自身の健康につながる
ものであり、それが「働くデイサービス」という代表者の言葉に象徴されている。高齢者
が自らの特技を生かして商品を作製したり、サービスを提供したりして対価を得るという
ことが「誰かの役に立っている」という動機づけ、やりがいとなって、事業継続と健康の
維持・増進につながっている。
JA山梨厚生連健康管理センターの場合、古くから開催している健康教室について、そ
の時々のニーズに沿ったテーマを設定することで、飽きがこないように工夫している。ま
た、人間ドックの待ち時間に実施するという手法は、健康について何らかの意識がある健
診受診者が時間を有効活用して受講できるため大きな参加実績につながっている。

3「連携と協働」
医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻の場合、被災地に活動基盤がない中、迅
速に石巻市で診療所を開設し包括的な支援を行っている。活動を始めるに当たって、地元
の行政、医師会等と相談を重ねたほか、被災者支援のために現地で活動している団体と連
携して「石巻医療圏健康・生活復興協議会」を設立して支援を進めたことが成果を生んで
いる。
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団の場合、愛知県教育委員会と連携すること
で、県内全域の小中学校に取組みを周知し、各学校からも生活習慣に関するアンケート結
果等を提供してもらうなどの協力を得ながら効果的に活動を展開している。
企業組合　であい村　蔵らの場合、大きな集客効果を自店のみならず町内にも波及させ
るため、松崎町内の商店等にワンコインランチを行ってもらうよう協力を依頼し、町役場
や商工会などとも手を組みながら「ハッピーワンコイン　松崎ウキウキお散歩マップ」の
作成に至り、町全体の活性化につながっている。
全国農業協同組合中央会（JA全中）の場合、全国に所在するJAと連携し、継続的に取
り組んでもらえるよう検証を行った取組みをメニューとして提示している。また、JAは、
地方公共団体や社団法人日本ウォーキング協会などとの連携により効果的なイベント、教
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室開催につなげている。
JA山梨厚生連健康管理センターの場合、全国農業協同組合中央会の示した方針を踏ま
え、さらにがん検診の受診率向上のキャンペーンを加味してウォーキング大会を実施する
ことで独自性を発揮している。また、健診受診率の向上を図るためマスコミ等とも連携し
て健康づくりの実践事例を展開している。
団体の場合、JA全中のように法律にその設置根拠を持ち、しかも全国レベルで組織さ
れるものもあるが、企業組合　であい村　蔵らのように任意に組織される小規模なものも
数多くあると考えられる。特に後者の場合には、活動基盤として地域コミュニティとの関
わりが極めて重要になる。

4実行力
医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻は、東北に活動基盤のない中、東日本大
震災を契機として、わずか半年足らずの間に地元の理解と協力を得て活動を開始し、軌道
に乗せていることはまさに実行力の高さを示していると言える。
企業組合　であい村　蔵らは、地元の共有財産ともいうべきなまこ壁でできた蔵の保存
をきっかけとして、高齢者が持つ技能を生かすことが高齢者の健康づくりにも町の活性化
にもつながるという「思い」を、食堂経営と手作り製品の販売により対価を得ることで
「かたち」として実現させており、注目に値する。
JA山梨厚生連健康管理センターは、特定健診、特定保健指導開始に先立って必要となっ
たシステム構築のために立ち上げたプロジェクトチームが一体となって先導している。取
組み項目自体は「特定保健指導」、「がん検診の普及・啓発活動」など必ずしも目を引くも
のではないが、それぞれ効果が上がるよう様々な工夫を凝らしており、実際に行動に移し
ていくことの重要性を表していると言えるだろう。
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